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アフラック・インコーポレーテッド 

2017年年次株主総会招集通知 

 

 

 アフラック・インコーポレーテッド（以下、「当社」）の年次

株主総会は、ジョージア州コロンバス、ウィントン・ロード1251、

コロンバス・ミュージアム（パトリック・シアター内）において、

2017年5月1日（月曜日）午前10時から、下記目的のために開催さ

れます（以下、「本年次総会」）。なお、下記の目的は全て、添

付の議決権代理行使指図書参考書類（以下、「参考書類」）に詳

述されています。 

 

第1号議案 次回の年次株主総会まで、かつその後任者が適正

に選任されかつ資格を得るまでを任期とする、当

社取締役14名を選任すること。 

 

第2号議案 当社の役員報酬に関する拘束力のない勧告的提案

（「say-on-pay」）について審議すること。 

 

第3号議案 将来のsay-on-pay投票の頻度に関する拘束力のな

い勧告的投票を行うこと。 

 

第4号議案 2017年12月31日に終了する年度の当社の独立登録

会計事務所としてKPMG LLPを任命したことを追認

すること。 

 

第5号議案 アフラック・インコーポレーテッド長期インセン

ティブ報酬制度（2017年2月14日改正・改訂）

（「2017年LTIP」）の採択及び2017年LTIPに基づ

き授権される株式の追加を承認すること。 

 

第6号議案 2018年マネージメント・インセンティブ報酬制度

（「2018年MIP」）の採択を承認すること。 

 

第7号議案 本年次総会及びその継続会又は延会に適正に提出

されるその他一切の事項を審議すること。 

 

 同封の議決権代理行使指図書（以下、「指図書」）が当社の取

締役会によって勧誘されています。参考書類を同封いたします。 

 本年次総会において議決権を有する株主を決定するための基準

日は2017年2月22日であり、同日の営業終了時の登録株主のみが

本年次総会及びその延会における議決権を有しています。 

 

 貴方のご投票は重要です。議事を処理するための定足数を確保

できますよう、早急にご投票ください。  
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取締役会の命により、 

秘書役 J・マシュー・ラウダーミルク 

 

ジョージア州コロンバス 

2017年3月17日 
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議決権代理行使指図書参考書類の要約 

 
 この要約は、本参考書類の他の箇所の記載から、重要な情報を

抜粋したものです。ご検討いただくべき情報を網羅したものでは

ありませんので、参考書類全体に目を通された上でご投票くださ

い。 

当社の2016年度業績に関するより詳しい情報については、当社

の年次報告書(Form 10-K)をご覧ください。本参考書類において

「当社」は「アフラック・インコーポレーテッド」を、「アフ

ラック」は当社の子会社である「アメリカン・ファミリー・ライ

フ・アシュアランス・カンパニー・オブ・コロンバス」を指しま

す。アフラックは米国と日本（支店）で事業を行っています。

（それぞれ以下、「アフラック米国社」及び「アフラック日本

社」） 
 
年次株主総会 

・開催日： 2017年5月1日(月) 

・開催時刻： 午前10時00分 

・開催場所： ジョージア州コロンバス、ウィントン・ロード

1251、コロンバス・ミュージアム（パトリッ

ク・シアター内） 

・基準日： 2017年2月22日 

 

議案及び決議事項 

提案 ご投票に関す

る取締役会か

らの推奨 

掲載

ページ 

1. 当社取締役14名を選任すること 各候補者に

ついて賛成 

15 

2. 当社の役員報酬に関する拘束力の

ない勧告的提案(「say-on-pay」)

について審議すること 

賛成 103 

3. 将来のsay-on-pay投票の頻度につ

いて、拘束力のない勧告的投票を

行うこと 

「1年」毎に

対して賛成 

104 

4. 当社の独立登録会計事務所として

のKPMG LLPの任命を追認すること 

賛成 108 

5. 2017年LTIPの採択を承認すること 賛成 109 

6.  2018年MIPの採択を承認すること 賛成 121 
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取締役会メンバーに関する情報 
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取締役候補者 
 各取締役は毎年、選任候補者となります。次の表は、候補者の
要約情報です。取締役会は、歴史的視点をもって安定性と当社独
自の価値ある知識をもたらす長期在任者と、斬新な視点と新しい
アイデアをもたらす新しい取締役との多様なバランスを維持する
ことが適切であると考えています。 
 

氏名 年齢 

取締役 

就任年 

独

立 

性 

所属委員会（◎＝委員長） 

監査・

リスク 

報

酬 

経営

企画 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ

ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 

執

行 

財務・

投資 

持

続

性 

ダニエル・P・ 

エイモス 

アフラック・イ

ンコーポレー

テッド及びアフ

ラック会長兼

高経営責任者 

65 1983      ◎   

ポール・S・ 

エイモス二世 

アフラック社長 

41 2007      〇 〇  

W・ポール・ 

バウワース 

ジョージア・パ

ワー・カンパ

ニー会長、社長

兼 高経営責任

者 

60 2013 〇 〇  ◎    〇 

クリス・クロニ
ンジャー三世 

アフラック・イ
ンコーポレー
テッド社長 

69 2001      〇   

福澤俊彦 

株式会社ユウ
シュウ建物取締
役社長 

60 2016 〇        

エリザベス・
J・ハドソン 

ナショナル・ジ
オグラフィック
協会の元 高コ
ミュニケーショ
ン責任者 

67 1990 〇   〇   〇 ◎ 

ダグラス・W・ 
ジョンソン(*) 

公認会計士、
アーンスト・ア
ンド・ヤング
LLP の 元 監 査
パートナー 

73 2004 〇 ◎ 〇   〇   
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氏名 年齢 

取締役 

就任年 

独
立 

性 

所属委員会（◎＝委員長） 

監査・
リスク 

報
酬 

経営
企画 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 

執
行 

財務・
投資 

持
続
性 

ロバート・B・ 
ジョンソン 

ポーター・ノ
ヴェリPR社の元
シニア・アドバ
イザー 

72 2002 〇  ◎  〇 〇   

トーマス・J・ 

ケニー 

ゴールドマン・
サックス・ア
セット・マネジ
メント社グロー
バル・フィクス
ト・インカム元
パートナー兼共
同代表 

53 2015       〇  

チャールズ・
B・ナップ 

ジョージア大学
名誉総長 

70 1990 〇 〇  〇   ◎  

キャロル・F・ 

ロイド 

公認会計士、
アーンスト・ア
ンド・ヤング
LLP の 元 監 査
パートナー 

 

58 2017 〇 〇       

ジョセフ・L・ 

モスコウィッツ 

プライメリカ・
インクの元エグ
ゼクティブ・バ
イス・プレジデ
ント 

63 2015 〇 〇 〇 〇     

バーバラ・K・ 
ライマー 

公衆衛生博士 

ノースカロライ
ナ大学チャペル
ヒル・ギリング
ス・グローバル
公衆医療学部の
学部長兼卒業生
特別教授 

68 1995 〇    ◎ 〇  〇 
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メルヴィン・
T・スティス 

シラキュース大
学マーティン・
J・ウィットマ
ン・スクール・
オブ・マネジメ
ント名誉学部長 

70 2012 〇 〇   〇    

(*) ダグラス・W・ジョンソンは主席非経営取締役も務めていま
す。 
 

2016年の業績ハイライト 
 2016年、当社は好調な経営成績を上げました。 

 
 当社は27億ドルの当期純利益を生み出しました。 
 バランスのとれた資本配分プログラムの一環として、約14億ド

ル（2,160万株）の自社株を取得しました。 
 力強い13.9％の株主資本利益率を上げ、為替変動の影響(1)を除
く通年の株主資本事業利益率は17.3％に達しました。 

 第4四半期及び年間の現金配当を34年連続で増加させました。
第4四半期は4.9％、年間では5.1％の増配でした。当社は、為替
変動の影響を除く希薄化後1株当たり事業利益とほぼ同じ率で増

配することを目標としています。 
・為替変動の影響を除く希薄化後1株当たり事業利益(1)は、2015

年度比で4.7％増加し、当社の目標を27年連続で達成しました。

当社は、為替変動の影響を除く希薄化後1株当たり事業利益が
引き続き当社の業績の も適切な指標の一つであり、株主価値
の主な原動力であると考えています｡ 

・日本において第三分野商品（がん保険及び医療保険を含みま
す。）の販売が4.1％増加したことから、日米合計で25億ドル
の新契約年換算保険料を生み出しました。 

・収益は8.1％増の226億ドルとなりました。事業の成長に伴う保
険料収入の増加を反映し、為替変動の影響を除く事業収益合計
(1)は1.0％増の210億ドルとなりました。 

・2016年12月31日現在、当社は堅固な自己資本比率を維持してい
ました。リスクベース自己資本（以下、「RBC」）比率は894％
でした。ソルベンシー・マージン比率（日本で主に利用されて

いる自己資本比率）は945％でした。 
・当社の日本事業の形態を支店から子会社に変更する作業を開始
しました。この会社組織の変更により、当社は金融サービス部

門における今後のグローバルな 良慣行に一層適合し、また米
国における既存の州規制を遵守するとともに、今日と同様の強
固な財務内容の維持を確保することが可能となります。 

注(1) 為替変動の影響を除く希薄化後1株当たり事業利益、為替
変動の影響を除く事業収益、及び為替変動の影響を除く株
主資本事業利益率は、米国で一般に公正妥当と認められた

会計原則（以下、「GAAP」）に従って計算されたものでは
ありません。これらの指標及び も近いGAAP指標への調整
については、適宜、本参考書類の付属書類Cをご覧くださ

い。 
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役員報酬ハイライト 

当社は、業績と直接連動する報酬の支払いを報酬理念としてお

り、これは当社のあらゆる職位の従業員に適用されています。当

社は、これが株主価値の創造にとって も効果的な方法であり、

また当社を業界のリーダーに押し上げるのに重要な役割を果たし

てきたと信じています。 

当社の役員報酬制度には、当社のコーポレート・ガバナンスの

良慣行に関する以下の指針が反映されています。 

・取締役会の独立した報酬委員会が制度を監督する。 
・報酬委員会が、同委員会のみに報告する独立した報酬コンサル

タントを雇う。 
・過去19年間、CEOの直接報酬総額は全額、ピアグループと比較
した当社の財務実績及び株主総合利回り実績に基づいて決定さ

れている。報酬委員会はこの計算式を定期的に評価して、適切
性を維持するよう確保している。 

・CEOの報酬と業績の連動について、独立した報酬コンサルタン

トが取締役全会に毎年報告を行う。 
・当社は、報酬について意見を述べる投票(say-on-pay vote)を、
当該投票が義務となる3年前に、自主的に株主に提供した米国

初の公開企業であった。 
・業務執行役員及び取締役は、10b5-1制度への参加（報酬委員会
が承認した場合を除く。）、当社株式のヘッジ又は担保差入れ

をしてはならない。 
・業務執行役員及び取締役は、ほぼ20年にわたり、株式所有ガイ
ドラインの対象となっている。 

・クローバック方針を2007年から採用している。 
・支配変更時の消費税のグロスアップの支払いを行わない。 
・全ての雇用契約において、支配変更時のダブル・トリガー要件

を定めている。 
 

役員報酬制度の変更 

当社は、報酬について意見を述べる(say-on-pay)勧告的な投票

を初めて自主的に行った2008年から2013年まで、平均で96％を超

える株主承認を得ていました。 

ここ数年、役員報酬制度に対する支持は低下しており、2016年

の報酬について意見を述べる提案に対して賛成票を投じた株主は

約86％でした。さらに、これまで用いてきた手法に従い、当社は

2016年を通じて株主への働きかけを行いました。報酬委員会はか

かる対話からのフィードバックを報酬慣行の定期的見直しに盛り

込み、また 良慣行の徹底的分析も行いました。その結果、報酬

委員会は、本参考書類でさらに説明する通り、報酬制度を変更し

ました。 

株主との対話及び分析からのフィードバックに基づき、2016年、

CEOのLTI報奨は引き続き現行の構造及び手続に従って行われまし

た。すなわち、2016年2月に行われた条件付PBRSの付与は、ピア

グループと比較した当社の相対的財務実績及び相対的TSR実績に

基づいて、2016年12月31日付で調整されました。2017年からは、
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ピアグループの市場データ、当社の業績、及びCEOの在任期間と

実績を考慮した上で、競争力ある水準の年間LTI報酬全額をCEOに

付与する予定です。 

報酬委員会は、CEO以外の役員を対象とするマネージメント・

インセンティブ報酬制度及びLTI報酬制度の変更も承認しました。

事業利益の新たな定義を考慮して、マネージメント・インセン

ティブ報酬制度の測定基準の数は減少します。さらに、アフラッ

ク日本社の元受保険料の測定基準は、日本における第三分野事業

に重点を置いたものとなります。2017年LTI報酬制度については、

当社の独立報酬コンサルタントが推奨する、より簡単な手法が採

用されます。これは、ピアグループの長期インセンティブ報酬制

度と合致するものです。後述「報酬に関する議論と分析」の

「2017年の報酬制度の変更」をご参照ください。 

当社は、確実に 新の手法を維持し、役員報酬の 良慣行を引

き続きリードし、かつ株主の関心に今後も重点を置くために、努

力を重ねています。そのため、当社は、2017年にも追加変更を行

うべきか決定するために、見直しを続けて行きます。 

 

業績連動報酬 

当社の報酬制度は市場中央値の位置づけを目標としており、大

部分を業績連動報酬の要素で提供しています。これにより、当社

株主の価値との適切な整合性が確保され、また特定業務執行役員

（NEO）に提供される 終的な価値が、当社の業績に結び付けら

れています。 
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アフラック・インコーポレーテッド 

議決権代理行使指図書参考書類 

 

 

指図書の勧誘及び撤回 

 

 本参考書類は、当社の取締役会が、1ページの年次株主総会招

集通知に記載され、本参考書類に詳述されている目的のために

2017年5月1日（月曜日）に開催予定の年次株主総会及びその延会

において使用する指図書の勧誘を行うに当たって、株主の皆様に

提供されているものです。当該年次総会は、ジョージア州コロン

バス、ウィントン・ロード1251、（パトリック・シアター内）コ

ロンバス・ミュージアムにおいて午前10時から開催されます。 

 適正に作成され返送された全ての指図書は、当該指図書に記載

された指示に従って投票されます。また、返送された指図書に投

票の指示が明示されていない場合には、第1号議案については本

参考書類で指名されている全ての取締役候補者の選任に賛成する

ものとして投票され、第2号及び第4号乃至第6号議案については

賛成するものとして投票され、第3号議案については役員報酬に

関する勧告的投票を「1年」毎に行うことに賛成するものとして

投票されます。また、本年次総会及びその継続会又は延会に適正

に提出されるその他一切の事項については代理人の裁量により投

票されます。 

 本参考書類及び添付の指図書は、2017年4月14日頃に株主各位

に送付される予定です。 

 

指図書の勧誘 

 

 指図書勧誘の費用は当社が支払います。当社は、証券会社、保

管機関その他の受託機関との間に取り決めを結び、当社株主ご本

人に指図書関連資料を送付する手続を行わせ、その郵送費用及び

関連費用を当該機関に払い戻します。さらに、当社の一定の役員

その他の従業員も、電話及び個人的な連絡によって指図書の勧誘

ができます。但し、当社の一定の役員その他の従業員は、そのよ

うな行為に対し追加の報酬を受領することはありません。当社は、

ジョージソン・エルエルシーに指図書勧誘の補佐業務を委任して

おり、同社に9,500ドルの手数料を支払い、かつ合理的な立替費

用の払戻しを行っています。 
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指図書関連資料及び年次報告書 

 証券取引委員会（以下、「SEC」）規則に基づき、当社は指図

書関連資料をインターネットで交付させて頂きます。そのため、

ほとんどの登録株主の皆様には、参考書類や年次報告書の印刷製

本に代えて、インターネット上でこれらの書類が入手可能である

旨の通知書を発送いたしました。当該通知書には、参考書類の他

に、当社のオンライン上の2016年度Year in Review及び年次報告

書（Form 10-K）（併せて以下、「年次報告書」）へのアクセス

方法、proxyvote.com で投票を行う方法、並びに本参考書類及び

年次報告書を含む指図書関連資料の印刷製本の請求方法について

のご案内もございます。aflincⓇ（当社のセキュア・オンライ

ン・アカウント管理システム）から参考書類、年次報告書、及び

その他の説明書に対するオンライン・アクセスを選択される登録

株主の皆様には、これらの指図書関連資料が取得可能である旨の

電子通知が届きます。通知書を受領されず、また、オンライン・

アクセスを選択されなかった皆様には、郵便で指図書関連資料の

印刷製本をお届けいたします。当社の重要な書類をオンラインで

入手可能とすることにより、天然資源を保全でき、また、指図書

関連資料の印刷や配送にかかる費用を節減することができます。 

 

複数の株主が同じ住所を共有されている場合 

 当社は、住所を共有されている株主の方々の中で同意された

方々には、1住所に1冊のみ年次報告書及び参考書類をお送りする

か、これらの書類が入手可能である旨の通知書をお送りしていま

す。これは「householding」として知られています。しかしなが

ら、登録株主の方が個別に年次報告書又は参考書類の入手をお望

みの場合には、シェアホルダー・サービス部に、電話（1-800-

227-4756）、電子メール（shareholder@aflac.com）、又は手紙

（Aflac Incorporated, 1932 Wynnton Road, Columbus, Georgia 

31999 宛）にてご請求ください。また、当社の年次報告書又は参

考書類を複数冊受領されている登録株主の方やこれらの書類が入

手可能である旨の通知書を複数受領されている登録株主の方が1

住所で1冊の送付を望まれる場合は、シェアホルダー・サービス

部にご連絡ください。貴方が銀行、証券会社、又は他の登録株主

を通じて当社株式を所有されている場合は、登録株主にご連絡の

上、1住所で1冊の送付をご請求ください。 

 

議決権についての説明 

 当社株式の保有期間が長い株主の方々は当社の成功に関してよ

り大きな発言権を持つべきであると当社は考えています。そこで、

当社の定款に従い、当社普通株式は、同一の実質株主による総会

基準日前の継続保有期間が48ヶ月に達するまでは、1株当たり1議

決権を与えられ、48ヶ月を超えた場合は、1株当たり10議決権を

与えられます。株式が、贈与、不動産遺贈、又は動産遺贈若しく
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は相続・分配法により譲渡人の財産から譲渡されるか又は信託財

産として保有されていた株式が受益者に分配されたことにより譲

渡された場合、当該株式の譲受人は、1株当たりの議決権数を決

定するため、譲渡人と同一の実質株主とみなされます。株式分割、

株式配当、又は既存の株式に関するその他の配分により直接的に

取得された株式は、当該取得の原因となった従前の株式を取得し

た日に取得され、その日から継続して所有されていたものとみな

されます。ストックオプションの行使によって取得された普通株

式は、当該ストックオプションが付与された日に取得されたもの

とみなされます。 

「ストリート」又は「ノミニー」名義で所有されている普通株

式の継続保有期間は48ヶ月未満と推定され、1株当たり1議決権を

与えられますが、この推定は反証により覆すことができます。

48ヶ月を超えて普通株式をストリート名義で保有していたことを

証明することを望まれる株主の方々は、指図書裏面に記載された

宣誓書をご作成ください。なお、取締役会は、宣誓書を裏付ける

証拠を求めることができます。 

 

定足数及び決議要件 

 2017年2月22日の営業終了時における当社の普通株式の登録株

主が本年次総会における議決権を有しています。同日現在、議決

権のある発行済社外普通株式数は、401,177,209株でした。当社

の株主名簿によれば、この株式の議決権数は下記の通りです。 

 

株式数 1株当たり議決権数 議決権数 

371,012,282株 1株当たり 1議決権 ＝ 371,012,282議決権 

30,164,927株 1株当たり10議決権 ＝ 301,649,270議決権 

計 401,177,209株  計 672,661,552議決権 

 

 発行済社外株式の全てが1株当たり10議決権を有するものと仮

定すれば、議決権総数は、4,011,772,090となります。しかし、

本参考書類では、本年次総会で投票され得る議決権の総数を、

672,661,552と仮定しています。 

 本年次総会における議決権総数の過半数の所有者が、本人自ら

又は指図書により出席することにより、総会に提出される議事を

処理するための定足数が満たされることとなります。棄権票は定

足数の有無を決定するため、「出席した株式」とみなされます。

実質株主のために株式を保有しているノミニーが、ある議案につ

いて一任の議決権を有しておらず、実質株主から投票の指図も受

けていないため、特定の議案について投票を行わない場合には、

ブローカー非投票(broker non-votes)が発生します。ブローカー

非投票は定足数の有無を決定するため、本年次総会に「出席した

株式」とみなされます。 

 以下の表は、本年次株主総会において当社が予定している各提

案の決議要件を示しています。 
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提案 決議要件 
棄権票及びブローカー非

投票の効果 

取締役無競争選挙 候補者に対する賛

成票が当該候補者

に対する反対票を

上回ること。 

棄権票及びブローカー非

投票は票とはみなされ

ず、投票結果に影響を及

ぼさない。 

将来 の say-on-pay 投

票の頻度に関する勧

告的投票 

も多くの票を獲

得した頻度（1年

毎、2年毎又は3年

毎）とする。 

棄権票及びブローカー非

投票は票とはみなされ

ず、投票結果に影響を及

ぼさない。 

独立登録会計事務所

の追認 

投票された議決権

の過半数の賛成 

棄権票は票とはみなされ

ず、投票結果に影響を及

ぼさない。ブローカー及

び他のノミニーは指示が

なくとも投票できるた

め、当社はブローカー非

投票について予測しな

い。 

2017年 LTIP及び 2018

年MIPに関する勧告的

say-on-pay 

投票された議決権

の過半数の賛成 

棄権票及びブローカー非

投票は票とはみなされ

ず、投票結果に影響を及

ぼさない。 

 

 現在取締役である候補者が本年次総会の無競争選挙で再選され

なかった場合、ジョージア州法は、当該取締役を「任期満了取締

役(holdover director)」として、当社の取締役会に残留する旨

定めます。しかしながら、任期満了取締役は、当社の取締役辞任

規程により、取締役会会長に対し辞任を申し出る必要があります。

コーポレート・ガバナンス委員会は、かかる辞任について検討し、

これを承認するか又は却下するかにつき、取締役会に提言します。

辞任の申し出を承認するか又は却下するかについて検討する際、

コーポレート・ガバナンス委員会は、株主が当該取締役の選任に

反対票を投じた理由、取締役の適性、及び辞任が当社及び当社の

株主にとって 善の利益となるかなど、委員が関連性があるとみ

なす全ての要素を検討します。取締役会は、選挙が行われた本年

次総会の日から90日以内に、コーポレート・ガバナンス委員会の

提言について正式に決定を下します。当社は、かかる決定が下さ

れてから4営業日以内に、SECにForm 8-K（臨時報告書）を提出し、

取締役会の決定について、決定が下された過程の十分な説明、及

び辞任の申し出が却下された場合にはその理由とともに開示しま

す。現在当社の取締役でない候補者が本年次総会で選任されな

かった場合、その者は取締役又は任期満了取締役となることはあ

りません。 

年次株主総会の競争選挙（候補者の数が選任される取締役の数

を上回る場合のことです。）における選挙基準は、直接又は委任
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状による投票で、かつ取締役の選挙に関して投票権限のある投票

による相対多数で決定されます。 

 

非投票の効果 

 「ストリート」名義の株式を所有されている株主の方々は、登

録株主の方々に対して投票の指示をされることが不可欠です。投

票の指示をされない場合、第4号議案（独立登録会計事務所の追

認）を除く議案については、その株主の方々の株式は非投票扱い

とされます。銀行又は証券会社は、指示がない場合、取締役選任、

役員報酬に関する勧告的投票、将来のsay-on-pay投票の頻度に関

する勧告的投票、又は当社の報酬制度に関する2つの提案に投票

することができません。これらの議案に関するブローカー非投票

は、議案の決議結果に影響しません。銀行又は証券会社は、指示

がない場合であってもその裁量で、当社の独立登録会計事務所の

任命の追認（第4号議案）には投票することができます。 

 登録株主の方々については、指図書の返送がなければ、本年次

総会のどの議案についても非投票扱いとされます。返送された登

録株主の指図書に投票の指示がない場合、当該指図書は、第1号

議案については参考書類に挙がった全取締役候補者の選任に賛成

するものとされ、第2号及び第4号乃至第6号議案については賛成

するものとされ、say-on-pay投票の頻度（第3号議案）について

は「1年」毎として扱われます。また、本年次総会及びその継続

会又は延会に適正に提出されるその他一切の事項については代理

人の裁量により投票されます。 
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第1号議案 取締役の選任 

 
 
 当社は、以下の14名が取締役に選任されるよう提案します。各

人は、取締役会のコーポレート・ガバナンス委員会によって取締

役候補者に指名されており、取締役に選任された場合、次回の年

次株主総会まで、かつその後任者が選任され、資格を得る時まで、

職務を行う意思を有しています。同封の指図書で指名された者又

はその代理人は、明示的な逆の指示がない限り、これらの候補者

の選任について賛成の投票をします。しかし、ある候補者が就任

できなくなるか若しくは就任を希望しない場合又はその他の理由

で選任が不可能な場合、指図書で指名された者又はその代理人は、

補欠候補者について賛成するか又は投票を差し控えるかの裁量権

を有します。候補者が就任できなくなるか又は就任を希望しなく

なると取締役会が考える事情はありません。取締役会は、歴史的

視点をもって安定性と当社独自の価値ある知識をもたらす長期在

任者と、斬新な視点と新しいアイデアをもたらす新しい取締役と

の多様なバランスを維持することが適切であると考えています。 

 以下にご紹介する候補者は全員、当社の現任の取締役です。ロ

イド氏は、コーポレート・ガバナンス委員会の推薦により、2017

年1月6日付で取締役に指名されました。ロイド氏は、監査・リス

ク委員会の委員長より取締役会への推薦を受けています。 
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取締役の技量の要約 
 

氏名 

現任 

又は 

元CEO 

事業 

の経験 独立性 

日本市場

での経験 

財務 

専門知識 

リスク管

理の経験 

保険業界 

での経験 

公衆衛生

における 

経験 

ダニエル・

P・エイモス 
● ●  ●  ● ●  

ポール・S・

エイモス二世 
 ●  ●  ● ●  

W・ポール・

バウワース 
● ● ● ● ● ●   

クリス・クロ

ニンジャー三

世 
 ●   ● ● ●  

福澤 俊彦 ●  ● ● ● ● ●  

エリザベス・

J・ハドソン 
  ●   ●   

ダグラス・

W・ジョンソ

ン 
  ●  ●  ●  

ロバート・

B・ジョンソ

ン 
  ●   ●  ● 

トーマス・

J・ケニー 
 ●   ● ●   

チャールズ・

B・ナップ 
  ●  ● ●   

キャロル・

F・ロイド 
  ●  ●    

ジョセフ・

L・モスコ

ウィッツ 
 ● ●  ● ● ●  

バーバラ・

K・ライマー 

(DrPH) 
  ●    ● ● 

メルヴィン・

T・スティス 
  ●  ● ●   

 
 

 取締役会は、下記の各取締役候補者の選任につき「賛成」票

を投じられるよう勧誘いたします。 
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 ダニエル・P・エイモス（65歳） 

アフラック・インコーポレーテッド及びアフラック

会長兼 高経営責任者 

取締役就任年：1983年 

所属委員会：執行委員会（委員長） 

 1990年から当社及びアフラック 高経営責任者（「CEO」）。

2001年から同会長兼 高経営責任者。38年間にわたってアフラッ

クで様々な役職を経験しました。 

 

技能と業績 

インスティテューショナル・インベスター誌から米国の生命保

険事業分野で も優れたCEOの一人として、5度選ばれました。さ

らに、2015年と2016年には、ハーバード・ビジネス・レビュー誌

から世界で も優れた業績を上げているCEOの一人として選ばれ

ました。 

エイモス氏はその経験と手法を活かして、コーポレート・ガバ

ナンス、人事及びリスク管理に関する分野で、取締役会に示唆に

富んだ意見や指導を提供しています。 

 

他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・シノバス･フィナンシャル･コープ（2001年から2011年まで） 

・サザン・カンパニー（2000年から2006年まで） 
 

 

ポール・S・エイモス二世（41歳） 

アフラック社長 

取締役就任年：2007年 

所属委員会：執行委員会 

財務・投資委員会 
 
 2007年1月からアフラック社長。2006年2月から2013年7月まで

アフラック米国社 高執行責任者を兼任。2005年1月から2007年1

月まで、エグゼクティブ・バイス・プレジデント（米国オペレー

ションズ担当）。2008年1月から、アフラック日本社における販

売活動やマーケティング活動における指導的役割も担っています。

2013年にアフラック日本社に関する報告責任者に就任後、2年間

東京に移り、現地でアフラック日本社の事業を監督しました。 

 

技能と業績 

エイモス氏は、10年超にわたり様々な指導的役割を担ってきた

経験を活かし、当社の事業の中核をなす保険販売に関する深い見

識を取締役会に提供しています。さらに、同氏は日本文化と日本

の保険業界に精通しており、取締役会に独自の視点をもたらして

います。 
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W・ポール・バウワース（60歳） 

ジョージア・パワー・カンパニー会長、社長兼 高

経営責任者 

取締役就任年：2013年 

所属委員会：経営企画委員会（委員長） 

監査・リスク委員会※ 

持続可能性委員会 
※財務専門家 

 
 2011年からサザン・カンパニーの 大の子会社であるジョージ

ア・パワー会長、社長兼CEO。2008年から2010年までサザン・カ

ンパニーの 高財務責任者(以下、「CFO」)。それ以前は、サザ

ン・カンパニー（サザン・カンパニー・ジェネレーション、サザ

ン・パワー及びサザン・カンパニーの元英国子会社）において、

様々なシニア・エゼクティブの地位に就き、サウス・ウェスタ

ン・エレクトリシティ・エルエルシー/ウェスタン・パワー・

ディストリビューションでは社長兼CEOを務めました。 

 

技能と業績 

 バウワース氏は、元CFOとしての豊富な財務知識、厳しく規制

された業界における営業活動等の国内外の実務経験、経営企画や

サイバー・セキュリティに関連して深刻化するリスクの管理に関

する専門知識を活かし、取締役会に有益かつ独自の視点をもたら

しています。 

 

他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・アトランタ・コミティー・フォー・プログレス委員長（2016年

から） 

・ニュークリア・エレクトリック・インシュアランス・リミテッ

ド（2009年から） 

・ジョージア大学機構理事（2014年から） 

・連邦準備銀行アトランタ・エネルギー政策審議会（2008年から） 
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クリス・クロニンジャー三世（69歳） 

アフラック・インコーポレーテッド社長 

取締役就任年：2001年 

所属委員会：執行委員会 
 

 2001年から当社の社長。それ以前は、1993年からエグゼクティ

ブ・バイス・プレジデント。1992年から2015年までCFOを、1993

年から2015年まで財務企画責任者を務めました。当社に参加する

1992年までは、KPMGで保険経理分野の要職に就き、1977年からア

フラックの相談役を務めました。同氏は、2017年12月31日付で社

長を退任する予定です。 

 

技能と業績 

クロニンジャー氏はインスティテューショナル・インベスター

誌から、生命保険事業分野における米国の「ベストCFO」として、

3度選ばれました。同氏は、当社の事業や経営戦略に関する同氏

の財務面からの洞察と専門知識を活かし、取締役会に独自の経済

的視点をもたらしています。 

 

他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・トータル・システム・サービシズ・インク（TSYS）（2004年か

ら） 

・タッパーウェア・ブランズ・コーポレーション（2003年から） 

・アクチュアリー協会正会員 
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福澤 俊彦（60歳） 

株式会社ユウシュウ建物取締役社長 

取締役就任：2016年 
 
 

 

 

 2015年6月から株式会社ユウシュウ建物取締役社長。同社代表

取締役も務めています。2013年から2015年まで、みずほ信託銀行

株式会社副社長兼代表取締役。2011年から2013年まで、株式会社

みずほ銀行常務執行役員兼IT・システムグループ長。2009年から

2011年まで、みずほ情報総研株式会社副社長兼代表取締役。2002

年から2009年まで、同氏が勤務した株式会社第一勧業銀行と他2

行が合併して誕生した株式会社みずほフィナンシャルグループ傘

下の株式会社みずほ銀行及び関連会社にて執行役員兼部長。1979

年から2002年まで、株式会社第一勧業銀行において様々な責任あ

る役職を歴任。 

 

技能と業績 

日本における銀行員としての36年にわたるキャリアから、福澤

氏は広範な事業及びITに関する知識を獲得し、保険会社を含む

様々な日本の金融機関において経験を積みました。同氏は、当社

の日本事業に関する価値ある洞察や専門知識を取締役会に提供し

ています。 

 
 

 エリザベス・J・ハドソン（67歳） 

ナショナル・ジオグラフィック協会の元 高コミュ

ニケーション責任者 

取締役就任年：1990年 

所属委員会：持続可能性委員会（委員長） 

経営企画委員会 

財務・投資委員会 

 
 2014年から2015年まで、ナショナル・ジオグラフィック協会の

高コミュニケーション責任者。それ以前は、2000年からコミュ

ニケーション担当シニア・エグゼクティブ。ハドソン氏の担当職

務は、慈善型開発の監督、ナショナル・ジオグラフィック協会及

び同協会支部が担当する全てのコミュニケーション及び広報活動

であり、メディア活動、広報活動、地域貢献及びソーシャル・メ

ディア、ブランド管理、従業員コミュニケーション及び関連する

マーケティング・コミュニケーション活動に従事しました。 

 

技能と業績 

40年以上にわたって、ハドソン氏は上場企業や世界 大規模の

科学研究機関を含む国内・国際団体の執行役を務めました。同氏
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は、ファイナンス分野や非常時の情報伝達管理を含む戦略的企業

コミュニケーションやマーケティング活動における豊富な経験を

もたらしています。同氏はまた、持続可能な計画の展開及び明確

化に関する専門知識を有しています。 

 

他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・ウーマン・コーポレート・ディレクターズのワシントン支部共

同議長（2010年から） 
 

 

ダグラス・W・ジョンソン（73歳） 

公認会計士 

アーンスト・アンド・ヤングLLPの元監査パートナー 

取締役就任年：2004年 

主席非経営取締役 

所属委員会：監査・リスク委員会※（委員長） 

報酬委員会 

執行委員会 
※財務専門家 

 
 公認会計士。2003年にアーンスト・アンド・ヤングLLP監査

パートナーを退任。キャリア期間の大半を費やして生命保険、健

康保険、財産保険及び災害保険を扱う保険業界の企業監査に注力。

30年間にわたるアーンスト・アンド・ヤング及びその前身の事務

所における在職中に、ジョンソン氏はいくつかの大規模な多国籍

保険会社や同社の米国 大の顧客（保険会社）のコーディネー

ト・パートナーを担当しました。 

 

技能と業績 

ジョンソン氏は、上場保険会社の監査委員会との幅広いコーディ

ネート業務を経験しています。同氏は財務分野における経験と

リーダーシップ能力により、委員長として当社監査・リスク委員

会に価値ある貢献をしています。 
 
他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・米国公認会計士協会（AICPA）会員 
 

 

ロバート・B・ジョンソン（72歳） 

ポーター・ノヴェリPR社の元シニア・アドバイザー 

取締役就任年：2002年 

所属委員会：報酬委員会（委員長） 

コーポレート・ガバナンス委員会 

執行委員会 

 
 2003年から2014年までポーター・ノヴェリPR社のシニア・アド

バイザーを務め、退任。2008年まで、アメリカの全ての人種間に
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対話と連携を促し、不利な条件に置かれた若年層に教育、補助金

及び学習機材を提供するワン・アメリカ基金の会長兼CEO。それ

以前は、クリントン政権下で大統領補佐官やワン・アメリカに対

する大統領イニシアチブの理事を務めました。カーター政権での

2年間の経験の後、ワシントン・コロンビア特別区において商取

引規制担当事務官を務めました。 

 

技能と業績 

 ジョンソン氏は、政治的メディア戦略の立案や地域貢献におけ

る広範な経験を有しています。同氏はまた、広報戦略の実行や多

様性の促進における豊富な経験を取締役会に提供しています。 

 

他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・民主党全国委員会副委員長（2003年から2004年まで） 
 

 
トーマス・J・ケニー（53歳） 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

社グローバル・フィクスト・インカム元パートナー

兼共同代表 

取締役就任年：2015年 

所属委員会：財務・投資委員会 

 
 2011年より米国教職員保険年金連合会（以下、「TIAA-CREF」）

トラスティーを務め、現在、TIAA-CREF基金投資委員会及びTIAA-

CREF基金運営委員会委員長を兼任。TIAA-CREFの前は、12年間

ゴールドマン・サックスで様々な要職に就き、直近ではパート

ナー及びアドバイサリー・ディレクターを務めました。また、

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバ

ル・キャッシュ・アンド・フィクスト・インカム・ポートフォリ

オ・チームの共同代表も務め、ロンドン、東京及びニューヨーク

のチームと共に、複数の戦略を用いた6,000億ドルを超える資産

運用の監督責任者でした。ゴールドマン・サックス入社前は、フ

ランクリン・テンプルトンに13年間勤務しました。CFA協会認定

証券アナリスト。 

 

技能と業績 

 投資運用及び金融市場における豊富な経験から、ケニー氏は取

締役会に価値ある洞察と専門知識をもたらしています。 
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チャールズ・B・ナップ（70歳） 

ジョージア大学名誉総長 

取締役就任年：1990年 

所属委員会：財務・投資委員会（委員長） 

監査・リスク委員会※ 

経営企画委員会 
※財務専門家 

 

 ジョージア大学名誉総長。1997年から1999年までアスペン研究

所所長。2000年から2004年まで、エグゼクティブ・サーチ会社で
あるハイドリック･アンド・ストラグルズのパートナー。2004年
から2011年まで、CF基金教育開発担当取締役。2013年から2014年

まで、ジョージア大学テリー・ビジネス・カレッジ学部長代行。
それ以前は、チュレーン大学のエグゼクティブ・バイス・プレジ
デント兼CFO、またカーター政権下で米国労働副次官補を務めま

した。 
 
技能と業績 

 その経験と見識から、ナップ氏は資金調達、投資及び経営分野
での価値ある洞察を取締役会にもたらしています。 

 
他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・イースト・レイク・ファウンデーション会長（2006年から2011
年まで） 
 
 

 
キャロル・F・ロイド（58歳） 

公認会計士 

アーンスト・アンド・ヤングLLPの元監査パートナー 

取締役就任年：2017年 

所属委員会：監査・リスク委員会※ 
※財務専門家 

 
 
 公認会計士。近年、アーンスト・アンド・ヤング LLP 副会長兼

マネージング・パートナーを退任。ロイド氏は、直近ではアーン

スト・アンド・ヤング取締役としての 37 年超にわたる経験と

リーダーシップを当社にもたらしています。また、大規模な金融

機関、保険会社及びヘルスケア企業の監査における幅広い経験を

有しています。同氏は、米国及びカナダにおける上場会社の監査

パートナーを務めており、財務報告、取締役会統治や法務、法規

制遵守、内部監査及びリスク管理に関するリーダーシップやコン

サルティングの経験も有しています。 
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技能と業績 

 ロイド氏は、様々な業界における会計及び助言業務に係る幅広
い経験とそのリーダーシップ・スキルや戦略的思考により、当社

の監査・リスク委員会に価値ある視点をもたらしています。 
 
他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・アラバマ大学総長諮問委員会（2003年から） 
・アラバマ大学コマース・アンド・ビジネス・スクール顧問審議

会（2001年から） 
・アトランタ交響楽団理事会（2010年から） 
・メトロ・アトランタ商工会議所評議会及び執行委員会（2009年

から2016年まで） 
 

 
ジョセフ・L・モスコウィッツ（63歳） 

プライメリカ・インクの元エグゼクティブ・バイ

ス・プレジデント 

取締役就任年：2015年 

所属委員会：監査・リスク委員会※ 

報酬委員会 

経営企画委員会 
※財務専門家 

 
 2009年から2014年まで、プライメリカ・インクのエグゼクティ
ブ・バイス・プレジントを務め、プロダクト・エコノミクス及び
フィナンシャル・アナリシス・グループを率いました。1988年に
プライメリカに入社し、財務の予算計上を担当するグループの管
理、資本管理サポート、利益分析、財務補足説明、アナリスト及
び株主とのコミュニケーション・サポート等様々な職位に就きま
した。1999年から2004年まで、チーフ・アクチュアリー。プライ
メリカ入社前は、1985年から1988年までサン・ライフ・インシュ
アランス・カンパニーのバイス・プレジデント、1979年から1985
年までKPMGシニア・マネージャー。 
 
技能と業績 

 金融サービス業界における40年にわたる保険数理の経験と指導
的役割から、モスコウィッツ氏は、経営企画、財務報告及びリス
ク評価の様々な見地の基礎となる保険数理及び財務モデルの分析
評価への洞察を取締役会にもたらしています。 
 
他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・アクチュアリー会フェロー 
・米国アクチュアリー学会会員 
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バーバラ・K・ライマー、公衆衛生博士（68歳） 

ノースカロライナ大学チャペルヒル・ギリングス・

グローバル公衆医療学部の学部長兼卒業生特別教授 

取締役就任年：1995年 

所属委員会：コーポレート・ガバナンス委員会 

（委員長） 

執行委員会 

持続可能性委員会 
 
 2005年からノースカロライナ大学ギリングス・グローバル公衆
医療学部の学部長。2003年から同学部卒業生特別教授。それ以前
は、アメリカ国立癌研究所において癌コントロール・人口研究局
局長。癌コントロール研究所元所長。デューク大学医学部教授
（地域社会と家庭の医学）。2008年から米国医学研究所のメン
バー。 
 

技能と業績 

ギリングス公衆医療学部において、ライマー博士は、公衆衛生
の改善、健康促進、ノースカロライナ州及び世界中の医療格差の
廃絶に尽力しています。2012年に同博士はプレジデンツ・キャン
サー・パネルの会長に任命され、以来2度再指名されています。
ライマー博士の公衆衛生分野に関する洞察とリーダーシップは、
当社の事業活動に密接に関連しています。 
 
他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・プレジデンツ・キャンサー・パネルの会長（2012年から） 
 
 

 

メルヴィン・T・スティス（70歳） 

シラキュース大学マーティン・J・ウィットマン・

スクール・オブ・マネジメント名誉学部長 

取締役就任年：2012年 

所属委員会：監査・リスク委員会※ 

コーポレート・ガバナンス委員会 
※財務専門家 

 
 シラキュース大学マーティン・J・ウィットマン・スクール・
オブ・マネジメントの名誉学部長。2005年から2013年まで学部長。
同職に就く前は、13年間にわたりフロリダ州立大学の経営管理学

部名誉学部長及びジム・モラン・プロフェッサーを務めました。
米国陸軍情報司令部において大尉の職位を任官後、1977年から
マーケティング・ビジネスの教授。 
 
技能と業績 

 スティス氏は、財務における洞察力やコンセンサスの構築、リ

スク管理及び業務管理におけるリーダーシップにより、重要な知
見を当社取締役会にもたらしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 26 - 

 

他社の取締役又は指導的地位の経歴 

・シノバス・フィナンシャル・コープ（1998年から） 
・フラワーズ・フーズ・インク（2004年から） 
・ジム・モーラン・ファウンデーション（2000年から） 

・その他、スティス博士は、コレクショナル・サービシーズ・
コーポレーション、JMファミリー・エンタープライジズ・
ユース・オートモーティヴ・トレーニング・センター、キー

ブラー・カンパニー、ユナイテッド・テレフォン・オブ・フ
ロリダ及びレクソール・サンダウンの取締役を務めました。 

 
 
 

 

 ダニエル・P・エイモスは、ポール・S・エイモス二世の父です。

他の業務執行役員及び取締役の間には親族・姻戚関係はありませ

ん。 
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 各取締役及び被指名者について、以下の情報が提供されていま

す。 

 

氏  名 

2017年2月22
日現在の 
実質所有 
普通株式数

(1) 

発行済
社外株
式総数
に占め
る割合 
(％） 

2017年2月 
22日現在の 
議決権数 

 

行使可
能議決
権総数
に占め
る割合 
(％） 

ダニエル・P・ 
エイモス 

4,123,247 1.0 37,248,495 5.4 

ポール・S・ 
エイモス二世 

2,064,879 0.5 19,813,543 2.9 

W・ポール・ 
バウワース 

9,780 * 9,780 * 

クリス・クロ 
ニンジャー三世 

715,406 0.2 5,184,183 0.8 

福澤俊彦 3,582,368 0.9 35,336,969 5.3 

エリザベス・J・ 
ハドソン 

84,501 * 765,437 0.1 

ダグラス・W・ 
ジョンソン 

71,118 * 380,196 0.1 

ロバート・B・ 
ジョンソン 

20,306 * 115,310 * 

トーマス・J・ 
ケニー 

14,212 * 14,212 * 

チャールズ・B・ 
ナップ 

94,355 * 803,951 0.1 

キャロル・F・ 
ロイド 

6,241 * 6,241 * 

ジョセフ・L・ 
モスコウィッツ 

5,750 * 5,750 * 

バーバラ・K・ 
ライマー(DrPH) 

43,552 * 295,921 * 

メルヴィン・T・ 
スティス 

12,752 * 45,211 * 

* 0.1％未満の場合、割合は記載していません。 

(1) この株式数には、以下に記載の個数の60日以内に行使可能な

ストックオプションが含まれています。ダニエル・P・エイ

モス：1,550,457、ポール・S・エイモス二世：206,975、ク

リス・クロニンジャー三世：215,419、エリザベス・J・ハド

ソン：25,026、ダグラス・W・ジョンソン：55,831、ロバー

ト・B・ジョンソン：5,000、トーマス・J・ケニー：9,735、

チャールズ・B・ナップ：41,919、バーバラ・K・ライマー

(DrPH)：31,419。また、2004年長期インセンティブ報酬制度

に基づいて以下の者に付与された制限付株式数も次の通り含

まれています。ダニエル・P・エイモス：408,093、ポール・

S・エイモス二世：61,756、クリス・クロニンジャー三世：

169,166（これらの者は当該株式に関する議決権を有してい
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ますが、当該株式を譲渡することはできません。当該株式の

受給権はその付与日から3年後に、当社が一定の業績目標を

達成した場合に確定することとなっています。）。また、

2004年長期インセンティブ報酬制度に基づいて以下の者に付

与された制限付株式数も次の通り含まれています。W・ポー

ル・バウワース：6,740、福澤俊彦：1,946、エリザベス・

J・ハドソン：4,125、ロバート・B・ジョンソン：4,125、

トーマス・J・ケニー：4,405、キャロル・F・ロイド：991、

ジョセフ・L・モスコウィッツ：2,527、メルヴィン・T・ス

ティス：6,078（これらの者は当該株式に関する議決権を有

していますが、当該株式を譲渡することはできません。当該

株式の受給権はその付与日から4年後に、また2015年以降に

付与された制限付株式については付与日から1年後に確定す

ることとなっています。）。 

 更に、以下の株式が含まれています。 

 ダニエル・P・エイモス：同氏の配偶者が所有する2,281株、

同氏がパートナーを務めるパートナーシップが所有する

446,325株、同氏が受託者である信託が所有する991,506株、

SOMAファウンデーション・インクが所有する324,003株、ダ

ニエル・P・エイモス・ファミリー・ファウンデーション・

インクが所有する128,604株、同氏の配偶者を受託者とする

信託が所有する54,648株、ポール・S・エイモス・ファミ

リー・ファウンデーション・インクが所有する112,444株。 

 ポール・S・エイモス二世：同氏の配偶者が所有する

95,028株、同氏の子らが所有する58,164株、同氏の配偶者を

受託者とする信託が所有する166,736株、同氏又は同氏の子

らを受益者とする信託が所有する837,983株、同氏がパート

ナーを務めるパートナーシップが所有する15,000株、ポー

ル・アンド・コートニー・エイモス・ファウンデーションが

所有する18,471株、ダン・エイモス・ダイナスティ・トラス

トが所有する8,000株、ダニエル・P・エイモス・ファミ

リー・ファウンデーション・インクが所有する128,604株、

ポール・S・エイモス・ファミリー・ファウンデーション・

インクが所有する112,444株、エイモス・トラストにおける

62,795株。 

 クリス・クロニンジャー三世：同氏の配偶者が所有する

33,403株、同氏の配偶者の子らが所有する58株、同氏がパー

トナーを務めるパートナーシップが所有する35,615株、同氏

が受託者である信託が所有する6,300株。 

 エリザベス・J・ハドソン：同氏の子らが所有する3,200株、

同氏が受託者である信託が所有する45,192株。 

 チャールズ・B・ナップ：同氏の配偶者が所有する21,000

株。 

 福澤俊彦：みずほ信託銀行株式会社が所有する3,580,388

株。同氏はこれらの株式の議決権を共有しています。 
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株式所有に関する報告

 

 2017年2月22日現在、下記の者を除いて、当社の発行済社外普

通株式又は当社の総議決権の5％超を所有する登録株主又は（当

社の知る限り）実質所有者は存在しませんでした。 

 

実質所有者の 
氏名・住所 

種  類 実質所有 普通株式総
数に占める
割合（％） 

行使可能議
決権総数に
占める割合

（％） 
普通株式 株式数 議決権数 

ブラックロック・ 
インク* 
米国10055 
ニューヨーク州
ニューヨーク、52
番街55イースト 

1株当たり 
1 議決権 

26,189,214 26,189,214 6.5  3.9 

ステート・スト
リート・コーポ
レーション* 
米国02111 
マサチューセッツ
州ボストン、ワ
ン・リンカーン・
ストリート、ス
テート・ストリー
ト・フィナンシャ
ル・センター 

1株当たり 
1 議決権 

21,357,788 21,357,788 5.3  3.2 

ザ・ヴァンガー
ド・グループ*  
米国19355 
ペンシルヴァニア
州マルヴァーン、 
ヴァンガード・
ブールバード100 

1株当たり 
1 議決権 

30,932,512 30,932,512 7.7  4.6 

ダニエル・P・ 
エイモス** 
米国31999 
ジョージア州コロ
ンバス､ウィント
ン･ロード1932 

1株当たり
10 議決権 

3,680,583 36,805,831 1.0  5.4 

1株当たり 
1 議決権 

   442,664    442,664
  

 4,123,247 37,248,495   

* 上記の情報は、ブラックロック・インク（2017年1月19日

付）、並びにステート・ストリート・コーポレーション及

びザ・ヴァンガード・グループ（2017年2月9日付）により

米国証券取引委員会に提出されたSchedule 13Gから得たも

のです。当該Schedule 13Gによると、ブラックロック・イ

ンク、ステート・ストリート・コーポレーション及びザ・

ヴァンガード・グループは、これらの株式について単独の

処分権を保持しています。 

** 27頁の表の注記(1)をご参照ください。 
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経営陣による証券の保有 

 

 次の表は、2017年2月22日現在、(ⅰ)当社のCEO、CFO及びその

他2016年度要約報酬表に記載された最も報酬の高かった3名の業

務執行役員で構成される当社の特定業務執行役員（総称して

「NEO」といいます。）で、第1号議案「取締役の選任」の項に情

報が記載されていない者、及び(ⅱ)取締役及び業務執行役員全員

によって実質的に所有される発行済社外普通株式数及びその割合

を示したものです。 

 

実質所有普通株式数及び普通株式中のおおよその割合 
（2017年2月22日現在） 

氏名 
 

株式数(1) 
 

普通株式
総数に占
める割合 
(％） 

議決権数 
 

議決権 
総数 

に占める
割合 
(％） 

フレデリック・
J・クロフォード 

62,694  * 62,694  * 

エリック・M・ 
カーシュ 

104,254  * 332,899  * 

取締役、取締役
候補者及び業務
執 行 役 員 全 員
（25名）の合計 

11,969,050  3.0 105,929,263  15.2 

* 0.1％未満の場合、割合は記載していません。 

(1) この株式数には、以下に記載の個数の60日以内に行使可能な

ストックオプションが含まれています。エリック・M・カー

シュ：17,152、取締役及び業務執行役員全員の合計：

2,471,076。また、2004年長期インセンティブ報酬制度に基

づいて付与された制限付株式数も次の通り含まれています。

フレデリック・J・クロフォード（2015年、2016年、2017

年）：61,656、エリック・M・カーシュ（2015年、2016年、

2017年）：48,698、取締役及び業務執行役員全員の合計

（同）：1,007,374（これらの者は当該株式に関する議決権

を有していますが、当該株式の受給権が確定するまで当該株

式を譲渡することはできません。）。この株式数には、2013

年に担保差入れが禁止される前に、NEOではない業務執行役

員について担保に差し入れられた47,814株が含まれています。

取締役候補者又はその他の業務執行役員は、担保に差し入れ

た株式を有していません。担保差入れに関する当社の方針に

ついては、下記「報酬に関する議論と分析」の「株式所有に

関するガイドライン；ヘッジ及び担保差入れの制限」をご参

照ください。 
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第16条(a)に基づく実質所有に関する報告義務の順守 

 

 1934年証券取引所法（改正を含みます。以下「証券取引所法」

といいます。）第16条により、当社の業務執行役員、取締役及び

普通株式の10％超の保有者は、当社の持分有価証券の売買につい

てSECへの報告書提出を義務付けられています。エグゼクティ

ブ・バイス・プレジデント兼法律顧問であるオードリー・B・

ティルマン氏は、2012年7月27日の株式売却（6,639株）について

適時に報告しませんでした。この取引に関するForm 4は、管理上

の誤りによる遅延により2017年3月6日に提出されました。 

 当社は、当社が受領した当該報告書の写し及び一部の報告義務

者による表明文書の検討のみに基づき、昨年度中、当社の報告義

務者による必要なその他全ての届出は、第16条に基づいて適用さ

れる全ての報告書提出要件に準拠していたと考えています。 
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コーポレート・ガバナンス 

 

株主への働きかけ 

 

当社は長年にわたり、株主の皆様にとって重要な問題や関心事

項を理解するため、株主の皆様に働きかけています。当社は、開

かれたコミュニケーションが、当社のコーポレート・ガバナンス

慣行に良い影響を及ぼすと考えています。例えば、当社は報酬に

ついて意見を述べる投票(say-on-pay vote)を株主に対して自発

的に認めた米国初の公開会社であり、そのことを誇りに思ってい

ます。このガバナンスの理念を守るため、当社は定期的に株主と

連絡を取り、そのフィードバックを当社の意思決定プロセスに組

み込んでいます。 

 

取締役の独立性 

 取締役会は毎年、各取締役候補者の独立性を評価します。ダニ

エル・P・エイモス、ポール・S・エイモス二世及びクリス・クロ

ニンジャー三世は全て、当社の従業員です。取締役会は、以前取

締役会のコンサルタントとして報酬を受けたトーマス・J・ケ

ニーを除くその他の候補者は、ニューヨーク証券取引所（以下

「NYSE」といいます。）の上場基準に基づいて「独立」している

と判断しています。これらの独立した候補者にはいずれも当社と

の間に、直接又は当社と関係を有する組織の出資人、株主若しく

は役員としての重要な関係はありません。取締役会は、全取締役

が提出した当社との関係に関する情報、及び経営陣が行った調査

に基づいて、このことを確認しました。 

 

取締役会のリーダーシップの構造 

 

ダニエル・P・エイモスは2001年から取締役会会長、1990年か

らCEOを務めています。取締役会は、CEOが主席非経営取締役と協

力して取締役会長を務めるという構造が、当社のリーダーシップ

構造として も効果的なものであると確信しています。この構造

は長年にわたって当社に貢献してきました。CEOは日々の会社運

営や戦略実行に対して 終的な責任を負っており、また当社の業

績は取締役会にとって不可欠の審議対象です。したがって、取締

役会は同氏が も会長職にふさわしい取締役であると確信してい

ます。取締役会は、当社の経営に関するエイモス氏の深い長年の

見識及び当社の発展へのビジョンが、決定的かつ効果的なリー

ダーシップを取締役会にもたらすと信じています。しかしながら、

取締役会は、状況により必要であれば、全株主の利益を 大限に

するために、この構造を修正する権限を留保しています。 

取締役会は、現在のコーポレート・ガバナンスの実務が独立し

た監督や経営説明責任を実現していると信じています。これらの
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統治実務は、当社の重要なコーポレート・ガバナンス問題に関す

るガイドラインや委員会憲章に反映されており、特に以下を含み

ます。 

・取締役会の実質的過半数は独立している。 

・監査・リスク、報酬、及びコーポレート・ガバナンス委員会は

全て独立取締役で組織される。 

・後述の職務を担う主席非経営取締役が在任する。 

・非従業員取締役は、経営者が出席せず非従業員取締役のみで定

期的に開催される会議に参加する。 

 

主席非経営取締役 

 現在、ダグラス・W・ジョンソンが主席非経営取締役を務めて

います。主席非経営取締役の職務には次のものが含まれます。 

・取締役会会長や秘書役と相談して各取締役会の議題を考案する

こと、 

・非従業員取締役のみが出席する全ての会議に関して、議題を準

備し、議事を進行すること、 

・適当な場合に、当該会議で話し合われた事案を取締役会会長と

検討すること、 

・取締役会の会議外での非従業員取締役の討議を促進させること、 

・非従業員取締役と取締役会会長の連絡役を務めること、 

・経営陣と取締役会の連絡役を務めること、 

・株主への働きかけにおいて取締役会を代表すること、及び 

・取締役会会長と協力して、取締役会が行う毎年の自己評価を円

滑に進めること。 

主席非経営取締役には、独立取締役の会議を招集する権限があ

ります。 

 

取締役会の自己評価 

 

取締役会の有効性は何よりも重要です。取締役会は、私たちが

動的な世界に生きており、そのために、当社の役に立つ 高のス

キルと経験を有すること、及び取締役会がその責任を果たすこと

を確保するための定期的な自己評価が必要であることを認識して

います。その目的に向けて、コーポレート・ガバナンス委員会は、

取締役会全体及び個々のメンバーが毎年行う自己評価プロセスの

監督を担当しています。 

取締役会の毎年の自己評価プロセスには、会長と主席非経営取

締役の両方が関与し、取締役会の業績と監督責任に関する様々な

問題に対処するため、別個に取締役との1対1の話し合いを計画し

ます。中でも、取締役会は、当社の賢明な監督に必要な様々なス

キル構成及び主題専門家がそのメンバーに含まれるよう確保する

という目標をもって、取締役会の構成を検討します。更に、取締

役会は、取締役会のプロセスと運営、取締役会の組織と委員会構
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成、取締役会の監督責任、取締役会の業績、及び当社のリスク管

理と会社の法令順守プログラムについて監査・リスク委員会が取

締役に提供する情報の質を評価します。 

 

取締役指名のプロセス 

 

コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役候補者には 低で

も次の2つの資質がなければならないと考えています。 

・当社の事業及び業務の監督について取締役会に有意義な貢献を

する実証された能力 

・職業及び個人的な活動の双方において誠実かつ倫理的であるこ

とについての申し分のない実績と評判 

これらの基準となる要件に加えて、コーポレート・ガバナンス

委員会は、各候補予定者の具体的な経験と技能、他の業務との兼

ね合いでどの程度の時間を割けるか、潜在的な利益相反、並びに

経営陣及び当社からの独立性について考慮します。コーポレー

ト・ガバナンス委員会は、集団として優れた知識を有し、背景の

多様な取締役会を構築するべく努力します。特に、コーポレー

ト・ガバナンス委員会は、以下の分野での経験を有する候補者を

探します。 

・会計及び財務 ・経営判断 

・経営及びリーダーシップ ・業界知識 

・展望及び戦略 ・コーポレート・ガバナンス 

・事業運営 ・世界市場 

後に、コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役を指名す

るに当たって、多様性（ジェンダー、民族性、人種、肌の色及び

国籍を含みます。）を考慮します。候補者の年齢は、21歳以上74

歳以下でなければなりません。 

コーポレート・ガバナンス委員会は、3つの情報源から、潜在

的な候補者を特定します。委員会は、現任の取締役及び業務執行

役員に対して提案を求めます。また、取締役候補者の特定を専門

とする会社を利用することがあり、後述の通り、株主の推薦によ

る候補者についても検討を行います。 

コーポレート・ガバナンス委員会が潜在的候補者を特定すると、

委員は公的に入手可能な情報を審査し、当該候補者について更に

検討するか評価します。更に検討が必要とされれば、当該候補者

に接触します。潜在的候補者が取締役として検討されることに前

向きであれば、コーポレート・ガバナンス委員会は追加情報を要

求します。 

通常、コーポレート・ガバナンス委員会は、各候補予定者と1

回以上の面接を行います。同委員会のメンバーは、各候補者から

推薦人の情報を受けて、その推薦者に連絡を取ったり、業界の人

間又は候補者の経歴について直接的な情報を持つその他の者に接

触したりすることがあります。このプロセスにより、コーポレー
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ト・ガバナンス委員会は、全ての潜在的候補者の業績や資質を比

較することができます。 

コーポレート・ガバナンス委員会は、株主から推薦された取締

役候補者について検討を行います。候補予定者と同様、コーポ

レート・ガバナンス委員会は、取締役会における必要性及び個々

の適格性という観点から、株主推薦の候補者を評価します。また、

推薦する株主が保有する株式の数及び保有期間についても考慮す

ることがあります。 

取締役会に候補者を推薦するために、株主は、(ⅰ)株主の氏名

及び当社の普通株式を保有していることを示す証拠（保有する株

式の数及び保有期間を含みます。）、並びに(ⅱ)候補者の氏名、

候補者の経歴又は取締役となるための資質、及び取締役会の指名

を受けた場合に取締役として指名されることに対する候補者の同

意を含む、推薦状を提出しなければなりません。 

株主の推薦状及び上述の情報は、当社秘書役（宛先：Aflac 

Incorporated, 1932 Wynnton Road, Columbus, Georgia 31999）

に送付され、前年の年次株主総会開催日から1年後の応当日の120

日前から90日前までの間に当社秘書役により受領されなければな

りません。但し、年次株主総会が当該応当日から25日以上前又は

25日以上後に招集された場合は、年次株主総会の開催日に関する

通知書の発送日又は公示日のうちいずれか早い方の日から10日後

の営業終了時より前に、株主による通知が受領されなければなり

ません。 

株主の推薦状及びその付属情報は、本参考書類末尾の「2018年

年次株主総会の前に、その他の提案提出又は取締役指名を行うに

は」に記載される通り、アフラック・インコーポレーテッドの会

社秘書役に送付されなければなりません。 

プロキシー・アクセスに関する当社付属定款の規定により、発

行済株式資本中、取締役の選任について投票することのできる議

決権の少なくとも3％を表章する株式を所有する株主（又は 大

20名の株主グループ）は、取締役会の 大20％を構成する取締役

候補者を指名し、議決権代理行使指図書参考書類に掲載すること

ができます。当該指名を行う株主又は株主グループは、その株式

を少なくとも3年間継続して所有していなければならず、また当

該指名を行う株主及び被指名者は当社付属定款に定めるその他の

要件を満たさなければなりません。 

 

当社全体のリスクの監督 

 取締役会は、組織的及び戦略的目標を達成し、長期的業績を改

善し、株主の価値を高めることを目的とする、会社全体のリスク

管理手法を監督します。リスク管理は、当社の直面するリスクと

それらに対する経営陣の対処方法を理解することだけを必要とす

るものではありません。取締役会は、当社にとって妥当なリスク

の水準も理解しなければなりません。これらの決定は当社の事業
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戦略の決定プロセスにとって不可欠であり、当社の取締役はそれ

ら全ての決定を行う能力を備えています。 

取締役会がリスク管理プロセス全般を監督する一方で、いくつ

かの取締役会委員会及び経営委員会はその責任分野に応じた特別

な役割を担っています。 

 

監査・リスク委員会 

憲章に基づく監査・リスク委員会の責務には、リスク管理及び

コンプライアンスの監督が含まれます。特に、監査・リスク委員

会は、以下の責務を負っています。 

・上級経営陣や当社の関連部署がリスク・エクスポージャーを評

価・管理するプロセスの基準となるガイドラインや方針につい

て討議すること、 

・当社のリスク評価及び企業リスク管理の枠組み（リスク管理ガ

イドライン、リスク選好、リスク許容度、重要なリスク政策及

び統制手続を含みます。）を検討すること、 

・リスク管理に関する重要な規制上の届出並びに規制当局及び格

付機関と共有する企業リスク管理に関する資料の検討を行うこ

と、 

・当社のリスク管理部門及び実務の全体構造、人材配置モデル及

び関与の検討を行うこと、 

・当社の主要な財務リスク・エクスポージャーを検討し、かかる

リスクを監視、管理するために経営陣が採用したプロセス及び

管理を評価すること、 

・リスク管理に関与する主要な上級役員との非公開の会合を行う

こと、 

・社内の監査人、独立監査人及び当社の財務管理チームとともに、

当社の内部統制（情報セキュリティー政策及び情報セキュリ

ティーに関する内部統制を含みます。）の適切性及び有効性、

並びに重大な統制上の不備を考慮して講じた特別な対策につい

て、定期的に検討すること、及び 

・取締役会に対して、主要な企業リスク及びリスク管理集中分野

に関する事項を少なくとも年1回報告すること。 

 

財務・投資委員会 

財務・投資委員会は、投資の政策、戦略及び取引を監視し、投

資ポートフォリオの実績を見直すことによって、当社及び子会社

の投資プロセスと投資リスク管理を監督します。 

 

投資プロセス 当社が当社及び子会社のキャッシュフローを投

資し、安全性、流動性、リターン、税務上の考

慮事項、適用法規及び各社のニーズへの適合性

を重視して投資を管理する方法 

投資リスク 流動性リスク、市場リスク及び信用リスクが含

まれます。 
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流動性リスク ある投資に市場性がなく、損失を回避又は 小

化できるほど十分に早く売買できない場合 

市場リスク 市場の動きが当社の資産の価値、当社の負債の

額又は当社の資産からの収益の変動を引き起こ

すリスク 

信用リスク 取引相手の契約上の債務の不履行から生じる損

失のリスク 

 

報酬委員会 

報酬委員会は、当社の事業戦略に合致する水準のリスク・テー

キングを奨励するインセンティブを生み出すように努めています。

本参考書類の「報酬に関する議論と分析」の項で詳細に述べる通

り、報酬委員会は、経営陣のインセンティブ報酬制度に関して、

過度なリスクをとることを奨励しない、現実的に獲得可能な業績

目標を設定します。 

 

経営委員会 

当社の経営陣は、日々のリスク管理に対する責任を負っていま

す。当社全体のリスク管理の枠組みは、取締役会及びその委員会

に結び付けられ、これらの監督を受けており、いくつかの執行経

営委員会が置かれています。当該委員会の役割には会社全体のリ

スク管理が含まれ、取締役会又はその委員会に対して定期的に報

告を行います。例えば、グローバル開示委員会は当社全体の上級

管理職で構成されており、開示統制及び手続が有効であること、

及び一般投資家への開示が義務付けられた情報が適時に蓄積、評

価されることを確保しています。その他の経営委員会は、戦略、

経営、投資、競争、規制・法律、商品、評判及びコンプライアン

スの各リスクに関する方針及びリスク管理プロセスを実施する責

任を負っています。 

 

最高経営責任者及び経営幹部の後継者育成計画 

 取締役会は、コーポレート・ガバナンス委員会の協力を得て、

上級管理職の連続性を確保するための経営幹部後継者育成計画に

対する責任を負っています。この取組みの一環として、取締役会

及びコーポレート・ガバナンス委員会は、異常事態において当社

が 高経営責任者の後継人事を行うための適切なプロセスを維持

できるよう確保しています。 

高経営責任者は、後継者育成プロセスにおいて積極的な役割

を果たしています。 高経営責任者は、法律顧問及び人事責任者

を含む当社の執行経営チームの協力を得て、定期的に潜在的後継

者を評価し、当該潜在的後継者について提言される育成計画の見

直しを行い、コーポレート・ガバナンス委員会に推挙します。更

に、これらの当事者とともに、重要な経営幹部職の潜在的後継者
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を特定します。更に、 高経営責任者は、独立取締役の年次会議

の機会に、経営幹部後継者育成計画及び管理職育成について検討

します。 

 

業務・倫理規範 

 当社の業務・倫理規範は、当社及びその子会社の全ての取締役、

経営幹部及び従業員に適用されます。更に、特に 高経営責任者、

高財務責任者、及び 高会計責任者に適用される規定がありま

す。当社は、業務・倫理規範の規定の改正及び免責については、

当社のウェブサイト aflac.com の「Investors」の「Corporate 

Governance」に当該情報を掲載して、当該情報に関する開示要件

を満たすことを意図しています。 

 

取締役との連絡 

 当社の株主は、取締役会のメンバーと郵送文書で連絡を取るこ

とができます。取締役会、取締役個人、又は取締役のグループや

委員会と連絡を取られたい場合は、取締役会又は当該取締役個人、

グループ、若しくは委員会に対して、当社秘書役（住所：1932 

Wynnton Road, Columbus, Georgia 31999）気付で、通信文をお

送りください。当社の秘書役は、メッセージに広告、商品やサー

ビスの宣伝、又は明白な攻撃の性質がなければ、それらを転送し

ます。 

各取締役は年次株主総会に出席すべきであるというのが当社の

方針です。2016年の年次株主総会には12名の取締役が出席しまし

た。 

 

 

取締役会及び委員会 

 

 2016年中、取締役会は4回会議を開き、全ての取締役が取締役

会及び各自が所属する委員会の会議の75％以上に出席しました。 

現在、取締役会には、監査・リスク、報酬、経営企画、コーポ

レート・ガバナンス、執行、財務・投資及び持続可能性からなる

7つの常任委員会があります。（執行委員会を除く）各委員会は、

取締役会が採択した書面による憲章に基づいて運営されています。

監査・リスク委員会、報酬委員会、及びコーポレート・ガバナン

ス委員会の憲章は、当社のコーポレート・ガバナンスの重要な問

題に関するガイドライン及び業務・倫理規範とともに、当社の

ウ ェブ サイ ト  aflac.com の「 Investors 」 の「 Corporate 

Governance」にて閲覧可能です。上記の宛先にて会社秘書役にご

請求いただければ、これらの書類の印刷版をお送りします。 
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監査・リスク委員会 

 

委員 ダグラス・W・ジョンソン（委員長、財務専門家） 

 W・ポール・バウワース（財務専門家） 

 チャールズ・B・ナップ（財務専門家） 

 キャロル・F・ロイド（財務専門家） 

 ジョセフ・L・モスコウィッツ（財務専門家） 

 メルヴィン・T・スティス（財務専門家） 

 

2016年の会議開催数：11回 

 

責任 

・経営陣が報告手続並びに財務・会計・法務の各事項に関する当

社及び子会社の内部統制システムの信頼性と統合性を維持する

よう確保すること、 

・以下に記載する監査・リスク委員会報告書を年1回発行するこ

と、 

・独立登録会計事務所を選定、監督、評価し、同事務所に対する

資金拠出を決定し、適切な場合には同事務所を更迭又は解任し、

同事務所の独立性を監視すること、 

・独立登録会計事務所により提供される監査業務及び非監査業務

を事前に承認すること、 

・本参考書類に開示することが求められる全ての関係者取引の事

前承認又は追認を行うこと、 

・当社の社内監査部の業績を監督すること、 

・法律及び規制要件の順守に関する取締役会の監督業務を支援す

ること、 

・企業のリスク関与及び管理に関する当社の方針、プロセス及び

構造を監督すること、並びに 

・独立登録会計事務所、経営陣、社内監査部、及び取締役会の間

に開かれたコミュニケーションの場を提供すること。 

 

目的 

独立登録会計事務所は監査・リスク委員会と直接連絡を取り、

当該事務所による監査、内部統制の維持、及び当社の財務問題に

関するその他の事項に関して発生するあらゆる問題を討議するこ

とができます。監査・リスク委員会は、かかる問題について調査

する権限を独立登録会計事務所に与えることができ、またその勧

告及び結論を取締役会に提出することができます。監査・リスク

委員会は、少なくとも年1回、独立登録会計事務所の遂行した業

務及び同事務所によって請求された費用の検討を行います。 

監査・リスク委員会の委員は全員、1986年内国歳入法第162条

(m)項によって定義される「社外」取締役、1934年証券取引所法

規則第16条b-3の意味における「非従業員取締役」、及びNYSE上

場基準に基づく独立取締役としての資格を有しており、また取締
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役会によって、SECのレギュレーションS-K、Item 401(h)におい

て定義される「監査委員会財務専門家」であると判断されていま

す。ロイド氏は2017年1月6日の取締役任命と同時に監査・リスク

委員となりました。スティス氏は、2017年5月1日より後は、監

査・リスク委員会での役務を行いません。 

 

報酬委員会 

 

委員 ロバート・B・ジョンソン（委員長） 

 ジョセフ・L・モスコウィッツ 

 ダグラス・W・ジョンソン 

 

2016年の会議開催数：6回 

 

責任 

・少なくとも年に1度、当社の役員報酬制度の目標及び目的を見

直すこと、 

・年に1度、当該目標及び目的に関するCEOの業績を評価し、適切

な報酬レベルを決定すること、 

・年に1度、当該目標及び目的に照らして、当社の他の業務執行

役員の業績を評価し、この評価及び当社CEOの推奨に基づき当

該業務執行役員の報酬レベルを設定すること、 

・当社のインセンティブ報酬制度を見直して、それが過度のリス

ク・テーキングを奨励するものか判断し、またかかるリスクを

軽減する報酬政策と実務を評価すること、及び 

・当社の全般的な報酬・給付制度を見直して、それらが当社の目

標及び目的を促進するものであるよう確保すること。 

 

目的 

報酬委員会はまた、当社のマネージメント・インセンティブ報

酬制度における報酬レベル、株式関連型インセンティブ報酬及び

年次インセンティブ報奨を審査し、承認します。 

報酬委員会は、非従業員取締役の報酬に関する方針及び当該方

針に従った非従業員取締役の実際の報酬レベルについて取締役会

に提言し、取締役会はこれを採択しました。取締役会が非従業員

取締役で構成される特別目的委員会を創設した場合、かかる委員

会の委員に対する報酬は、報酬委員会が提言します。取締役会は、

非従業員取締役の報酬に関する 終決定を行います。 

報酬委員会の委員は、ロバート・B・ジョンソン（委員長）、

ジョセフ・L・モスコウィッツ及びダグラス・W・ジョンソンです。

これらの者は全員、内国歳入法第162条(m)項によって定義される

「社外」取締役であり、1934年証券取引所法規則第16条b-3の意

味における「非従業員取締役」であり、かつNYSE上場基準に基づ

く独立取締役です。 
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報酬委員の兼任及び当社との関係  報酬委員会の委員はいず

れも、現在又は過去において、当社又は子会社の従業員又は役員

ではありません。2016年中、いずれの取締役も、当社の業務執行

役員が報酬委員を務める他の企業の業務執行役員ではありません

でした。また、報酬委員会のメンバーはいずれも、本参考書類の

「利害関係者の取引」の項における開示が必要とされる関係を

持っていませんでした。 

 

経営企画委員会 

 

委員 W・ポール・バウワース（委員長） 

エリザベス・J・ハドソン 

チャールズ・B・ナップ 

ジョセフ・L・モスコウィッツ 

 

2016年の会議開催数：2回 

 

責任 

・長期的成長の増進と株主価値の構築を可能にする適切な機会を

特定、評価、実行するために、当社の企業・戦略的組織開発に

ついて検討すること、 

・合併、買収、事業売却、合弁、マーケティング及び販売協定、

並びに戦略的株式投資を含む経営企画活動に関する、特定の戦

略計画の検討、評価及び承認において、取締役会を支援するこ

と、 

・新たな地域市場への参入の提案の検討において、取締役会を支

援すること、及び 

・当社の役員及びマネージャーが作成した経営企画案、並びに長

期戦略目的の達成との整合性を確保するために取締役会が決定

する、その他の戦略的プロジェクトについて検討すること。 

 

コーポレート・ガバナンス委員会 

 

委員 バーバラ・K・ライマー(DrPH)（委員長） 

 ロバート・B・ジョンソン 

 メルヴィン・T・スティス 

 

2016年の会議開催数：3回 

 

責任 

・取締役として適格であり、取締役会の選任候補者として指名さ

れる者を選出すること、 

・取締役会の常任委員会への任命について推奨すること、 

・取締役会の構造、構成及び手続に関する事項について取締役会

に助言すること、 
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・当社に適用する一連のコーポレート・ガバナンス原則を整備し、

取締役会に提言すること、 

・当社の政治参加プログラムの順守状況を監視すること、 

・取締役会の評価を監督すること、及び 

・当社の経営陣及び後継人事計画が適切であるよう確保すること。 

コーポレート・ガバナンス委員会の委員は、バーバラ・K・ラ

イマー(DrPH)（委員長）、ロバート・B・ジョンソン及びメル

ヴィン・T・スティスです。コーポレート・ガバナンス委員会の

委員は全員、内国歳入法第162条(m)項によって定義される「社外」

取締役、1934年証券取引所法規則第16条b-3の意味における「非

従業員取締役」、及びNYSE上場基準に基づく独立取締役としての

資格を有しています。 

 

執行委員会 

 

委員 ダニエル・P・エイモス（委員長） 

 ポール・S・エイモス二世 

 クリス・クロニンジャー 

 ダグラス・W・ジョンソン 

 ロバート・B・ジョンソン 

 バーバラ・K・ライマー(DrPH) 

 

2016年の会議開催数：7回 

 

目的 

当社付属定款に基づき、執行委員会は、 高経営責任者、取締

役会会長、社長及び取締役会が随時決定するその他の取締役を含

む 低5名の取締役で構成されなければなりません。現在、執行

委員会の委員には、監査・リスク、報酬及びコーポレート・ガバ

ナンス委員会の委員長も含まれており、また当社の主席非経営取

締役が含まれています。 高経営責任者（又は 高経営責任者が

選ぶ執行委員会の他の1名のメンバー）は、執行委員会の委員長

となります。執行委員会は、取締役会の会議と会議の間の期間に

あっては、ジョージア州法に基づいて委譲された取締役会の全て

の権能を行使することができます。 

 

財務・投資委員会 

 

委員 チャールズ・B・ナップ（委員長） 

 ポール・S・エイモス二世 

 エリザベス・J・ハドソン 

 トーマス・J・ケニー 

 

2016年の会議開催数：7回 
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財務に関する責任 

・重要な財務政策及び資金・企業財務に関する事項（当社の全体

的資本構成、配当政策、株式買戻プログラム、流動性、及び債

務証券その他の資本証券の発行又は償還を含みます。）を検討、

再評価すること、 

・重要な再保険取引・戦略について検討し、取締役会に指針を与

えること、 

・当社の信用格付け、格付戦略及び全体的な格付機関との対話に

ついて検討し、指針を出すこと、 

・資金調達戦略並びに企業開発活動及び複数年にわたる戦略的資

本プロジェクト支出の資本への影響について検討し、取締役会

に指針を与えること、 

・当社の全体的ヘッジ戦略（外国為替及びキャッシュフロー・

ヘッジを含みます。）を検討、再評価し、またデリバティブ商

品の取引に関する方針及び手続の適切な管理を確保すること、 

・報酬委員会と協力して、当社の従業員年金制度及び確定拠出給

付制度の資金管理手続（関連する投資方針、保険数理上の仮定

及び資金調達方針を含みます。）を監督すること、及び 

・監査・リスク委員会と協力して、当社の企業保険保障について

検討し、指針を出すこと。 

 

投資に関する責任 

・当社及び子会社の投資プロセス並びに投資リスク管理に関する

政策、戦略及びプログラムを監督すること、 

・当社及び子会社のグローバル投資政策の妥当性を定期的に検討、

評価し、当該政策の変更を承認すること、 

・当社及び子会社を代理して行われた投資取引を検討、承認する

こと、及び 

・当社及び子会社の投資ポートフォリオのパフォーマンスを検討

すること。 

 

持続可能性委員会 

 

委員 エリザベス・J・ハドソン（委員長） 

 W・ポール・バウワース 

 バーバラ・K・ライマー(DrPH) 

 

2016年の会議開催数：2回 

 

責任 

・当社及び子会社の米国事業の持続可能な成長に関する方針と実

務に関して、取締役会が株主に対する責任を果たせるよう支援

すること、 

・当社の持続可能な発展のための計画及び実務（社内の方針と手

続及び対外的な会社方針を含みます。）を監督すること、 
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・経営陣の戦略決定、目標設定、及び当社の米国事業の日常業務

への持続可能性の統合を支援すること、 

・当社が、環境管理、エネルギー使用、リサイクル及び炭素放出

の分野における進化する世論や政府規制に対処することを可能

にするような、方針、手続及び実務の構築と実施、及び 

・当社の環境活動及び影響について検討し、経営陣と議論するこ

と。 

 

目的 

「持続可能な成長」とは、将来世代のニーズを考慮に入れなが

ら、当社の株主及び顧客のニーズを満たすことができること、ま

た更に当社の財務・環境・社会資本の長期的な保護及び強化を確

保することを意味するものと、当社は考えています。 

2017年2月、持続可能性委員会は、企業の社会的責任・持続可

能性委員会に改称されました。 

 

 

取締役の報酬 

 

 当社又は子会社の従業員を兼務している取締役は、取締役とし

ての報酬を受領しません。報酬委員会は、少なくとも1年おきに

非従業員取締役の報酬総額に関する方針の見直しを行い、当該方

針に合致する報酬を取締役会に提言します。非従業員取締役の報

酬に関する 終決定は、取締役会が行います。非従業員取締役に

対する2016年の現金報酬は、以下の通りでした。 

 

全ての非従業員取締役 毎年115,000ドル 

監査・リスク委員会の委員 追加で毎年10,000ドル 

コーポレート・ガバナンス、持続

可能性、経営企画委員会の委員長 

追加で毎年15,000ドル 

報酬、財務・投資委員会の委員長 追加で毎年20,000ドル 

監査・リスク委員会の委員長 追加で毎年25,000ドル 

主席非経営取締役 追加で毎年25,000ドル 

 

全ての非従業員取締役は、取締役となった時に、取締役会が定

める合計額の非適格ストックオプション、株式評価益権、制限付

株式又はこれらを組み合わせた報奨の付与を受けます。但し、取

締役会が定める当該価額は、普通株式10,000株を対象とする非適

格ストックオプションの価額を超えないものとします。非従業員

取締役は、その後毎年、取締役会の裁量で、合計で135,000ドル

に近似するドル価額の制限付株式、非適格ストックオプション、

株式評価益権、又はこれらの組合わせを受領することができます。

かかるストックオプション及び株式評価益権の価額は、報酬委員

会の独立報酬コンサルタントが決定した、オプション株式に関す

る 新のブラック・ショールズ・マートンの3年間の評価価格に
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基づいて決定されます。取締役会が制限付株式を付与する場合は、

非従業員取締役に対し、代わりに非適格ストックオプションを受

領する選択肢を与えることができます。2016年には、1名の非従

業員取締役が、19,425個の普通株式オプションを対象とする非適

格ストックオプションの受領を選択し、また1名の非従業員取締

役が、付与の半分を、9,713個の普通株式オプションを対象とす

る非適格ストックオプションで受領することを選択し、残りの8

名は全ての制限付株式を受領しました。非従業員取締役に対して

2016年に年次会議において付与された制限付株式は、当該非従業

員取締役が取締役として勤続している場合、次の年次会議のとき

に権利が確定します。退職時には、非従業員取締役のその時点で

失効していない全ての付与済みのストックオプション及び報奨は、

直ちに権利が確定します。退職とは、(1)取締役会における10年

間の勤務後、又は(2)参加者が75歳となり、当社付属定款に基づ

いて再選に立候補する資格を失った日以降、 初の当社の年次株

主総会の日のいずれかと定義されています。2017年以降、これら

の退職規定は報奨契約に盛り込まれなくなります。死亡若しくは

就業不能又は当社の支配の変更時には、非従業員取締役の全ての

付与済みのオプション及び株式報奨の権利は、100％確定します。 

非従業員取締役は、退職資格があり又は1年以内にその資格を

得る者を除き、取締役としての年次顧問料の全部又は一部を、取

締役会の決定に従い、直ちに権利が確定する非適格ストックオプ

ション、1年間の継続勤務後に権利が確定する制限付株式又はそ

の組み合わせにより受領することができます。2016年、非従業員

取締役のうち1名は、現金による年次顧問料の代わりに制限付株

式を受領することを選択しました。 

当社には、非従業員取締役のうち、55歳に達し、かつ取締役会

において少なくとも5年間勤務した者のための退職給付制度があ

りますが、当該制度は2002年をもって新たな参加者については停

止されました。年間退職給付のドル価額と支払期間は2010年5月3

日付けで凍結されました。非従業員取締役は、非適格繰延報酬制

度に参加していません。 

追加情報については、下記「報酬に関する議論と分析」の「株

式所有に関するガイドライン；ヘッジ及び担保差入れの制限」を

ご参照ください。 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 46 - 

 

2016年の取締役報酬 

 

2016年に関して非従業員取締役に支払われた報酬の各項目は次

の表の通りです。 

 
 

氏名 
(1) 
 

現金で 
獲得され 
又は支払
われた 
報酬 
(2) 

(ドル) 

株式報奨 
(3) 

(ドル) 

オプショ
ン報奨 
(4) 

(ドル) 

年金価値
及び非適
格繰延報
酬獲得額
の増減 
(5) 

(ドル) 

その他全 
ての報酬 

 
(ドル) 

合計 
 

(ドル) 

W・ポール・ 
バウワース 

140,000 135,011 — — — 275,011 

福澤俊彦 76,667 134,527 — — — 211,194 
エリザベス・J・
ハドソン 

130,000 135,011 — 4,724 — 269,735 

ダグラス・W・
ジョンソン 

175,000 — 261,185 — 10,401 446,586 

ロバート・B・
ジョンソン 

135,000 135,011 — — — 270,011 

トーマス・J・ 

ケニー 
115,032 135,011 — — — 250,043 

チャールズ・B・
ナップ 

145,000 135,011 — 2,993 13,473 296,477 

ジョセフ・L・ 
モスコウィッツ 

125,000 67,540 130,599 — 12,844 335,983 

バーバラ・K・ 
ライマー(DrPH) 

130,000 135,011 — 3,803 — 268,814 

メルヴィン・ 

T・スティス 
125,000 135,011 — — — 260,011 

吉田卓郎(*) 38,333 — — — — 38,333 

* 吉田卓郎の取締役としての任期は2016年5月2日に終了しまし

た。 

(1) ダニエル・P・エイモス、ポール・S・エイモス二世、及びク

リス・クロニンジャー三世は上記の表には記載されておらず、

従業員であるため、取締役としての報酬は受領していません。

これらの者が従業員として受領した報酬は、後掲の「2016年 

要約報酬表」に記載されています。 

(2) トーマス・J・ケニーは年間顧問料を制限付株式で受領する

ことを選択しました。これらの株式の価額は、付与日現在

115,032ドルでした。 

(3) この欄の数値は、2016年に付与された制限付株式の公正価値

について、2016事業年度に関する財務書類上、会計基準編纂

書第718号（以下「ASC第718号」といいます。）に従って認

識された金額（ドル表示）を表しています。2016年に付与さ

れた報奨の公正価値は、付与日の1株当たり株価終値である

69.13ドルを使用して計算されました。2016年12月31日現在、

各非従業員取締役が保有していた制限付株式報奨の数は、以

下の通りでした。W・ポール・バウワース：6,740、福澤俊

彦：1,946、エリザベス・J・ハドソン：4,125、ロバート・
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B・ジョンソン:4,125、トーマス・J・ケニー：4,405、ジョ

セフ・L・モスコウィッツ：2,527、メルヴィン・T・スティ

ス：6,078。退職資格のある非従業員取締役（株式契約に定

義する通り）に対して2016年に発行された以下の株式の権利

は、当年度に早期確定しており、保有する制限付株式数に含

まれていません。エリザベス・J・ハドソン：1,953、ロバー

ト・B・ジョンソン:1,953、チャールズ・B・ナップ：1,953、

バーバラ・K・ライマー：1,953。 

(4) SECの報告要件に従い、この欄の数値は、2016年のストック

オプション付与について、財務書類上、ASC第718号に従って

認識された金額（ドル表示）を表しています。評価額の算出

に用いた仮定については、SECに提出した、2016年12月31日

に終了した年度に係る当社の年次Form 10-Kの連結財務諸表

注記12「株式に基づく報酬」に記載されています。非従業員

取締役に付与されたストックオプションは、1年間で権利が

確定します。2016年12月31日現在、各非従業員取締役は、以

下の数の普通株式を対象とするストックオプションを保有し

ていました。エリザベス・J・ハドソン：25,026、ダグラ

ス・W・ジョンソン：62,661、ロバート・B・ジョンソン：

7,000、トーマス・J・ケニー：14,735、チャールズ・B・

ナップ：48,749、ジョセフ・L・モスコウィッツ：9,713、

バーバラ・K・ライマー：38,249、吉田卓郎：31,988。 

(5) 年金価値の増減額を表します。W・ポール・バウワース、福

澤俊彦、ダグラス・W・ジョンソン、ロバート・B・ジョンソ

ン、トーマス・J・ケニー、ジョセフ・L・モスコウィッツ、

メルヴィン・T・スティス及び吉田卓郎は、取締役のための

退職給付制度に参加していません。これは、2002年に同制度

への新規参加が中止された後に初めて取締役となったためで

す。 
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報酬に関する議論と分析 

 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 

この「報酬に関する議論と分析」（以下、「CD&A」）は、当社

の役員報酬の理念と制度、当該制度に関して報酬委員会が行う決

定、及び決定に際して考慮される要因について、詳述したもので

す。本CD&Aは、当社の2016年のNEO（以下の通り）を中心に記載

しています。 

 

特定業務執行役員 役 職 

ダニエル･P･エイモス 会長、 高経営責任者 

フレデリック･J･ 

クロフォード 

エグゼクティブ・バイス・プレジ

デント、 高財務責任者 

クリス･クロニンジャー 

三世 

社長 

ポール･S･エイモス二世 アフラック社長 

エリック･M･カーシュ アフラックのエグゼクティブ・バ

イス・プレジデント､グローバル

高投資責任者 

 

成果主義報酬の理念 

当社の報酬制度は、役員報酬の相当な部分が当社の業績と直接

連動するよう確保することを目的としています。当社は、これが

株主価値の創出にとって も効果的な方法であり、また当社を業

界のリーダーに押し上げるのに重要な役割を果たしてきたと信じ

ています。重要なことは、当社の報酬制度のうち業績に基づく要

素が、業務執行役員だけでなく、全職位の経営陣に適用されるこ

とです。実際、成果主義報酬はあらゆる職位の従業員の報酬に浸

透しています。その結果、当社の成長するグローバル事業を日々

運営するため、また当社を将来の成功に向けた適切な位置に置く

ために必要な技量を備えた有能な人材を確保し、定着させ、意欲

を起こさせ、またこれに報いることが可能となっています。 

当社の役員報酬制度は、以下の三つの重要な特性を通じて株主

価値を高めることを目的としています。 

1 当社の年次及び長期の戦略・経営目標の達成に向けた直接的動

機を当社役員に与える成果主義報酬の理念及び報酬制度の構成 

2 当社を指揮する優れた人材を惹きつけ、維持する助けとなる報

酬要素 

3 株式所有ガイドライン、クローバック条項、支配変更時の消費

税のグロスアップの禁止といった、報酬ガバナンス政策上の

「 良慣行」 
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強固な報酬ガバナンス政策とトップレベルの 良慣行 

当社はこれまでコーポレート・ガバナンスについてトップレベ

ルの 良慣行を維持してきました。当社の役員報酬制度には、以

下に概説する強固で長期的なガバナンスの指針が反映されていま

す。 

 

実施事項 

➚報酬について意見を述べる投票(say-on-pay vote)の機会を株

主に提供した米国初の公開企業（当該投票が義務づけられる3

年前の2008年から行っている自発的行為） 

➚報酬制度に関する株主への積極的働きかけを優先する。 

➚株主からのフィードバックに応えてきた歴史 

➚報酬制度設計及びNEOの目標報酬水準の設定において、厳格な

成果主義報酬の理念を厳密に順守する。 

➚独立した報酬委員会が制度を監督する。 

➚独立した報酬コンサルタントが報酬委員会に雇用され、同委員

会に報告する。 

➚CEOの報酬と業績の連動について、独立報酬コンサルタントが

取締役全会に毎年報告する。 

➚長年にわたる業務執行役員及び取締役向け株式所有ガイドライ

ンの実施 

➚長年にわたるクローバック方針の実施 

➚2015年1月1日付で、補完役員退職給付制度への新規参加を凍結

した。 

➚全ての雇用契約における支配変更時のダブルトリガー要件の定

め 

 

禁止事項 

➘CEO又は社長に対して支配変更後の「ゴールデン・パラシュー

ト」報酬の支払いを行わない。 

➘報酬委員会が承認した場合を除き、役員及び取締役は10b5-1制

度に参加してはならない。 

➘役員及び取締役は当社株式のヘッジ又は空売りをしてはならな

い。 

➘業務執行役員及び取締役は、当社株式を担保として差し入れて

はならない。また、「既得権により(grandfathered)」担保と

して提供されている当社株式は株式所有ガイドラインに算入さ

れない。 

➘行使価格が市場価格より高くなったオプションの価格を改定し

ない。 

➘支配変更時の消費税のグロスアップは行わない。 

 

独立報酬コンサルタント 

 報酬委員会は、全米で認められた報酬コンサルタントである

マーサーLLCを雇い、報酬委員会の審議を補佐、助言させていま
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す。マーサーは、給与水準の競争力、設計上の問題、市場動向、

及びその他技術的考察を含む、役員報酬実務の見直しを行うため

に、報酬委員会に協力しています。 

 マーサーは通常、以下の分野において支援を行っています。 

・CEOの報酬を決定するため、会社の業績の比較情報を提供する。 

・当社の役員報酬及び福利厚生制度の競争力について評価する。 

・制度設計上の問題の見直しを行い、改善について提言する。 

・報酬委員会に市場の傾向と動向について知らせる。 

・役員の報酬と業績の関係性を評価する。 

・インセンティブ報酬制度の業績目標及び範囲の提案を評価する。 

・NEOの報酬を決定するため、比較対象会社のデータを提供する。 

・報酬委員会向けの研修会を開催する。 

・非従業員取締役の報酬を決定する。 

 2016年に、これらのサービスの対価としてマーサーに支払われ

た報酬は、合計で286,295ドルでした。経営陣は2016年に役員報

酬に関連のない追加サービスを受けるためにマーサーの一定の関

係会社を雇い、それらのサービスの対価（主として保険販売のブ

ローカー手数料）として合計16,139,173ドルを支払うことを承認

しました。マーサーが報酬委員会に報告した通り、これらの支払

いはマーサーの親会社の年間収益の0.15％未満に相当するもので

した。報酬委員会はSEC規則に基づくマーサーの独立性を評価し、

マーサーが委員会のために実施する業務について、利益相反は存

在しないとの結論に至りました。 

 

報酬について意見を述べる(Say-on-Pay)投票への反響 

当社は透明性の高い組織としての歴史を持ち、また株主からも

そのような評価を得ています。このように全てのレベルで透明性

の確保に取り組んでいることが、2008年、報酬について意見を述

べる(say-on-pay)勧告的な投票の機会を株主に提供するとの決断

につながりました。これは、かかる投票が全ての公開会社に強制

されるようになる何年も前のことでした。2016年には、当社株主

の86％が、当社の役員報酬制度に賛成票を投じました。 

これまで用いてきた手法に従い、当社は2016年を通じて株主へ

の働きかけを行いました。かかる対話からのフィードバックは、

当社の報酬コンサルタントによる 良慣行の徹底的な分析及びガ

イダンスとともに、報酬委員会による報酬慣行の定期的見直しに

盛り込まれました。この見直しにより、以下の通り、ここ何年か

の間に当社の報酬制度にいくつかの変更が加えられてきました。 

・2014年、CEOの報酬と当社の相対的な財務実績及び株主総合利

回り（「TSR」）実績をより適切に結び付けるために、CEOの報

酬の決定プロセスを変更しました。CEOの報酬決定に関する以

前の方法には、報告済みの実績とそれに関連する報酬の間に、

内在的な時間差がありました。 

・2015年、非株式年次インセンティブ報酬制度及び長期株式イン

センティブ報酬制度に用いる業績評価指標の重複を解消しまし

た。 
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・2016年、当社は、業績に基づく制限付株式（「PBRS」）に関し

て、各年の実績に基づいて毎年段階的に権利確定するのではな

く、権利確定のための測定基準の3年間の平均値を用いる方法

を開始しました。 

・2017年、当社は以下の変更を行いました。 

- 当社の会長兼CEOは、2017年2月に、当社のピアグループに関

して競争力ある市場水準にて、年次長期インセンティブ報奨

の目標額全額を受領しました。 

- 全てのNEOに対する長期インセンティブ報奨が、PBRSの形式

のみで付与されました。 

- PBRS報酬制度は、支払額に関する上下両方向のレバレッジを

加えて修正され、同時にPBRS報奨を当社の戦略・経営目標と

より適切に結び付けるために、新たに2つの業績測定基準が

導入されました。 

- MIP報酬制度は、業績測定基準を簡素化、連動し、 高目標

値の達成に必要な業績水準を引き上げる積極的な手法を反映

して修正されました。 

詳細については、後述の「2017年の報酬制度の変更」をご覧く

ださい。 

当社は、 新の手法を維持し、役員報酬の 良慣行のリーダー

であり続け、かつ株主の関心を常に認識するよう確保するため、

当社の方針を絶えず分析しています。当社は更に、一企業として、

報酬の開示を含むあらゆる行為に倫理と透明性を取り入れている

ことを誇りに思っています。したがって当社は、2017年も追加の

変更が必要かを判断するために、見直しと投資家との対話を続け

ていきます。 

 

2016年度業績の概要 

CEO及び経営幹部のリーダーシップの下、当社は2016年、好調

な財務・経営成績を上げました。当社の12月31日現在の年間TSR

は19.1％となり、また当社の株価は当年度中に史上 高値を付け

ました。 

財政面では、2016年の当期純利益は5.0％増の27億ドルとなり、

為替変動の影響を除く希薄化後1株当たり事業利益は4.7％増加し

ました。事業利益の測定基準は経営陣の業績の評価に用いられる

主要な財務評価指標の一つであり、引き続き株主価値の主要な原

動力であると当社は考えています。EPS成長率、売上高利益率、

平均株主資本利益率及び平均総資産利益率はピアグループ中上位

4分の1に入り、当社の相対的財務実績は改善しました（後掲の

「財務実績順位マトリクス(2016年)」をご覧ください。）。 

2016年、当社は、多様な販売窓口を通じて品質の高い任意保険、

ソリューション及びサービスを提供し、長期的株主価値の増進に

おいて市場をリードする当社の地位を構築するというビジョンを

提示しました。当社が4世帯につき1世帯と保険契約を締結してい

る日本において、2016年、経営陣は、販売チャネルとの関係を強
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化し、また引き続き確実に消費者のニーズを満たせるように取扱

商品を改良する機会をとらえました。これらの活動は、当社が日

本における医療・がん保険の主導的な提供者としての地位を維持

するのに役立ちました。日本のマイナス金利環境にもかかわらず、

当社は、財務目標を達成することができました。米国では、昨年

の新契約年換算保険料は予想を下回りましたが、経営陣は、記録

的な利益及び記録的な継続率でこれを相殺することができました。 

経営陣と取締役会は、包括的なリスク管理及び当社の財務力の

保護に努めています。2016年、資本力の中核的な評価指標である

日本のSMR比率及び米国のRBC比率は、それぞれ945％及び894％と

なり、非常な好調を維持しました。当社の強固な資本及びキャッ

シュフローのポジションが引き続き助けとなって、強固な財務力

格付けが維持され、また普通株式配当金が34年連続で増額されま

した。 

 

当社の役員報酬制度の概要 

当社は保険業界のリーダーとして、経営陣に対する適切な報酬

制度を設けることが、当社を雇用主として選ばせる要因の一つで

あると認識しています。 
基本給は、NEOにとって も小さい報酬要素です。当社は、年

次及び長期インセンティブ報酬を、 も重要な報酬と考えていま

す。それは、これらの報酬要素が役員報酬総額中 大の部分を占

め、当社の業績と株主価値の創出を も強く結び付けているから

です。更に、インセンティブ報酬は、当社が成長するグローバル

企業を日々、また将来を見据えて経営していくために必要な技量

を備えた有能な人材を確保し、定着させ、意欲を起こさせ、また

これに報いることを可能としています。以下の通り、当社の役員

報酬制度は、報酬のインセンティブを、当社の事業目的及び株主

の利益と直接連動させています。 
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2016年の役員報酬制度の主な構成要素 
要素 内容 業績評価指標 目的 

基本給 日々の責任の遂行
に対する定額の年
次現金報酬。その
水準は、市場デー
タ、職務の範囲、
責任及び経験に応
じて定められる。
通常2年に一回、多
数の要因(市場水
準、業績及び内部
資本等)に基づい
て、増額に向けた
見直しが行われ
る。 

― 人材を惹きつけ、
維持すること 

マネージ
メント・
インセン
ティブ報
酬制度
(「MIP」)

予め設定された年
間業績目標の達成
に基づく年次変動
現金報酬 

年次インセンティブ報奨
の業績測定基準は、当社
の事業戦略、地域セグメ
ントごとの目標、及び主
要な価値の原動力と一致
している。 
・会社レベルの目標：1株

当たり事業利益、
OROE、ソルベンシー・
マージン比率(SMR)、投
資収益(純額) 

・米国セグメントの目
標：新契約年換算保険
料の増加、保険料収入
の増加、税引前事業利
益の増加 

・日本セグメントの目
標：新契約年換算保険
料、保険料収入の増
加、税引前事業利益の
増加 

・グローバル投資：貸倒
損失／減損 

業績目標は厳格であり、
目標業績の達成を期待し
て設定されている。 

・役員に年間経
営・戦略目標の
達成に向けた動
機付けを与え、
報いること 

・当社事業の重要
な短期的価値推
進力に焦点を当
てること 

・重要な人材を維
持すること 

・健全なリスク管
理慣行を実施す
ること 
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長期イン
センティ
ブ報酬
(「LTI」)

PBRSとストックオ
プションの組合せ
により毎年付与さ
れる長期変動株式
報奨。PBRSは3年間
の財務実績に応じ
て、オプションは3
年勤続後一括で、
権利が確定する。 

・PBRS(CEO及び社長のLTI
の100％、その他のNEO
のLTIの80％) 
リスクベース自己資本
(RBC)比率の測定基準
は、長期的な価値の創
出と合致する業界の重
要な業績評価指標であ
る。 

・ストックオプション
(CEO及び社長のLTIの
0％、その他のNEOのLTI
の20％) 

・役員に長期経
営・戦略目標の
達成に向けた動
機付けを与え、
報いること 

・当社事業の重要
な長期的価値推
進力に焦点を当
てること 

・役員の利益を株
主の利益と一致
させること。ス
トックオプショ
ンは、株価が上
昇した場合にの
み価値を提供す
る。 

・重要な人材を維
持すること 

・健全なリスク管
理慣行を実施す
ること 

 

役員報酬制度の構成要素 

 

ピアグループの重要性 

本CD&Aにおいて説明する通り、報酬委員会は、報酬額及び目標

の設定に際して、当社のピアグループを考慮に入れます。報酬委

員会は毎年、妥当性が確実に維持されるように、ピアグループの

構成を見直します。この毎年の見直しにおいて報酬委員会が考慮

する重要な要因には、事業の特性、収益規模、資産規模、収益性、

時価総額、及び従業員総数が含まれます。毎年の見直しに基づき、

報酬委員会は、当社と同種の事業を行い、同じような規模をもち、

人材を求めて当社と競争しているピアグループ会社を選定します。 

2016年のピアグループは、2013年以降変わらず、以下の会社で

構成されています。 

 

2016年のピアグループ 

エトナ・インク 

ザ・オールステート・コーポレーション 

アシュラント・インク 

ザ・チャブ・コーポレーション 

CIGNA コーポレーション 

CNO ファイナンシャル・グループ・インク 

ジェンワース・ファイナンシャル・インク 

ザ・ハートフォード・ファイナンシャル・ 

サービス・グループ・インク 

ヒュマーナ・インク 

リンカーン・ナショナル・コーポレーション 

マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション 
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メットライフ・インク 

プリンシパル・ファイナンシャル・グループ・インク 

ザ・プログレッシブ・コーポレーション 

プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 

ザ・トラベラーズ・カンパニーズ・インク 

ユーナム・グループ 

 

次のデータは、当社の収益、総資産及び時価総額を、ピアグ

ループの当該測定基準の中央値と比較したものです。 

 
（単位：百万ドル） 収益(1) 総資産(2) 時価総額(3) 

アフラック・ 

インコーポレーテッド 

21,216 (4) 129,530 (4) 28,404 

ピアグループの中央値 27,095  108,537  27,294 

(1) 2016年9月30日に終了する12ヶ月間 

(2) 2016年9月30日現在 

(3) 2016年12月31日（報酬委員会による業績評価のためのデータ収集日）

現在 

(4) 為替の影響を除いた純額 

 

様々な測定基準についてピアグループと比較した当社の2016年

の業績については、本CD&A中の下記「CEO及び社長の報酬及び成

果主義報酬」に記載します。 

 

基本給 

基本給は、通常、NEOの報酬総額のうち も小さい要素であり、

NEOの報酬の大部分は業績に基づく現金及び株式報奨となってい

ます。 

当社の業務執行役員の基本給は、当社のピアグループ及びより

広範な保険セクターの同等の役員と比較して、競争力ある位置に

設定されていますが、同時に各人の責任の範囲及び業績を反映し

ています。報酬委員会は、CEOの給与の見直しと決定に際して、

給与に関する比較市場データを使用し、CEOは他の業務執行役員

の給与に関する推奨のために当該データを使用します。 

ダニエル・P・エイモス氏の給与は過去5年間にわたり引き上げ

られていません。クロフォード、クロニンジャー、カーシュの各

氏の給与は、2016年は引き上げられませんでした。2016年、ポー

ル・S・エイモス氏の基本給は、同氏の役割及び責任の変更に伴

い、また同氏の基本給を市場の同等の役割と比較して競争力ある

水準とするため、約3.3％引き上げられました。 

 

マネージメント・インセンティブ報酬制度(MIP) 

NEOは全員、非株式年次インセンティブ報酬制度に参加する資

格があります。これはMIPという名称の報酬制度で、2012年に株

主総会に提出され、その承認を受けています。2018年1月1日付で

発効する新たなMIPの採択については、第6号議案をご覧ください
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（付属書類B）。 

 

MIPの業績目標の設定方法 

取締役会は、当社の株主に長期的価値を提供するために事業を

運営することが当社にとって重要であると考えています。そこで、

MIPにおける業績目標は、株主利回りを増進する測定基準を含む

ものとなっています。 

MIPの支払いは、完全に業績目標の達成水準に依拠して行われ

ます。当社は長年、MIPの目標設定に関して、同じ手法を用いて

きました（以下の通り）。 

・アフラック米国社及びアフラック日本社に関するMIPのセグメ

ント別測定基準は、翌年に関する当社の 良推定値に基づくセ

グメント別財務予測の策定に用いる仮定（下記の通り）と一致

しています。 

・セグメント別予測は会社レベルの財務予測に統合され、1株当

たり利益に関する指針の策定に用いられます。 
まず、当社のCEO、社長及びCFOは、報酬委員会に対し、会社の

戦略と結び付けられ、株主価値を増進し、また財務の健全性を確

保する、当社の具体的な業績目標について推奨を行います。推奨

の幅は、一部は過去の実績及び複雑な財務モデルにより予測した

当社の財務見通しのシナリオ・テスト結果に基づいています。当

該モデルは、新契約年換算保険料総額、投資リターン、予定事業

費、死亡率及び継続率の変化が様々な財務指標に及ぼす影響を予

測するものです。 

各業績評価指標に関する推奨を受け取った後、報酬委員会は、

業績の目標水準に加えて、 低・ 高水準も設定します。通常、

目標値は、 低値から 高値までの中間に位置します。業績の達

成度が 低水準であった場合の支払額は、目標支払額の半分、

高水準であった場合は目標支払額の2倍となります。業績が 低

水準を下回った場合、支払は行われません。達成度が 低水準か

ら目標値まで、又は目標値から 高水準までの中間にある場合に

は、補間法を用いてインセンティブ報酬の支払額が決定されます。 

各業績評価指標の年次インセンティブ報酬の目標値は、通常、

当該暦年の2月に設定されます。報酬委員会はこの時点で経営陣

の推奨を評価し、その年度の目標値を承認又は（適切とみなされ

れば）修正します。本CD&Dでは、2016年2月に報酬委員会の承認

を受けたMIPの目標について説明します。 

 

為替の影響の除外の重要性 

1991年以来、当社は、為替の影響を除外した外部の利益予測を
お伝えしてきました。当社の日本における事業は当社の業績に対

して重要なものですが、為替の変動には経営陣のコントロールが
ほとんど及びません。一方、利益の報告値には、為替の変動の影
響が反映されています。資産運用実現損益を含む当社の日本セグ

メントの収益は、2016年の当社の収益合計の71％を占めました。
当社の総資産のうち日本セグメントに帰属するものの比率は、
2016年12月31日現在、83％でした。 
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報酬委員会は、経営陣が円高の時期に不当に恩恵を受けたり、

円安の時期に不利益を被ったりするべきではないと強く信じてお
り、そのために、MIPの目標値は為替の影響を除外して設定され
ています。 

 

MIPの業績測定基準 

インセンティブ評価指標には、統計上の財務指標及びGAAPに準

拠しない財務指標が含まれています。これについては、以下に詳

述します。本参考書類の付属書類Cでは、これらのGAAPに準拠し

ない指標から、対応するGAAP準拠の指標への調整について説明し

ています。 

 

会社レベルの測定基準 

希薄化後1株当たり事業利益及び株主資本事業利益率

（「OROE」）はいずれも、為替の影響を除外して計算されます。

当社は、希薄化後1株当たり事業利益を、次の通り定義していま

す。 

 
社債等に関連する金利キャッシュフロー

を含み、有価証券取引、減損、デリバ

ティブ及びヘッジ活動から生じた資産運

用実現損益、並びにその他の非経常的項

目を除外した後の、当社事業から得られ

る利益 

÷ 

期中加重平均発行済社

外株式数に、株式に基

づく報奨の希薄化効果

を補うために、加重平

均株式数を加えた数 

 

希薄化後1株当たり事業利益増加率の算出には前年の円／ドル

平均為替レートを使用して、ドル建ての報告業績の増大又は圧縮

につながる為替レート変動の効果を排除しています。 

2016年、当社はOROEを以下の通り定義しました。 

 
社債等に関連する金利キャッシュフローを含

み、有価証券取引、減損、デリバティブ及び

ヘッジ活動から生じた資産運用実現損益、並

びにその他の非経常的項目を除外した後の、

当社事業から得られる利益 

÷ 

投資及びデリバ

ティブからの未実

現損益を除く平均

株主資本 

 

OROEの増加率は、利益について、前年の円／ドル平均為替レー

トを用いて計算されます。平均株主資本については、期末資本残

高を、前年末の円／ドルのスポット・レートに合わせて調整しま

す。この評価指標の2つの要素に対するこれらの調整の組合せに

より、ドル建ての報告業績を拡大又は縮小する可能性がある、事

業利益に対する為替レート変動の影響が、効果的に除外されます。 

日本のソルベンシー・マージン比率（「SMR」）は、日本の金

融庁に対する当社の規制上の報告に関連する測定基準です。SMR

は、保険会社が保険契約上の義務を履行する能力を測定するもの

です。強固なSMRは、当社の保険契約者の利益を守り、その一方

で、リスク調整後投資リターンを高め、株式の買戻し及び現金配
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当を通じて株主に資本を返還するという目的をもって、新たな資

産クラスに投資する当社の柔軟性を高めるものです。SMRは保険

業界の規制当局にとって重要な財務指標であり、重要なベンチ

マークです。強固な資本基盤の維持は、長年にわたり、優先事項

でした。アフラックのSMRは高水準を維持しており、2015年末現

在の828％に対し、2016年末は945％でした。 

投資収益（純額）は、各NEOが、債務プロファイルと必要資本

の影響下にある当社のリスク調整後業績を 大化する責任を負う

ことを強調するものです。 

 

米国及び日本セグメント 

当社は日米両セグメントについて、報告期間中の（新契約及び

転換による）新契約年換算保険料の合計の増加と呼ばれる測定基

準を使用しています。両セグメントのMIPの測定基準には、元受

保険料の増加率及び税引前事業利益の増加率が含まれます。当社

では元受保険料を、期間中に各セグメントが獲得した保険料（再

保険の出再又は引受け前）と定義しています。また、セグメント

の税引前事業利益は、有価証券取引、減損、デリバティブ及び

ヘッジ活動から生じた資産運用実現損益、並びに非経常項目を除

外した後の事業利益と定義しています。日本社セグメントの税引

前事業利益の増加率は、更にアフラック米国社事業から割り当て

られた経費を除外して測定され、また為替の影響を除いています。 

 

目標設定に関する考察 

為替の影響の除外に加えて、報酬委員会は、MIPの各測定基準

に関する目標値の設定に際し、現在の事業運営環境及び戦略的計

画の過程で生じる予測について検討します。例えば、新商品の発

売や販売拡大は、ある年から次の年への当社の業績に重大な影響

を与えることがあります。アフラック日本社は、2014年末に、主

要ながん保険、新 生きるためのがん保険Daysを発売し、その強

力な販売の勢いは2015年に入っても続きました。アフラック日本

社は、2015年6月に、医療保険EVERも発売しました。この同じ時

期に、アフラック日本社は、日本郵政株式会社との関係を引き続

き深化、拡大しました。 

更に、2016年には、特に日本において低金利が続くものと予想

されました。この予測は、2016年1月29日に日本銀行がマイナス

金利政策を発表したことで補強され、日本の保険会社が直面して

いた（特に、よりデュレーションの長い負債とマッチさせる円建

て資産の発見に関する）問題を悪化させました。低金利環境は、

私募投資の繰上償還や満期により、引き続きアフラック日本社の

投資収益（純額）に圧力をかけることとなります。更に、当社は、

2016年に、運用益の金利感応度がより高い第一分野貯蓄商品の販

売の積極的な抑制を計画しました。このように、2015年における

新商品の成功と販売拡大によって売上高の比較が困難となったた

め、また2016年に第一分野商品への注力をやめたことから予測さ
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れる影響もあり、報酬委員会は、2016年に関して、第三分野の新

契約年換算保険料の目標値を引き下げることを認めました。 

為替変動の影響を除く希薄化後1株当たり事業利益は2015年に

は7.5％増加し、2016年との比較は厳しくなりました。アフラッ

ク日本社の利益は、低金利環境と、今後第一分野の貯蓄商品に注

力しないという当社の戦略的決定に伴って予測される保険料の減

少から影響を受けます。アフラック米国社については、事業費率

はIT全体、団体保険の管理及びEverwellプラットフォームへの投

資の結果、2016年には若干増加するものと予測されました。日本

における自然な販売パターン、低金利環境が投資収益（純額）に

及ぼす影響、及び事業への投資の増加が組み合わさって、2016年

の連結ベースの収益性目標を若干低下させました。 

 

目標賞与の獲得機会 

NEOの2016年の賞与目標値は、当社のピアグループにおける同

等の地位と比較して競争力を有するよう、以下の通り決定されま

した。 

 

特定業務執行役員 

MIP目標値 

(基本給に対する比率) 

ダニエル・P・エイモス 220％ 

フレデリック・J・クロフォード 125％ 

クリス・クロニンジャー三世 150％ 

ポール・S・エイモス二世 125％ 

エリック・M・カーシュ 200％ 

 

全てのNEOのMIP獲得機会は、目標値の200％までに制限されて

います。 

 

各業績目標の加重(2016年) 

各NEO及び当社のその他全ての役員職の業績評価指標には、そ

れぞれ異なる加重が行われます。当社は、各職位が特定の測定基

準の結果にどのような影響を及ぼし得るか又は及ぼすべきかを反

映して、加重率を変えています。 
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年次インセンティブ報酬の測定基準の加重率 

(目標額に占める比率) 

 

ダニエル･

P･ 

エイモス 

フレデ

リック･J･

クロ

フォード 

クリス･ 

クロニン

ジャー 

三世 

ポール･S･

エイモス

二世 

エリック･

M･ 

カーシュ 

会社レベルの目標値： 

当社に関する連結ベー

スの希薄化後1株当た

り事業利益(為替の影

響を除く) 

22.73％ 24.00％ 22.67％ 24.00％ 30.00％ 

OROE(為替の影響を除

く) 

11.36％ 8.80％ 9.33％ 8.00％ 15.00％ 

SMR 11.36％ 8.80％ 9.33％ 8.00％ 15.00％ 

ヘッジ費用を除く投資

収益(純額)(連結) 

9.10％ 8.00％ 8.67％ 8.00％ 30.00％ 

アフラック・インコー

ポレーテッド小計 

54.55％ 49.60％ 50.00％ 48.00％ 90.00％ 

米国セグメント： 

新契約年換算保険料 6.81％ 5.20％ 5.33％ — — 

元受保険料 4.55％ 5.20％ 5.33％ — — 

税引前事業利益 4.55％ 5.60％ 6.01％ 8.00％ — 

小計 15.91％ 16.00％ 16.67％ 8.00％ — 

日本セグメント： 

新契約年換算保険料 

(第三分野の販売) 

11.36％ 10.40％ 10.00％ 16.00％ — 

元受保険料 9.09％ 10.40％ 10.00％ 8.00％ — 

税引前事業利益 9.09％ 13.60％ 13.33％ 20.00％ — 

小計 29.54％ 34.40％ 33.33％ 44.00％ — 

グローバル投資： 

貸倒損失／減損 — — — — 10.00％ 

小計 — — — — 10.00％ 

合計 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 
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2016年のMIP目標値と実績 

MIPの目標値と比較した実績は年度の終了後に決定され、報酬

委員会の2017年2月の会議に、審議、承認のために提出されまし

た。次の表は、2016年のMIP報奨に関する会社レベル及び事業セ

グメントの測定基準、目標値及び結果を示したものです。 

 

 

低 

目標値 目標値 

高 

目標値 

2016年 

実績 

2016年 

支払比率 

会社レベルの測定基準： 

当社に関する連結ベー

スの希薄化後1株当た

り事業利益(為替の影

響を除く)＊ 

6.17 

ドル 

6.29 

ドル 

6.41 

ドル 

6.45 

ドル 

200％ 

OROE(為替の影響を除

く) 

17％ 19.5％ 22％ 17.3％ 56％ 

SMR 500％ 600％ 700％ 945％ 200％ 

ヘッジ費用を除く投資

収益(純額)(連結) 

予算 

－2％ 

予算 予算 

＋2.25％ 

予算 

＋0.91％ 

140.42％ 

米国セグメントの測定基準： 

新契約年換算保険料

の増加 

 

3.00％ 

 

4.00％ 

 

5.00％ 

 

-0.34％ 

 

– 
元受保険料の増加 1.50％ 2.25％ 3.00％ 2.08％ 88.39％ 

税引前事業利益の増

加 

1.00％ 3.00％ 5.00％ 9.67％ 200％ 

日本セグメントの測定基準： 

新契約年換算保険料 

(第三分野の販売) 

74.22 

十億円 

75.84 

十億円 

77.45 

十億円 

83.99 

十億円 

200％ 

元受保険料の増加 0.25％ 0.75％ 1.25％ 0.96％ 141.51％ 

割当経費控除前、為

替変動の影響を除く

税引前事業利益の増

加 

-4.00％ -3.25％ -2.00％ -2.02％ 198.56％ 

グローバル投資の測定基準(エリック・M・カーシュのみ)： 

貸倒損失／減損 (465) 

百万ドル 

(315) 

百万ドル 

(165) 

百万ドル 

(97) 

百万ドル 

200％ 

＊ 2015年の数値（1株当たり6.16ドル）を基準として、 低目標値は

0.2％増、目標値は2％増、 高目標値は4％増に相当します。 

 

追加情報については上記の「2016年度業績の概要」をご参照く

ださい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 62 - 

 

2016年のMIP支払額 

次の表は、2016年の実績に基づく、各NEOのMIPの目標及び獲得

額（給与に対する比率）を示したものです。 
 

 基本給に対する比率 

NEO 目標値 獲得額 

ダニエル・P・エイモス 220％ 339％ 

フレデリック・J・クロフォード 125％ 200％ 

クリス・クロニンジャー三世 150％ 238％ 

ポール・S・エイモス二世 125％ 223％ 

エリック・M・カーシュ 200％ 321％ 

 

報酬委員会には、一定の限られた状況下で、支払額と業績評価

指標が矛盾するために、あるクラスに属するMIP参加者が不当に

不利益を被り又は利益を得ると判断したときは、特定の業績評価

指標に関するMIPの実績を調整する裁量権があります。2016年の

NEOのMIPの支払額は調整されませんでした。 

MIPについては、後掲の「2016年 報酬制度に基づく報奨の付

与」の表（MIPの下で2016年に支払い可能な報酬額の基準値、目

標値及び 高値を記載しています。）及び「2016年 要約報酬表」

（NEOに対して2016年について支払われた非株式インセンティブ

報酬制度による報酬実績を記載しています。）で詳細に説明して

いますので、ご覧ください。 

 

長期株式インセンティブ報酬 

CEO及び社長の長期株式インセンティブ報酬については次の項

で説明します。本項は、その他のNEOのみに関連するものです。 

2016年、NEOを含む業務執行役員はPBRSの形式でLTI報奨を受領

し、全ての役員がストックオプションを受領しました。NEOに対

する各報奨の目標額は、当社のピアグループ及びより広範な保険

セクターの同等の役員に対する報奨と比較して、競争力ある位置

に設定されています。NEOに対する2016年のLTIの目標構成比率は、

PBRS 80％、ストックオプション20％でした。これらのストック

オプションの行使価格は、付与日現在の当社普通株式の終値に基

づくものであり、権利確定期間は3年です。 

NEOのLTI目標値（基本給に対する比率）は次の通りでした。 

 

NEO 

LTI目標値 

(基本給に対する比率) 

フレデリック・J・クロフォード 200％ 

ポール・S・エイモス二世 200％ 

エリック・M・カーシュ 200％ 

 

以下に記載する通り、PBRS報奨は、経営陣が適切な水準のRBC

を維持することができなければ、目標額を下回り、又は0まで減

額されます。更に、経営幹部が保有する既存の報奨及びその他の
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株式の価値は下落する可能性が高くなりますので、資本とリスク

を管理する強い経済的動機付けとなります。オプションは、当社

の株価が上がり、オプションの権利が確定して初めて価値を生み

出すことによって、株主の長期的利益と結び付けられています。 

2016年に付与されたPBRS報奨の業績期間は2016年1月1日から

2018年12月31日までです。この報奨の権利は、業績条件の充足と

報酬委員会の 終的な承認を条件として、発行日から3年後に確

定します。クロフォード氏は、優れた業績が認められて、一回限

りの裁量報奨として4,104株のPBRSを受領しました。この報奨は、

関連する業績測定基準が満たされた場合、付与日から3年後の応

当日に権利が確定します。NEOに対するPBRS報奨の権利確定のた

めの唯一の業績評価指標は、米国の法定の会計基準に基づいて決

定される特定のRBC比率の達成です。この業績評価指標が選ばれ

たのは、自己資本の充実が金融市場の重大な関心事であり、株主

の信頼につながると報酬委員会が考えているためです。RBCは、

アフラック日本社とアフラック米国社を連結した保険事業の資本

水準管理のアフラックの達成度を示す数値であり、米国の規制当

局に報告されています。この資本評価指標は、当社が保険契約者

に対する義務を果たすとともに株主利回りを生み出す能力を示す

ものです。 

終的な3年間のPBRS付与の比率は、3年間のRBCの平均を反映

したものとなります（2016年から2018年）。この3年間について

は、業績株式の権利は以下の通り確定します。 

 

 基準 

目標値 目標値 

高 

目標値 

平均リスクベース自己資本比率 500％ 700％ 700％ 

権利確定比率 50％ 100％ 100％ 

 

平均RBCが500％を下回った場合、当該期間中の権利の確定はあ

りません。権利の確定は、500％と700％の間の平均RBC比率に対

して線形補間法を用いて決定されます。平均RBC比率が700％以上

となった場合、権利は100％確定します。 

 

CEO及び社長の報酬及び成果主義報酬 

 

CEO報酬の検討と決定に関して報酬委員会が長年にわたって実

施しているプロセスには、当社の相対的な業績とCEOの報酬を直

接連動させる厳格な成果主義報酬の手法が含まれています。この

連動を実現するため、報酬コンサルタントは毎年、様々な測定基

準について、ピアグループにおける当社のコンポジット・パ

フォーマンスのパーセンタイル順位を算出します。 

2015年から、当社の社長は、長期インセンティブ報酬に関して、

同様の報酬制度の下に置かれました。市場調査に基づき、また

2015年期首におけるクロニンジャー氏の特異な役割（同時点で社

長、CFO兼財務役でした。）も考慮して、報酬委員会は、同氏の
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終的な2016年の報酬パッケージを、CEOの報酬パッケージの

55％相当と定めました。クロニンジャー氏の2016年の長期インセ

ンティブ報酬支払額は、CEOの報酬（当社のピアグループと比較

した当社の相対的な財務実績及び株主総合利回り（TSR）実績に

基づいて決定されます。）と同様、100％業績に基づくものと

なっています。 
 

報酬制度の時期と主な特徴 

2016年にCEO及び社長の直接報酬総額の決定に用いられたプロ

セスは、以下の通りです。 
 

固定  変動  
 

＝ 
直接報酬
総額(TDC) 

基本給  
＋ 

年次インセン
ティブ報奨
(MIP) 

 
＋ 

長期インセンティ
ブ報酬(LTI) 

2015年11
月に設
定、2016
年に支払
い 

 報酬委員会が
業績年度の2
月に設定され
た業績の見直
しを行った後
の翌年3月に
現金で支払い
(例えば、
2016年のMIP
報奨につい
て、委員会は
2017年2月に
業績の見直し
を行った。) 

二段階で決定： 
・2月に条件付き

PBRSを付与（前年
のLTI総額の付与
日現在の価値の
100％相当） 

・報酬委員会による
決定が行われた時
点で、それまでの
当年度業績に基づ
いて、 終的な
「確定的(true-
up)」PBRSの付与
（PBRSの追加付与
又は2月の条件付
きPBRS付与の削
減） 

終的な
年次報酬
パッケー
ジの価値
を、ピア
グループ
企業と比
較した当
社の相対
的実績に
基づいて
決定 

 

長期株式インセンティブ報酬(LTI)の付与 

報酬委員会によるCEO及び社長に対するPBRS付与のプロセスは、

以下に要約した通りです。 
 
2月 12月 
ステップ
1 

ステップ
2 

ステップ
3 

ステップ
4 

ステップ
5 

ステップ
6 

前年度の
業績に基
づいて条
件付き
PBRSを付
与 

ピアグ
ループに
対する当
社の相対
的な財務
実績及び
TSR実績
を決定 

ピアグ
ループの
CEOの直
接報酬総
額を評価 

ピアグ
ループ中
の当社の
業績パー
センタイ
ル順位に
基づき、
CEOの直
接報酬総
額を計算 

ステップ
1～4に基
づいて
CEOの
終的PBRS
付与を決
定 ― 実
際の相対
的業績順
位を反映
して、2
月の条件
付きPBRS
付与を調
整 

社長の
終的PBRS
付与を決
定 ― 社
長の直接
報酬総額
がCEOの
直接報酬
総額の
55％に等
しくなる
ように、
2月の条
件付き
PBRS付与
を調整 

付与は次の3年間のRBCの業績を条件として権利が確定するため、 
CEO及び社長は報奨を2段階で獲得することとなる。 

 

以下、上記の各ステップ及びこれに対応する2016年の措置につ

いて概説します。 
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ステップ1 

前年度の業績に基づいて条件付きPBRSを付与 

このステップにおいて、報酬委員会は、CEO及び社長に対する2

月のLTI報奨を決定します。この条件付き報奨は、前年のLTI総額

の付与日における報奨価額の100％に相当するものでした。2016

年には、合計でCEOに対して80,075株、社長に対して50,055株の

条件付き付与が行われました。追加情報については、後掲の

「2016年 報酬制度に基づく報奨」の表をご覧ください。 

 

ステップ2 

当社の相対的財務実績及びTSR実績を決定 

報酬委員会は暦年末に、以下の測定基準を用いて当該年度の当

社の実際の業績を見直し、CEO及び社長の 終的なPBRS付与総額

を決定します。 

 
以下の項目により測定される相対

的財務実績(合計加重：56％) 

以下の項目により測定される相対

的TSR実績(合計加重：44％) 

・収益増加率 

・当期純利益増加率 

・保険料収入増加率 

・EPS増加率 

・売上高利益率 

・平均株主資本利益率 

・平均総資産利益率 

・1年間のTSR 

・3年間のTSR 

 

これらの測定基準のそれぞれについてピアグループと比較した

当社の順位は、下表に示す通りです。加重コンポジット・スコア

の合計が低いほど、会社の全体的な順位は高くなります。 

 
財務実績順位マトリクス(2016年) 

アフラック・インコーポレーテッドのピアグループ中の相対的順位 

アフラック・インコーポレーテッド 

相対的順位 

(18社中) 

加重

(4) 合計 

収益増加率(1年間)(1) 9 1 9 

当期純利益増加率(1年間)(1) 6 1 6 

保険料収入増加率(1年間)(1) 11 1 11 

EPS増加率(1年間)(1) 5 1 5 

売上高利益率(2016年)(1) 1 2 2 

平均株主資本利益率(2016年)(2) 3 2 6 

平均総資産利益率(2016年)(2) 7 2 14 

1年間のTSR指数 

(2015年12月31日～2016年12月31

日)(3) 

7 4 28 

3年間のTSR指数 

(2013年12月31日～2016年12月31

日)(3) 

16 4 64 

コンポジット・スコア — — 145 

業績順位 — — 5 

(1) 2016年9月30日に終了する移動12ヶ月 
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(2) 2016年9月30日現在 

(3) 報酬委員会による業績の見直しのためにデータがまとめられた2016

年12月31日現在 

(4) 加重「1」は、関連する測定基準が合計スコアの約5.56％に相当す

ることを意味しており、加重「4」は、合計の約22.22％に相当する

ことを意味しています。 

 

当社の相対的な財務実績及びTSRの分析によれば、当社の順位

は5位でした。当社の業績順位は昨年の相対的実績評価（18社中

10位）に比べて大幅に改善されました。 

 

ステップ3 

ピアグループのCEO報酬を評価 

相対的実績評価と同時に、報酬委員会は、ピアグループと比較

したCEOの報酬総額の水準を、報酬コンサルタントの支援を受け

て評価します。異常値の効果を軽減するため、ピアグループの

CEOに支払われた 高額と 低額はデータから除外されます。 

 

ステップ4 

ピアグループ中の当社の業績パーセンタイル順位に基づき、CEO

の直接報酬総額を計算 

当社の相対的実績パーセンタイル順位（2016年は18社中5位、

又は77パーセンタイル順位）を、該当する年のピアグループの

CEOの報酬データ（ステップ3でまとめられたもの）に適用し、当

社のCEOの黙示の報酬総額を導き出します。 

 

ステップ5 

CEOの 終的PBRS付与を決定し、実際の相対的業績順位を反映し

て、条件付きPBRS付与を調整 

ステップ4で決定された黙示の報酬水準を用いて、2016年のCEO

のPBRS付与が決定されました。CEOに対する2016年2月の条件付き

付与は、2016年12月31日付で確定されました。基本給及びMIPと

ともに、 終的なPBRSの付与は、CEOの直接報酬総額を、ピアグ

ループと比較した当社の相対的実績と結び付けています。 

 

ステップ6 

社長の 終的PBRS付与を決定 

CEOの報酬パッケージが決定された時点で、社長の報酬パッ

ケージは当該金額の55％に設定されます。導き出された黙示の報

酬水準は、社長への2016年のPBRS付与の決定に用いられました。 

 

終的な付与結果 

2016年については、上記のプロセスの結果、CEOは確定後

131,246株のPBRSを受領し、社長は確定後70,010株のPBRSを受領
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しました。追加情報については、後掲の「2016年 報酬制度に基

づく報奨の付与」をご覧ください。 

 

PBRS付与の条件付き権利確定 

当社の相対的な財務実績及びTSR実績に基づいてPBRS付与額を

獲得しなければならないことに加え、2016年のPBRSの付与は保証

されたものではなく、前述の「役員報酬制度の構成要素 ― 長期

株式インセンティブ報酬」で説明した通り、当社が3年間のRBCに

関する業績の基準値を達成することを条件としています。した

がって、多くの会社ではLTI報奨を1回だけ獲得すればよいのと異

なり、CEO及び社長は、以下の通り、2回にわたってLTI報奨を獲

得しなければなりません。 

・ 当年度の付与の合計は、相対的な財務実績（56％加重）及び

TSR実績（44％加重）に基づいて決定されます。 

・ 当該付与は、他のNEOに関するPBRS報酬制度と同様に（予め

決められ、報酬委員会の承認を受けた測定基準及び業績水準

と比べた将来の業績に基づいて）運営されます。 

その結果、これら2名の上級役員へのLTI付与の手法（及びこれ

らの者に付与された報酬パッケージ全体）は、成果主義報酬に対

する当社の継続的で強力な取組みを反映したものとなっていると

当社は信じています。 

 

2017年の報酬制度の変更 

 

概観と背景 

前述の「報酬について意見を述べる(Say-on-Pay)投票への反響」

で説明した通り、当社は、 新の手法を維持し、役員報酬の 良

慣行のリーダーであり続け、かつ株主の関心を常に認識するよう

確保するため、当社の報酬制度を絶えず分析しています。かかる

対話からのフィードバックは、当社の報酬コンサルタントによる

良慣行の徹底的な分析及びガイダンスとともに、報酬委員会に

よる報酬慣行の定期的見直しに盛り込まれました。 

2017年については、当社の事業に影響を及ぼす以下の内部及び

外部要因により、当社のインセンティブ報酬制度に用いる測定基

準を変更する必要があると当社は考えました。これらの要因につ

いては、2016年度年次報告書（様式10-K）のItem 1Aでより詳細

に説明しました。 

・ 日本支店の子会社への形態変更を開始したこと 

・ 日本社の米ドル建て投資ポートフォリオのヘッジ費用を事業

利益に算入したこと、及び当該算入が投資収益（純額）に及

ぼす影響 

・ 2016年に日本銀行が発表し、低金利環境を招いたマイナス金

利政策、及び日本における円建て退職商品の販売を今後促進

しないとの当社の戦略的決定 
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以上に加えて、当社は、2017年の役員報酬制度に以下の変更を

加えるに当たり、株主への働きかけの過程で受け取ったフィード

バックを慎重に検討しました。 

 

MIPの変更 

2017年、当社はMIPを以下の通り変更しました。 

・ セグメントの税引前利益をNEOのMIPの測定基準から除外しま

した。これは、当社の連結ベースの希薄化後1株当たり事業

利益（為替の影響を除く。）がすでに会社レベルの測定基準

として大きく加重されてMIPに含まれているためです。 

・ OROE及びSMRをMIPから除外し、LTI報酬制度に基づくPBRS報

奨の測定基準として組み入れました。これは、当社のPBRS報

酬制度における測定基準を、当社の戦略・経営目標とより適

切に結び付けるためです。 

・ 日本セグメントの測定基準には、保険料総額の代わりに、第

三分野保険料が含まれています。これは、当社が日本銀行の

マイナス金利政策に対応して第三分野事業に重点を置いたた

めです。 

・ MIP支払曲線の傾きが調整され、 高支払額を達成するのに

必要な、目標を上回る業績の値が引き上げられました。 

 

LTI報酬制度の変更 

CEO及び社長に関するLTI報酬制度の変更 

報酬委員会は、CEOの年次LTI付与を、報酬の順位と業績のマト

リクスに基づくこれまでの手法（2016年の付与に適用されまし

た。）から、より典型的な市場に基づく手法に移行させるための、

新たな構造を承認しました。2017年から、CEOのLTI付与には、以

下の特性が備わります。 

・ 年次LTIの付与は、以下に記載する条件で、引き続き100％

PBRSで行われます。 

・ 年次LTI報奨の目標額全額が、ピアグループの市場データに

基づいて、市場競争力のある水準で、2月に付与されます。 

株主への働きかけの過程で、CEOに関するLTIの目標値及び 高

値がないことに対する一部株主の懸念が特定されました。これら

のLTIP報酬制度の変更により、CEOへの付与について、支払額の

目標値と 高値が定められることとなります。2017年のCEOに対

するLTI付与の目標値は、約8.4百万ドルです。 

クロニンジャー氏は2017年末に退任する予定のため、2017年は

LTI付与を受けません。 

 

PBRSの設計 

役員（CEOを含みます。）に対する2017年のPBRS付与は、以下

の点で異なっています。特に、当社は、 

・ 当社の長期的事業戦略及び経営環境をより適切に反映する、

追加の測定基準（OROE及びSMR）を導入しました。 
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・ 上向きの業績／支払レバレッジを追加しました。 

・ 相対的TSR（RTSR）変更因子を追加しました。 

・ OROEの定義を修正して、ヘッジ費用を算入し、株主資本から

外貨換算に伴う未実現益(損)を除外しました。 

 

下の図は、2017年のPBRS付与の項目を示したものです。 

 
ピアグループと比べた、為替の影響を除く3年間の平均

OROE、SMR、RBC及びRTSRに基づいて獲得された報奨 ▶ 
支払い 

2017年 2018年 2019年 2020年 

 
目標 

× 

相対的TSR 

(RTSR)変更因子 

業績 

水準 

為替の影響

を除く3年

間の平均

OROEの目標

値(50％加

重) 

3年間の

SMRの 

目標値

(25％加

重) 

3年間の

平均RBC

目標値

(25％加

重) 

支払額

(目標

に対す

る比

率) 

3年間のRTSR

のピアグ

ループにお

けるパーセ

ンタイル 

順位 

獲得金額

の変更 

因子 

高値 18％ 700％ 600％ 200％ 75位以上 1.20× 

目標値 15.75％ 600％ 500％ 100％ 25位と75位

の間 

1.00× 

基準値 14％ 500％ 400％ 50％ 25位以下 0.80× 

 

・ 財務実績（OROE、SMR及びRBC）については、対応する目標値

の間（すなわち、基準値から目標値まで、又は目標値から

高値まで）の業績に対しては、線形補間法を用いて支払額が

決定されます。 

・ RTSRについては、当社のRTSRがピアグループにおいて上位又

は下位4分の1に位置する場合のみ、1.20×又は0.80×の調整

が行われ、RTSR実績のパーセンタイル順位がピアグループ中

25位と75位の間に位置する場合は、当社の財務実績に基づく

獲得金額は調整されません。 

・ 全体として、潜在的な 高支払額は、目標値の200％までに

制限されます。 

 
50％ 

OROE実績 
＋ 

25％ 

SMR実績 
＋ 

25％ 

RBC実績 
× 

RTSR 

変更因子 
＝ 

終 

支払額 

 

RBCの基準値は、日本支店の会社形態の変更に伴う米国におけ

る余剰資本の 終的な縮小を反映して、若干引下げられました。

全体として、当社は、2017年に関するこれらの変更が、当社が競

争している事業・人材市場に対応するものであると同時に、当社

の長年にわたる強固な成果主義報酬の理念を一層強化するものと

考えています。 
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退職・繰延・貯蓄制度 

 

以下の退職、繰延、貯蓄の各制度は、NEOを含む役員及び従業

員に対し、当社への勤続及び貢献に報いて、競争力ある退職後給

付を提供することを目的として設置されたものです。 
 

確定給付年金制度 

後述の「年金給付」の項でも説明する通り、当社は、資格要件

を満たす実質上全ての米国の従業員（NEOを含みます。）を対象

として、税法上適格な非拠出型確定給付年金制度を維持していま

す。また、NEOを対象とする非適格補完退職給付制度も維持して

います。年金制度に変更はなく、給付水準は前年と同じでした。 
 
経営幹部繰延報酬制度 

NEOは、米国を拠点とするその他の資格ある経営幹部とともに、

経営幹部繰延報酬制度(EDCP)に参加する権利があります。NEOの

うち、現在、ダニエル・P・エイモス氏とクロフォード氏のみが

同制度に参加しています。同制度については後に「非適格繰延報

酬」の項で詳細に説明します。 

 

401(k)貯蓄・利益分配制度 

当社は、税法上適格な401(k)貯蓄・利益分配制度（以下、

「401(k)制度」）を維持しています。同制度については、米国を

拠点とする全ての従業員（米国を拠点とするNEOを含みます。）

に、同じ条件に基づく参加資格があります。当社は、従業員が

401(k)制度に拠出した適格報酬のうち 初の6％に対して、その

50％を拠出します。401(k)制度への従業員による拠出金は、

100％権利が確定します。雇用主による拠出金については、従業

員が1年間勤続する毎に20％の権利が確定し、5年勤続後に100％

の権利が確定します。 

 

その他の給付 

当社は、合理的で競争力があり、当社の全体的な役員報酬制度

に合致すると当社が信じるその他の給付をNEOに提供しています。

その詳細については、後掲の「2016年 要約報酬表」の「その他

全ての報酬」欄をご覧ください。 

当社には、全従業員を対象とする医療・歯科医療保険、団体生

命保険、事故死亡保険、がん保険及び就業不能保険制度のほか、

有給休暇、休職その他類似の規定があります。NEOその他の役員

にも、当社のその他の給与従業員と同様に、また同じ基準に基づ

いて、これらの制度に参加する資格があります。 

更に、NEOには、健康診断に関する一定の費用の払戻しを受け

る資格があります。また、当社の一定の役員は、安全と時間管理

上の理由から、仕事や個人目的の旅行に社有機を利用することが

あります。個人旅行への社有機の提供及びセキュリティサービス



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 71 - 

 

の提供は、取締役会が当社及びその事業目的上、 善の利益とな

るとみなした場合に行われます。 

 

役員報酬に関するその他の慣行及び手続 

 

株式の付与方針 

毎年、報酬委員会は、当社の事業年度の業績が発表された直後

に会議を行います。CEO、社長及びCFOがマーサーからの情報を基

に策定した推奨に基づき、ストックオプション、PBRS及び期間に

基づく制限付株式の付与案が報酬委員会に提出され、報酬委員会

の2月の会議で承認を受けます。オプションの付与は当該会議の

日に行われ、当該付与日現在の終値を1株当たり行使価格として

います。当社はこれまで、実際より前の日付のオプション付与を

行ったことはありません。 

当社は、年度の途中でも、定期的に追加で株式付与を行う場合

があります。しかしながら、当社は、重要なニュースリリースの

前に株式付与を行わないことを方針としています。上記の「CEO

及び社長の報酬及び成果主義報酬」の項で詳しく説明した通り、

当社は、2016年12月にCEO及び社長に付与された株式報酬の額を、

ピアグループの業績と比較した当社の2016年の業績に基づいて、

調整しました。 

 

株式所有に関するガイドライン；ヘッジ及び担保差入れの制限 

当社は、当社の業務執行役員及び取締役は、当社の相当量の持

分を保有するべきだと信じており、ほぼ20年にわたって、業務執

行役員及び取締役向けの株式所有ガイドラインを実施しています。

現行の株式所有ガイドラインは次の通りです。 
地位 所有ガイドライン 

会長、CEO、社長、アフラック社長 5×基本給 

その他全ての業務執行役員 3×基本給 

非従業員取締役 4×年間顧問料 
 

役員は、雇用又は昇進の日から4年の間に各自の職位の株式所

有要件を充足する必要があります。非従業員取締役は、取締役と

して 初に選任された日から5年間のうちに、これらの要件を充

足しなければなりません。株式所有には、当該役員又は取締役と

その配偶者が保有する全ての株式、及び在職期間に応じた権利未

確定の制限付株式が含まれます。証拠金取引勘定又はその他の貸

付金の担保として提供された株式、業績に基づく制限付株式及び

ストックオプション（権利確定済又は未確定）は、株式所有ガイ

ドラインに算入されません。 

各NEO及び取締役は、株式所有ガイドラインを超える株式を所

有しているか、認められた4年間のうちに必要なガイドラインを

充足するべく努力しています。ガイドライン充足の進捗状況は定

期的に見直され、取締役会に報告されます。 
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当社のインサイダー取引に関する方針は、当社の取締役、役員

及びその他の対象者に対して、当社普通株式の空売り、当社普通

株式に関するオプション取引（プット、コール又はその他のデリ

バティブ証券）、10b5-1制度への参加（報酬委員会が承認した場

合を除く）、又はヘッジ活動を禁止しています。2013年に、取締

役会は、業務執行役員及び取締役が当社株式を今後担保として差

し入れることを今後禁止するとの方針を採択しました。当社のイ

ンサイダー取引に関する方針のその他全ての対象者は、当社株式

を証拠金取引勘定又はその他の貸付金の担保として提供する前に、

当該方針のコンプライアンス・オフィサーに対し、予め明らかに

しなければなりません。 

 

雇用契約 

当社は、NEO及び主要な地位にあるその他一定の経営幹部と

の間で、雇用契約を締結しています。これらの契約は概ね、職

務及び責任、現役雇用中の報酬及び給付の受領権、死亡・就業

不能・退職による雇用の終了、正当な原因による場合とよらな

い場合の雇用の終了、及び被雇用者側からの辞職について定めた

ものです。支配の変更があった場合の雇用の終了とそれに関連す

る支払いの規定が盛り込まれている契約もあります。これらの支

配の変更規定は、支配の変更があり、かつ当社が正当な原因なく

雇用を終了するか又は経営幹部が正当な理由で辞職したという両

方の事実が存在しない限り、適用されません。これは一般に、

「ダブルトリガー」要件と呼ばれています。更に、経営幹部は雇

用終了後一定の期間当社と競合する行為を行ってはならないこと、

また機密情報を開示してはならないことも契約で規定されていま

す。 

各NEOの雇用契約に基づいて、特定の状況下の雇用終了時に支

払われる金額については、下記「雇用終了時又は支配の変更時の

潜在的支払い」の項に詳細に記載しました。 

 

支配の変更に関する規定及び離職契約 

当社には、正式な支配の変更規定や離職規定はありません。し

かし、上述の通り、通常、個々の雇用契約にはこれらの事項に関

する規定が盛り込まれています。これらの契約には消費税のグロ

スアップ規定はありません。 

 

報酬の返還（「クローバック」）方針 

当社は、当社が業績評価指標の調整又は再表示について検討し、

非株式インセンティブ報酬の調整又は返還が必要か否かの決定を

下すことを可能にする「クローバック」方針を採用しています。

かかる調整又は返還が適切であるとみなされた場合、報酬委員会

は当該返還額及び当該調整又は返還の対象とすべき役員のグルー

プを決定します。 
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役員報酬の一定の税務上の取扱い 

報酬委員会は、役員報酬の決定に関連して、内国歳入法第162

条(m)項の規定を考慮に入れます。この規定は、一定の業務執行

役員に対して、一定の範疇の報酬が100万ドルを超えて支払われ

た場合、当社が連邦所得税法上控除できる額を制限するものです。

当社は、内国歳入法（以下、「IRC」）第162条(m)項の要件を考

慮に入れながら、報酬制度の有効性を 大限に高めることを方針

としています。当社は、当社及びその株主の 善の利益になると

みなす措置を講じる柔軟性の維持を意図しています。したがって、

報酬委員会は、当社及びその株主の 善の利益となるとみなす役

員報酬制度を実施するための柔軟性を維持することを意図し、ま

た、適切とみなす場合には、控除不能な報酬を授与する権限を留

保しています。 

 

長期インセンティブ報酬の公正価値の決定 

公開会社にとって、長期インセンティブ報酬を付与する目的上、

その価値をどのように評価するかは非常に難しい問題です。他の

多くの会社と同様、当社はかかる報酬の目標値を給与に対する比

率で定め、表示しています。当社は、業務執行役員に付与される

ストックオプションの価値とPBRSのバランスの維持も追求してい

ます。当社が特に関心を持っているのは、ストックオプションの

価値の算出方法です。 

ストックオプションの評価に使用されるモデルの主流を占めて

いるのは、ブラック・ショールズ・マートン評価モデルです。こ

のモデルでは、行使までの期間、無リスク金利、株価ボラティリ

ティ、及び雇用終了率に関する様々な仮定を考慮します。当社は、

オプションの価額をより正確に見積るため、当該モデルにおいて、

行使のパターンによってオプション保有者をグループ化していま

す。例えば、NEO及び業務執行役員が行使前にオプションを保有

する期間は、通常、役員でない従業員の保有期間よりも長くなっ

ています。 

実際には、長期インセンティブ報奨に帰属する価額は、当社普

通株式の現行市場価格の変動及び価格設定上の仮定の変化により、

毎年変化します。例えば、株価が上がれば、付与されたオプショ

ンの公正価値と行使価格、及び指定された金額（ドル表示）に相

当する付与株式数は減少することとなります。逆に、株価が下が

れば、オプションの公正価値と行使価格はともに下落し、付与株

式数は増加します。このような結果は、株価の下落が（より低い

価格で付与されるため）オプション数の増加につながり、株価の

上昇が（より高い価格で付与されるため）オプション数の減少に

つながるという点で、成果主義報酬の考えとは相容れないものの

ように思われます。 

この問題の解決方法として、当社は、ストックオプションのみ

なし現在価値を3年間固定する方法を付与目的のみで使用してい

ます。当社は、かかる価値を使用することが長期的株主価値の創
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出と成果主義報酬によりよく合致するものであり、当社がこれに

よってバーンレート（各年に付与された株式数を発行済社外普通

株式数で割った値）をよりうまく管理し、かつ株主の承認を得た

株式発行権限の存続期間にわたって、付与される株式数を配分す

ることができると考えています。 

2016年から2018年の3年間に付与されたストックオプションの

みなし公正価値は6.95ドルです。しかし、いずれにせよ各オプ

ションの実際の1株当たり行使価格はオプション付与日現在の普

通株式の終値となります。 

 

 

報酬委員会の報告 

 

報酬委員会は、CD&Aについて経営陣とともに検討、議論し、か

かる検討と議論に基づいて、CD&Aを本参考書類に掲載するよう、

取締役会に推奨しました。 

 

報酬委員会 

委員長 ロバート・B・ジョンソン 

ダグラス・W・ジョンソン 

ジョセフ・L・モスコウィッツ 

 

次の表は、当社のCEO、CFO、及び2016年に業務執行役員を務め

たその他 も報酬の高かった3名の業務執行役員が獲得した、又

はこれらの者に支払われた報酬総額に関する情報を記したもので

す。これら5名の役員を、本参考書類においてNEOと呼んでいます。 
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2016年 要約報酬表 

 

 

氏名及び 
主な役職 

 
年度 

 

給与 
(1) 

(ドル) 
賞与 

(ドル) 

株式報奨 
(2)(3) 
(ドル) 

オプション 
報奨(3) 
(ドル) 

ダニエル･P･ 
エイモス 
会長、CEO 

2016 1,441,100 - 13,773,466 - 

2015 1,441,100 - 4,800,556 - 

2014 1,441,100 - 2,141,162 - 

フレデリック･J･ 
クロフォード 
ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･バ
ｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝ
ﾄ、CFO 

2016 700,000 - 1,420,062 280,003 

2015 360,606 1,240,000 847,987 211,994 

2014 - - - - 

クリス･ 
クロニンジャー 
三世 
社長 

2016 975,000 - 7,772,382 - 

2015 975,000 - 3,017,256 - 

2014 975,000 - 2,644,624 661,159 

ポール･S･ 
エイモス二世 
アフラック 
社長 

2016 700,000 - 1,120,019 280,003 

2015 677,900 - 1,093,011 257,128 

2014 667,900 - 1,655,800 333,948 

エリック・M・
カーシュ 
ｱﾌﾗｯｸのｴｸﾞｾﾞｸ
ﾃｨﾌﾞ･バｲｽ･ﾌﾟﾚ
ｼﾞﾃﾞﾝﾄ、ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ 高投資責
任者 

2016 593,800 - 950,052 237,519 

2015 593,800 - 957,391 239,348 

2014 585,000 - 1,170,000 292,507 

* 「年金価値の増減を除いた総額」は、適用あるSEC規則に基
づいて決定される報酬総額から「年金価値及び非適格繰延報
酬獲得額の増減」欄で報告されている年金価値の増減額を差
し引いたものです。本欄は、年金価値の前年からの増減額が、
適用あるSEC規則に基づいて決定される報酬総額に与えた影
響を示すために、新たに加えられました。「年金価値の増減
を除いた総額」の金額はSEC規則の要求に基づく「合計」欄
の金額とは異なっており、報酬総額に代わるものではありま
せん。年金価値の変動額は、下記の注(4)で説明する通り、
当社の業績に関係のない多くの外部変数に左右されます。 
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(1) 上記3年間の各年について、ダニエル・P・エイモス氏が繰り
延べた441,100ドルが含まれています。この金額は後掲の
「2016年 非適格繰延報酬」表に含まれています。 

(2) クロフォード氏は、業績に基づく制限付株式4,104株の一回
限りの裁量報奨を受領しました。当該報奨は、関連する業績
評価基準が満たされた場合に、付与日から3年後の応当日に
権利が確定します。 

(3) SECの報告要件に従い、当社は株式に基づく全ての報酬を、
ASC 第718号に基づいて、付与日現在の公正価値全額で報告
しています。当社が評価額の算出に用いた仮定は、SECに提
出した、2016年12月31日に終了した年度に係る当社の年次報
告書(Form 10-K)の連結財務諸表注記12「株式に基づく報酬」
に記載されています。株式報奨残高と現在の公正市場価値の
比較の詳細については、後掲の「2016年 株式報奨の事業年
度末残高」の表をご覧ください。 

(4) 本欄の金額は、市場を上回る繰延報酬獲得額に起因するもの
ではありません。ダニエル・P・エイモス氏及びクロニン
ジャー氏の確定給付年金制度及び上級役員退職給付制度にお
ける累積給付債務の保険数理上の現在価値の変動総額は、そ

 

 
非株式インセン
ティブ報酬制度に

基づく報酬 
(ドル) 

年金価値及び 
非適格繰延報酬 
獲得額の増減(4) 

(ドル) 

その他全ての 
報酬(5) 
(ドル) 

合計 
(ドル) 

年金価値の増減
を除いた総額* 

(ドル) 

4,884,442 - 313,002 20,412,010 20,412,010 

5,509,362 - 231,365 11,982,383 11,982,383 

4,829,415 6,835,154 230,517 15,477,348 8,642,194 

1,400,700 - 454,628 4,255,393 4,255,393 

799,652 - 47,335 3,507,574 3,507,574 

- - - - - 

2,321,529 - 139,409 11,208,320 11,208,320 

2,583,298 278,335 134,538 6,988,427 6,710,092 

2,190,304 2,329,649 116,359 8,917,095 6,587,446 

1,564,038 1,402,759 1,579,325 6,646,144 5,243,385 

1,619,607 716,225 1,088,891 5,452,762 4,736,537 

1,238,548 1,290,895 982,557 6,169,648 4,878,753 

1,906,407 36,505 17,281 3,741,564 3,705,059 

2,262,378 26,174 8,363 4,087,454 4,061,280 

1,898,061 30,759 11,395 3,987,722 3,956,963 
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れぞれ1,299,019ドル及び243,315ドルの減額となりました。
確定給付年金制度はクロフォード氏の雇用日より前に凍結さ
れたため、同氏には確定給付年金制度への参加資格はありま
せん。退職給付制度の詳細については、後掲の「年金給付」
の項とそれに続く表をご覧ください。 

(5)「その他全ての報酬」に関する追加情報は、後掲の「その他
全ての報酬」又は「諸手当」の表に詳述されています。 

 
2016年 その他全ての報酬 

 

次の表では、前掲の「2016年 要約報酬表」の2016年の「その

他全ての報酬」欄に含まれる各項目の金額を表示しています。 

 

氏名 

 

手当及び 

その他の 

個人的 

給付(1) 

(ドル) 

401(k)プ

ランに対

する当社

拠出額 

(ドル) 

非適格繰延

報酬に 

対する当社 

拠出額(2) 

(ドル) 

前職か

らの更

新手数

料(3) 

(ドル) 

合計 

(ドル) 

ダニエル・P・ 

エイモス 
305,052 7,950 - - 313,002 

フレデリック･

J･クロフォード 
131,573 7,950 315,105 - 454,628 

クリス･クロニ

ンジャー三世 
131,459 7,950 - - 139,409 

ポール・S・ 

エイモス二世 
1,554,780 7,950 - 16,595 1,579,325 

エリック・M・ 

カーシュ 
9,331 7,950 - - 17,281 

(1) 手当については、後掲の「諸手当」の表に詳述しています。 

(2) クロフォード氏の繰延報酬に関する当社拠出金315,105ドル

を含みます。この金額は、後掲の「2016年 非適格繰延報酬」

の表に含まれています。 

(3) この金額は、ポール・S・エイモス二世氏がアフラック従業

員になる前に販売されたアフラック米国社の商品に対して獲

得された更新販売手数料（経費差引前）に相当する金額です。 
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2016年 諸手当 

 
次の表は、前掲の「その他全ての報酬」表の2016年の欄に含ま

れる、各手当の当社に対する増分費用を表示しています。 

 

氏名 
 

社用機の
個人使用

(1) 
(ドル) 

セキュリ
ティサー
ビス(2) 
(ドル) 

海外勤務
手当 
(3) 

(ドル) 

税金関連の
払戻し 
(4) 

(ドル) 

転居費用 
(5) 

(ドル) 

その他
(6) 

(ドル) 

手当及び
その他の
個人的給
付の総額

(7) 
(ドル) 

ダニエル・ 
P・エイモス 

66,659 237,446 - - - 947 305,052 

フレデリッ
ク･J･ 
クロフォー
ド 

- 1,046 - 15,121 90,197 25,209 131,573 

クリス･クロ
ニンジャー
三世 

108,344 372 - - - 22,743 131,459 

ポール・S・ 
エイモス二
世 

136,007 4,620 65,221 1,336,786 - 12,146 1,554,780 

エリック・
M・カーシュ 

- - - 106 - 9,225 9,331 

(1) 社用機の個人使用に関する増分費用は、社用機の実際の運営

費に基づいて算出された標準的1時間当たりコスト・レート

（燃料費、空港使用料、ケータリング費、機内電話及び搭乗

員旅費を含みます。）です。このレートは毎年再計算されま

す。社用機の個人使用は、安全上の理由から、また、経営幹

部の時間を 大限に活かすために、取締役会により承認され

てきました。クロニンジャー氏の欄の報告金額には、同氏が

属している社外取締役会会議への参加費10,373ドルが含まれ

ています。 

(2) セキュリティサービスの増分費用には、警備責任者の給料及

び手当並びにセキュリティ設備、監視及び維持費の実費が含

まれています。 

(3) これら全ての費用は、ポール・S・エイモス二世氏の東京

（日本）での海外勤務（2015年12月31日に終了しました。）

の直接的結果として負担したものです。一定の金額は円で支

払われ、全額が、実際の円建て支払額を2016年12月31日まで

の1年間の加重平均為替レート（1ドル＝108.70円）で割って

ドルに換算されています。 

(4) ポール・S・エイモス二世氏の税金関連の払戻しに含まれる

金額は、専ら海外勤務の結果生じた納税義務を果たすため

に当社が2016年に支払った、日本の税金及び税金のグロス

アップ（1,336,786ドル）相当額です。クロフォード氏の税

金関連の払戻しに含まれる金額は、同氏の転居費用に関連

する税金のグロスアップ相当額です。 
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(5) この金額は、当社が支払ったクロフォード氏の一定の転居

費用（不動産手数料45,000ドル及び二重住宅費用15,400ド

ルを含みます。）相当額です。 

(6) 「その他」の欄の金額には、それぞれ947ドル（ダニエル・

P・エイモス）、25,037ドル（クロフォード氏）、21,730ド

ル（クロニンジャー氏）、9,585ドル（ポール・S・エイモス

二世）及び975ドル（カーシュ氏）のゲスト旅費が含まれて

います。クロフォード、クロニンジャー及びポール・S・エ

イモス二世の各氏は、米国内の移動における社用車の使用料

を負担しました。カーシュ氏は、個人の確定申告の準備及び

ファイナンシャル・プランニングのための合計8,150ドルも

負担しました。 

(7) 当社は、税金関連の払戻し欄に反映された税金のグロスアッ

プを除き、本表に記載されたその他の諸手当について、税務

目的上のグロスアップは行いませんでした。 
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2
01
6年

 
報

酬
制
度

に
基
づ

く
報
奨

の
付

与
 

 

次
の
表
は
、
NE
Oに

対
し
て
20
16
年
に
付
与

さ
れ
た

報
酬
制

度
に
基

づ
く
報

奨
に

関
す

る
情

報
で
す

。
 

 

氏
 
名
 

 
付
与
日
 

(
年
/
月
/
日
)
 

非
株
式
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
制
度
に
よ
る
 

報
奨
に
基
づ
く
 

予
想
支
払
可
能
額
(
1
)
 

株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
制
度
に
よ
る
 

報
奨
に
基
づ
く
 

将
来
の
支
払
予
想
数
(
2
)
 

そ
の
他
全
て

の
オ
プ
シ
ョ

ン
報
奨
:
オ
プ

シ
ョ
ン
の
 

対
象
証
券
数
 

(
個
)
 

オ
プ
シ
ョ
ン

報
奨
の
行
使

価
格
又
は
 

基
準
価
格
 

(
1
株
当
た
り

ド
ル
)
 

付
与

日
に
お

け
る

株
式
報

奨
及

び
オ
プ

シ
ョ

ン
報
奨

の
公

正
価
値
 

(
ド

ル
)
 

基
準
値
 

(
ド
ル
)
 

目
標
値
 

(
ド
ル
)
 

最
高
値
 

(
ド
ル
)
 

基
準
値
 

(
個
)
 

目
標
値
 

(
個
)
 

最
高
値
 

(
個
)
 

ダ
ニ

エ
ル

・
P
・
エ
イ
モ
ス
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

4
0
,
0
3
8
 

8
0
,
0
7
5
 

8
0
,
0
7
5
 

-
 

-
 

4
,
6
3
8
,
7
4
5
 

2
0
1
6
/
1
2
/
3
0
 

-
 

-
 

-
 

6
5
,
6
2
3
 

1
3
1
,
2
4
6
 

1
3
1
,
2
4
6
 

-
 

-
 

9
,
1
3
4
,
7
2
2
 

該
当
な
し
 

1
,
5
8
5
,
2
1
0
 

3
,
1
7
0
,
4
2
0
 

6
,
3
4
0
,
8
4
0
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

フ
レ

デ
リ

ッ
ク

･
J
･
ク

ロ
フ
ォ
ー
ド
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

9
,
6
6
7
 

1
9
,
3
3
4
 

1
9
,
3
3
4
 

-
 

-
 

1
,
1
2
0
,
0
1
9
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2
2
,
5
3
4
 

5
7
.
9
3
 

2
8
0
,
0
0
3
 

2
0
1
6
/
8
/
9
 

-
 

-
 

-
 

2
,
0
5
2
 

4
,
1
0
4
 

4
,
1
0
4
 

-
 

-
 

3
0
0
,
0
4
3
 

該
当
な
し
 

4
3
7
,
5
0
0
 

8
7
5
,
0
0
0
 

1
,
7
5
0
,
0
0
0
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

ク
リ

ス
･
ク

ロ
ニ

ン
ジ

ャ
ー

三
世
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

2
5
,
0
2
8
 

5
0
,
0
5
5
 

5
0
,
0
5
5
 

-
 

-
 

2
,
8
9
9
,
6
8
6
 

2
0
1
6
/
1
2
/
3
0
 

-
 

-
 

-
 

3
5
,
0
0
5
 

7
0
,
0
1
0
 

7
0
,
0
1
0
 

-
 

-
 

4
,
8
7
2
,
6
9
6
 

該
当
な
し
 

7
3
1
,
2
5
0
 

1
,
4
6
2
,
5
0
0
 

2
,
9
2
5
,
0
0
0
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
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ポ
ー
ル
・
S
・
 

エ
イ
モ
ス
 

二
世
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

9
,
6
6
7
 

1
9
,
3
3
4
 

1
9
,
3
3
4
 

-
 

-
 

1
,
1
2
0
,
0
1
9
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2
2
,
5
3
4
 

5
7
.
9
3
 

2
8
0
,
0
0
3
 

該
当
な
し
 

4
3
7
,
5
0
0
 

8
7
5
,
0
0
0
 

1
,
7
5
0
,
0
0
0
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

エ
リ
ッ
ク
・
 

M
・
カ
ー
シ
ュ
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

8
,
2
0
0
 

1
6
,
4
0
0
 

1
6
,
4
0
0
 

-
 

-
 

9
5
0
,
0
5
2
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1
9
,
1
1
5
 

5
7
.
9
3
 

2
3
7
,
5
1
9
 

該
当
な
し
 

5
9
3
,
8
0
0
 

1
,
1
8
7
,
6
0
0
 

2
,
3
7
5
,
2
0
0
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

(
1)
 

「
非
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
制

度
に

よ
る

報
奨

に
基
づ

く
予
想

支
払
可

能
額

」
の

欄
の

金
額
は

、
報
酬

委
員
会

に
承
認
さ
れ
た
一
定
の
業
績
目

標
の
達
成
を
基
本
と
し
て
、
当
社
の

MI
P
に

基
づ

い
て

NE
O
に

支
払
わ

れ
る
水
準

を
表

し
て

い
ま
す

。
追
加

情
報
に

つ
い
て
は
、
前
述
し
た
「
報
酬

に
関
す
る
議
論
と
分
析
」
の
「
役
員

報
酬

制
度

の
構

成
要
素

 ―
 マ

ネ
ー
ジ

メ
ン

ト
・

イ
ン

セ
ン
テ

ィ
ブ
報

酬
制
度

（
M
IP
）
」
の
項
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
当
社
の
各
業
績
目
標
に
つ
い
て

は
、

低
、
目

標
及
び

高
の

業
績
水

準
が

特
定

さ
れ

ま
す
。

各
業
績

目
標
に

対
し
て
支
払
わ
れ
る
金
額
は
、

そ
の
達
成
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま

す
。

 

(
2)
 

「
株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
制
度

に
よ

る
報

奨
に

基
づ
く

将
来
の

支
払
予

想
数

」
の

欄
の

数
値
は

PB
R
Sの

株
式
数

を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

株
式
に
は
、
報
酬
委
員
会
が
定
め
る

業
績

目
標

の
達

成
を
も

っ
て
失

効
す
る

制
限

が
付

帯
し

て
い
ま

す
。
報

奨
の
権

利
は
、
当
社
の
R
B
C
比
率
に
関
す

る
3
年
間
の
累
積
業
績
目
標
が
達
成
さ
れ
れ
ば
、
付
与
日
か
ら
3
年
後
の
応
当
日
に
確
定
し
ま
す
。
業
績
株
式
は
、
20
1
6年

か
ら
20
18
年
ま
で
の
3年

間

の
算
術
平
均
に
基
づ
い
て
権
利
が
確
定
し
ま
す
。
当
該
3
年
間
の
報
奨
は
、

高
を
1
0
0
％
と
し
て
、

低
で
5
0
％
の
達
成
時
に
獲
得
さ
れ
ま
す
。
全

N
EO
は
、
PB
R
Sが

対
象
と
す
る
株

式
に
関

し
て

、
そ

の
他
全

て
の
普

通
株
式

の
株

主
と

同
じ

権
利
を

有
し
て

い
ま
す

。
か
か
る
権
利
に
は
、
株
式
の
所

有
に
関
す
る
全
て
の
付
帯
条
件
（
但

し
、

失
権

の
可

能
性
が

あ
る
間

に
当
該

株
式

を
譲

渡
す

る
権
利

を
除
き

ま
す
。

）
及
び
当
該
株
式
に
係
る
議
決

権
を
行
使
す
る
権
利
が
含
ま
れ
ま
す

。
株

式
報

奨
に

つ
い
て

発
生
す

る
配
当

金
は

、
普

通
株

式
の
他

の
株
主

が
受
領

す
る
の
と
同
じ
配
当
率
で
普
通

株
式
に
再
投
資
さ
れ
ま
す
。
か
か
る

追
加

の
制

限
付

株
式
は

、
配
当

金
が
発

生
し

た
普

通
株

式
に
関

す
る
全

て
の
制

限
が
失
効
す
る
時
ま
で
、
当
初

の
付
与
と
同
一
条
件
で
、
N
E
O
の
帳
簿
に

記
入

さ
れ

て
保
有

さ
れ
ま

す
。
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2
01
6
年

 
株

式
報

奨
の
事

業
年
度

末
残
高

 

 
 

 
次
の
表
は
、
N
E
O
に
対
す
る
株
式
報
奨

の
20
16

事
業
年
度
末
残
高
に

関
す
る

一
定

の
情

報
で
す

。
 

 

 
オ
プ
シ
ョ
ン
報
奨
 

株
式
報
奨
 

氏
 
名
 

 

オ
プ
シ
ョ
ン
 

付
与
日
 

(
年
/
月
/
日
)
 

  

未
行
使
オ
プ
シ
ョ
ン
対
象
証
券
数
 

(
個
)
 

オ
プ
シ
ョ
ン
 

行
使
価
格
 

(
ド
ル
)
 

オ
プ
シ
ョ
ン
 

満
期
日
 

(
年
/
月
/
日
)
 

株
式
報
奨
の
 

付
与
日
 

(
年
/
月
/
日
)
 

株
式
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
制
度
に
基
づ
く
報
奨
 

未
獲
得
の
株
式
、
ユ
ニ
ッ
ト

又
は
権
利
未
確
定
の
 

そ
の
他
の
権
利
の
数
(
1
)
 

(
個
)
 

未
獲
得
の
株
式
、
ユ
ニ
ッ
ト
 

又
は
権
利
未
確
定
の
そ
の
他
 

の
権
利
の
市
場
価
格
又
は
支
払
価
格

(
2
)
(
ド
ル
)
 

行
使
期
間
到
来
済
 

行
使
期
間
未
到
来
 

ダ
ニ
エ
ル
・
P
・
 

エ
イ
モ
ス
 

2
0
0
8
/
2
/
1
2
 

1
2
8
,
5
4
1
 

 
6
1
.
8
1
0
 

2
0
1
8
/
2
/
1
2
 

 
 

 
2
0
0
8
/
8
/
1
2
 

2
6
1
,
9
5
2
 

 
5
5
.
7
2
0
 

2
0
1
8
/
8
/
1
2
 

 
 

 
2
0
0
9
/
2
/
1
0
 

1
5
5
,
7
1
2
 

 
2
2
.
1
3
0
 

2
0
1
9
/
2
/
1
0
 

 
 

 
2
0
0
9
/
8
/
1
1
 

3
2
4
,
9
1
5
 

 
4
0
.
2
3
0
 

2
0
1
9
/
8
/
1
1
 

 
 

 
2
0
1
0
/
2
/
9
 

1
4
6
,
3
8
6
 

 
4
7
.
0
6
0
 

2
0
2
0
/
2
/
9
 

 
 

 
2
0
1
0
/
8
/
1
0
 

2
1
6
,
4
0
2
 

 
5
0
.
8
9
0
 

2
0
2
0
/
8
/
1
0
 

 
 

 
2
0
1
1
/
2
/
8
 

1
5
2
,
7
5
2
 

 
5
7
.
9
0
0
 

2
0
2
1
/
2
/
8
 

 
 

 
2
0
1
1
/
8
/
9
 

1
6
3
,
7
9
7
 

 
3
9
.
6
1
0
 

2
0
2
1
/
8
/
9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
1
4
/
2
/
1
1
 

3
6
,
9
4
7
 

2
,
5
7
1
,
5
1
1
 

 
 

 
 

 
2
0
1
5
/
2
/
1
0
 

6
4
,
7
7
7
 

4
,
5
0
8
,
4
7
9
 

 
 

 
 

 
2
0
1
5
/
1
2
/
3
1
 

1
7
,
3
3
0
 

1
,
2
0
6
,
1
6
8
 

 
 

 
 

 
2
0
1
6
/
2
/
9
 

8
2
,
0
4
0
 

5
,
7
0
9
,
9
8
4
 

 
 

 
 

 
2
0
1
6
/
1
2
/
3
0
 

1
3
1
,
2
4
6
 

9
,
1
3
4
,
7
2
2
 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
･
J
･
 

ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
 

2
0
1
5
/
7
/
1
 

 
2
1
,
3
4
8
 

6
2
.
4
3
0
 

2
0
2
5
/
7
/
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
1
5
/
7
/
1
 

1
4
,
0
9
9
 

9
8
1
,
2
9
0
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

 
2
2
,
5
3
4
 

5
7
.
9
3
0
 

2
0
2
6
/
2
/
9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
1
6
/
2
/
9
 

1
9
,
8
0
9
 

1
,
3
7
8
,
7
0
6
 

 
 

 
 

 
2
0
1
6
/
8
/
9
 

4
,
1
5
2
 

2
8
8
,
9
7
9
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ク
リ
ス
･
 

ク
ロ
ニ
ン
ジ
ャ
ー
 

三
世
 

2
0
1
1
/
2
/
8
 

8
0
,
7
5
0
 

 
5
7
.
9
0
0
 

2
0
2
1
/
2
/
8
 

 
 

 
2
0
1
2
/
2
/
1
4
 

4
7
,
9
5
0
 

 
4
8
.
5
6
0
 

2
0
2
2
/
2
/
1
4
 

 
 

 
2
0
1
3
/
2
/
1
2
 

4
7
,
9
5
0
 

 
4
9
.
5
0
0
 

2
0
2
3
/
2
/
1
2
 

 
 

 
2
0
1
4
/
2
/
1
1
 

3
8
,
7
6
9
 

 
6
2
.
4
1
0
 

2
0
2
4
/
2
/
1
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
0
1
4
/
2
/
1
1
 

4
5
,
6
3
4
 

3
,
1
7
6
,
1
2
6
 

 
 

 
 

 
2
0
1
5
/
2
/
1
0
 

5
1
,
6
0
6
 

3
,
5
9
1
,
7
7
8
 

 
 

 
 

 
2
0
1
6
/
2
/
9
 

5
1
,
2
8
4
 

3
,
5
6
9
,
3
6
6
 

 
 

 
 

 
2
0
1
6
/
1
2
/
3
0
 

7
0
,
0
1
0
 

4
,
8
7
2
,
6
9
6
 

ポ
ー
ル
・
S
・
 

エ
イ
モ
ス
二
世
 

2
0
0
8
/
2
/
1
2
 

3
8
,
0
0
0
 

 
6
1
.
8
1
0
 

2
0
1
8
/
2
/
1
2
 

 
 

 

2
0
0
9
/
2
/
1
0
 

4
1
,
4
8
2
 

 
2
2
.
1
3
0
 

2
0
1
9
/
2
/
1
0
 

 
 

 

2
0
1
0
/
2
/
9
 

3
3
,
0
0
0
 

 
4
7
.
0
6
0
 

2
0
2
0
/
2
/
9
 

 
 

 
2
0
1
1
/
2
/
8
 

2
8
,
0
5
0
 

 
5
7
.
9
0
0
 

2
0
2
1
/
2
/
8
 

 
 

 
2
0
1
2
/
2
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(
1)
 付

与
さ
れ
た

PB
RS

報
奨
に
関
す
る

20
16

年
12

月
31

日
現
在
の
累
積
配
当
株
式
数
が
、
次
の
通
り
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ダ
ニ
エ
ル
・
P
・
エ
イ
モ
ス
氏

に
対
す
る

20
1
4
年

2
月

1
1
日
、
20
15

年
2
月

1
0
日
、
20
1
5
年

1
2
月

31
日
、
20
1
6
年

2
月

9
日
の
付
与
に
関
す
る

2,
63
9
株
、
3
,
14

4
株
、
41
5
株
、

1
,9
65

株
。
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
氏
に
対
す
る

20
15

年
7
月

1
日
、

20
16

年
2
月

9
日
、
20
16

年
8
月

9
日
の
付
与
に
関
す
る

51
6
株
、
47
5
株

、
48

株
。

2
01
4
年

2
月

1
1
日
、
20
15

年
2
月

10
日
、
20

16
年

2
月

9
日
の
付
与
に
関
す
る
、
ク
ロ
ニ
ン
ジ
ャ
ー
氏
に
対
す
る

3
,2
5
9
株
、
2,
50

5
株
、
1,
22

9
株
、

ポ
ー
ル
・
S
・
エ
イ
モ
ス
二
世
氏
に
対
す
る

2,
04
0
株
、
90
7
株
、
47
5
株

、
カ

ー
シ

ュ
氏

に
対
す

る
1,
44
2
株
、
79
5
株
、
40
3
株
。
 

(
2)
 2
01
6
年

12
月

30
日
現
在
の
普
通
株
式

1
株
当
た
り
終
値

69
.6
0
ド

ル
に

基
づ

い
て

算
出

さ
れ
て

い
ま
す

。
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付与日 

オプションの権利確定 

スケジュール 

2014年2月11日 ポール・S・エイモス二世氏及びカーシュ

氏に対するオプションの付与日から3年後

の応当日に100％権利確定 

2015年2月10日 ポール・S・エイモス二世氏及びカーシュ

氏に対するオプションの付与日から3年後

の応当日に100％権利確定 

2015年7月1日 クロフォード氏に対するオプションの付与

日から3年後の応当日に100％権利確定 

2016年2月9日 クロフォード、ポール・S・エイモス二世

及びカーシュの各氏に対するオプションの

付与日から3年後の応当日に100％権利確定 
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株式報奨の 

付与日 

株式報奨の権利確定 

スケジュール 

2014年2月11日 アフラックのRBC比率、SMR及びOROEに関す

る累積業績目標が、付与年度から連続3暦

年にわたって達成された場合、段階的に権

利確定。各年末における測定により、 低

値で50％、 高値で150％の報奨が毎年認

定される。2017年2月14日の確定報奨は、

毎年の認定額の算術平均に基づいて、 高

支払額100％で権利が確定した。 

2015年2月10日 

2015年7月1日 

アフラックのRBC比率に関する累積業績目

標が、付与年度から連続3暦年にわたって

達成された場合、付与日から3年後の応当

日に段階的に権利確定。各年末における測

定により、 低値で50％、 高値で150％

の報奨が毎年認定される。確定報奨は、毎

年の認定額の算術平均となるが、 高支払

額は100％とする。 

2015年12月31日 アフラックのRBC比率に関する累積業績目

標が、付与年度から連続3暦年にわたって

達成された場合、段階的に権利確定。各年

末における測定により、 低値で50％、

高値で150％の報奨が毎年認定される。確

定報奨は、毎年の認定額の算術平均となる

が、 高支払額は100％とする。 

2016年2月9日 

2016年8月9日 

アフラックのRBC比率に関する累積業績目

標が、付与年度から連続3暦年にわたって

達成された場合、付与日から3年後の応当

日に一括で権利確定。当該3年間は、RBC比

率の基準値が達成された場合は50％、目標

値が達成された場合は100％の株式の権利

が確定する。 

2016年12月30日 アフラックのRBC比率に関する累積業績目

標が、付与年度から連続3暦年にわたって

達成された場合、2019年2月9日に一括で権

利確定。当該業績期間中は、RBC比率の基

準値が達成された場合は50％、目標値が達

成された場合は100％の株式の権利が確定

する。 
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2016年 オプション行使及び権利確定株式 

 

 

 次の表は、各NEOについて2016年に行使されたオプション及

び権利が確定した株式報奨に関する情報です。 

 

 オプション報奨 株式報奨 

氏 名 
 

行使による 
取得株式数 

(株) 

行使による 
実現価値 
(ドル) 

権利確定 
による取得 
株式数 
(株) 

権利確定によ
る実現価値 
(ドル) 

ダ ニ エ ル ・
P・エイモス 

477,621 9,935,779 198,599 13,665,431 

フ レ デ リ ッ
ク･J･ 
クロフォード 

- - - - 

クリス･クロ
ニンジャー 
三世 

104,000 1,171,040 55,380 3,173,832 

ポール・S・
エイモス二世 

- - 24,350 1,395,498 

エリック・ 
M・カーシュ 

21,100 407,546 24,350 1,395,498 

 

 

年金給付 

 

 

 当社には、クロフォード氏を除くNEOに適用される税法上適格

な非拠出型確定給付年金制度と、クロフォード氏及びカーシュ氏

を除くNEOを対象とする非適格補完退職給付制度があります。こ

れらの制度は全て、クロフォード氏が当社に入る前に凍結されま

した。 

当社は、一定の雇用終了事由に基づいて雇用契約上要求されな

い限り、その退職給付制度においては、追加の勤続年数を認定し

ません。ダニエル・P・エイモス氏及びクロニンジャー氏は退職

給付を即時受領する資格を有しています。ダニエル・P・エイモ

ス氏の退職給付は米国の税法上適格な報酬制度及び上級役員退職

給付制度の規定に該当します。クロニンジャー氏及びポール・

S・エイモス二世氏については、米国の税法上適格な報酬制度及

び補完役員退職給付制度に該当します。カーシュ氏の退職給付は

米国の税法上適格な報酬制度に該当します。 

 

適格確定給付年金制度 

 

 アフラック・インコーポレーテッド確定給付年金制度（以下、

「確定給付年金制度」）は、米国を本拠とする全ての適格な従業

員を対象とする、税法上適格な積立型退職給付制度です。確定給

付年金制度に基づく給付金は次の算定式に従って計算されます。 

( 終平均報酬月額の1％)×(25年までの認定勤続年数) 
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＋( 終平均報酬月額の0.5％)×(25年を超える認定勤続年数) 

確定給付年金制度において、 終平均報酬月額とは、参加者が

退職直前の連続する10勤続年中、 も報酬（給与及び非株式イン

センティブ報酬制度に基づく報酬）が高かった連続する5勤続年

の平均報酬額です。参加者は、退職年齢である65歳に達した場合、

満額の退職給付の受領資格を得ることになります。認定勤続年数

と年齢の和が80以上の場合、参加者は、満額の退職給付受領の資

格も得ることとなります。参加者が早期退職年齢である55歳に達

した時に認定勤続年数が少なくとも15年以上であった場合は、減

額された退職給付の受領資格を得ることとなります。2013年10月

1日以降雇用される新規従業員又は再雇用された元従業員につい

ては、確定給付年金制度は凍結されました。2013年第4四半期中、

確定給付型制度の現役参加者には、当該制度を脱退して401(k)の

非選択的マッチング拠出を受ける選択肢が与えられました。 

 確定給付年金制度に基づいて支払われる給付金は、社会保障給

付その他の減殺の対象とはなりません。給付金は、参加者の生涯

にわたり毎月支払われ、保険数理上減額された連生生残者年金を

選択することも可能です。年間退職給付の 高額は、内国歳入法

第415条に従って、2016年は210,000ドルに制限されていました。

また、退職給付額の算定において考慮される 高年間報酬額は、

内国歳入法第401条(a)(17)に従って、2016年は265,000ドルに制

限されていました。将来、この上限額は生計費に合わせて調整さ

れます。 

 

補完役員退職給付制度 

 

 当社の補完役員退職給付制度（以下、「SERP」）は、当社の未

積立、かつ無担保の債務であり、税法上適格な制度ではありませ

ん。同制度においては、当社の一定の役員に対し、適格確定給付

年金制度による給付金に上乗せして退職給付金を支給します。

SERPへの参加は、報酬委員会が定期的に指名する一定の主要な従

業員に限定されています。現在、クロニンジャー氏及びポール・

S・エイモス二世氏がSERPに参加しています。SERPの有資格者と

なりこれに基づいて給付を受けるためには、参加者は通常、55歳

の時点で当社又は子会社に雇用されていなければなりません。

2015年1月1日をもって、新規参加者に対するSERPの適用は凍結さ

れました。 

 SERPは、以下に記載する通り、ある1暦年中に獲得された報酬

（基本給及び非株式インセンティブ報酬制度に基づく報酬）の

終3年間の平均に基づいて給付を行う、4段階の給付額算定方式を

取っています。年間給付額は、参加者の退職時年齢によって変化

します。すなわち、55歳から59歳の間に退職した者には40％、60

歳から64歳の間に退職した者には50％、65歳以上で退職した者に

は60％の支払いが行われます。少なくとも15年間勤務した後、55
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歳より前に雇用が終了した参加者には、30％の減額給付が行われ

ます。 

 給付は、原則として終身年金の形で行われます。参加者は、終

身減額給付の受領を選択することができます。その場合、生存配

偶者は、参加者に支払われてきた額の50％相当額の給付を受ける

こととなります。給付額は、雇用終了までの連続10暦年間のうち

年間報酬額の平均値が も高かった連続する3暦年間の年間報酬

額の平均値を用いて算定されます。SERPに基づく給付金は、適格

確定給付年金制度の下で支払われる額と相殺されます。 

 

上級役員退職給付制度 

 

 当社のCEOは、上級役員退職給付制度（以下、「RPSO」）に参

加している唯一の現役従業員です。本制度の参加者は、退職後

12ヶ月間は、報酬相当額全額を受領します。その後は、毎年当人

の 終報酬額（基本給プラス非株式インセンティブ報酬）の60％

に相当する額の年次終身退職給付金を受けるか、又は 終報酬額

の54％相当の終身退職給付金を当人が受け、かつ当該参加者の死

亡後特定の期間、その生存配偶者が 終報酬額の50％の支払いを

受けることを選択することができます。 終報酬額は、当社に現

役で勤務した 後の12ヶ月間に支払われた報酬額、又は退職日前

の10年間のいずれかの暦年における 高報酬額の、いずれか高い

方とみなされます。 

 原則として、60歳現在の認定勤続年数が10年間に達しているか、

又は認定勤続年数が20年間に達していなければ、いかなる給付も

なされません。認定勤続年数が20年に達せずに65歳前に退職（就

業不能による退職を除きます。）する参加者には、減額給付が行

われることがあります。CEOの勤続年数は43年で、RPSOに基づく

退職給付金を満額受け取る権利を有していることになります。新

規参加者のRPSOへの参加は2009年1月1日に凍結されました。 

 RPSOに基づく全ての給付金は、報酬委員会の承認する通り、年

間生計費の上昇に従って増加します。また退職した参加者とその

配偶者は、生涯にわたり満額の医療費給付を受ける権利がありま

す。RPSOに基づく給付は社会保障又は適格確定給付年金制度によ

り減殺されることはありません。 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

- 91 - 

 

 

2016年 年金給付 

 

 次の表は、当社の年金給付に関して、2016年12月31日現在及び

同日に終了した年度の一定の情報を示すものです。 

 

氏 名 

 

制度の名称 

 

認定勤 

続年数

(年) 

累積給付金の 

現在価値(*) 

(ドル) 

前年から 

の変動額 

(ドル) 

前年の 

給付額 

(ドル) 

ダニエル･ 

P･エイモス 

上級役員退職給付制度 43 51,886,230 -1,367,308 - 

ｱﾌﾗｯｸ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 

確定給付年金制度 
43 1,217,141 68,289 - 

フレデリック･

J･ 

クロフォード 

ｱﾌﾗｯｸ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 

確定給付年金制度 
- - - - 

クリス･クロニ

ンジャー三世 

補完役員退職給付制度 25 22,349,210 -312,810 - 

ｱﾌﾗｯｸ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 

確定給付年金制度 
25 798,001 69,495 - 

ポール･S･ 

エイモス二世 

補完役員退職給付制度 12 6,489,736 1,362,728 - 

ｱﾌﾗｯｸ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 

確定給付年金制度 
12 280,054 40,031 - 

エリック･ 

M･カーシュ 

ｱﾌﾗｯｸ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 

確定給付年金制度 
5 133,497 36,505 - 

(*) 退職年齢については、全ての計算において、減額給付の対象

とならない退職年齢のうち も早い年齢を前提としています。

年金給付の計算に用いられた前提については、SECに提出し

た、2016年12月31日に終了した年度に係る当社の年次報告書

(Form 10-K)の連結財務諸表の注記14「福利厚生制度」に詳

述されています。 
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非適格繰延報酬 

 

 

 下記の「2016年 非適格繰延報酬」の表は、ダニエル・P・エ

イモス氏及びクロフォード氏に関する、非拠出・無担保の繰延報

酬制度であるアフラック・インコーポレーテッド経営幹部繰延報

酬制度（「EDCP」）への当社拠出金、並びに同制度に基づく獲得

金額及び残高を示しています。 

 

2016年 非適格繰延報酬 

氏 名 
 

前年の 
経営幹部 
拠出金 
(ドル) 

前年の 
当社拠出金 
(ドル) 

前年の 
獲得(喪失) 
総額(3) 
(ドル) 

引出/ 
分配総額 
(ドル) 

前年末 
現在の 
残高総額 
(ドル) 

ダニエル・P・ 
エイモス(1) 

- 441,100 335,309 - 6,194,606 

フレデリック･J･ 
クロフォード(2) 

- 315,105 - - 315,105 

クリス･クロニン 
ジャー三世 

- - - - - 

ポール・S・ 
エイモス二世 

- - - - - 

エリック・M・ 
カーシュ 

- - - - - 

(1) ダニエル・P・エイモス氏の繰延報酬441,100ドルは、当年度

の「要約報酬表」に記載されています。更に、「前年末現在

の残高総額」欄に含まれている過年度からの繰延額は、以前

の期間の報酬として報告された金額です。 

(2) クロフォード氏の繰延報酬315,105ドルは、役員を対象とし

て当社が積み立てる、権利未確定の雇用主拠出金（クロ

フォード氏の年間報酬（基本給プラスMIP）の15％に相当し

ます。）を表しています。2016年の資金は2017年3月にEDCP

に組み入れられる。これは、クロフォード氏に年金制度又は

SERPへの参加資格がないために、報酬委員会が承認した年間

拠出金です。年間拠出金は、(ⅰ)勤続15年若しくは参加後5

年のうち遅い方、(ⅱ)年齢65歳、(ⅲ)支配の変更、(ⅳ)死亡、

又は(ⅴ)就業不能のうち も早い日に、100％権利が確定し

ます。表に記入された金額は、当年度の「要約報酬表」の

「その他全ての報酬」の欄に含まれています。 

(3) 当社は、経営幹部により、又は経営幹部を代理して繰り延べ

られた金額につき、市場水準を超える支払い又は認定を行い

ません。 

 

EDCPにより、NEOを含む、米国を拠点とする特定の役員（以下、

「本参加者」）は、基本給の75％まで、また非株式年次インセン

ティブ報酬の100％までを繰り延べることができます。当社は、

報酬委員会が毎年定める金額（もしあれば）の折半拠出又はその

他の任意拠出を行うことができます。 
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EDCPは内国歳入法第409条Aの要件に従うことを条件としていま

す。EDCPに基づいて2005年より前に獲得され権利が確定した繰延

額（「新法令の適用を除外された」金額）は第409条Aの要件に服

することはなく、一般的に、同制度の条件及び2005年1月1日より

前に有効であった税法に引き続き準拠することとなります。 

「残高総額」欄の金額には、ファントム投資による投資収益

（及び損失）も含まれます。当社の401(k)制度において利用でき

る資金（普通株式を除きます。）を実質的に反映する一連の投資

選択肢から本参加者が選択したファントム投資に、勘定残高を投

資することができます。本参加者は、401(k)制度の参加者に適用

される方法と同じ方法で、投資の選択を変更することができます

（但し、ファンドにより禁止される場合を除きます。）。 

各年において本参加者がEDCPに基づいて翌年の報酬を繰り延べ

るかを選択するときには、かかる繰延べされた報酬から生じる将

来の分配金の時期及び方法も選択します。その際、各種類の繰延

べ（すなわち、給与及び非株式インセンティブ報奨）について、

それぞれ別の選択を行うことができます。特に、本参加者は、特

定の年（その時点で雇用が終了していなかったとしても）又は雇

用の終了から6ヶ月後の分配開始を選択することができます。本

参加者は、一括又は10回までの毎年の分割払いを選択することが

できます。任意拠出金の分配は、当社が指定する形式で、かつ当

社が指定する時期に行われます。 

本参加者は、最初の受領日の12ヶ月前までであれば、繰り延べ

た報酬の受領時期を遅らせ、また受領方法を変更することができ

ます。新法令の適用を除外されていない金額については、新たな

選択に際しても第409条Aの追加要件を満たさなければなりません。

第409条Aは原則として、（困難な状況となった場合を除いて）分

配を早めることができず、また分配が延期された場合は当初の分

配日の後5年間以内は分配を開始することができないと定めてい

ます。 

受領方法が選択されていない繰延金は、本参加者の離職の6ヶ

月後に一括で支払われます。 
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雇用終了時又は支配の変更時の潜在的支払い 

 

 

 本項においてのみ、「当社」とは、適宜、アフラック・イン

コーポレーテッド又はアフラックを指します。当社は各NEOと雇

用契約を締結しています。以下に記載するものを除き、各契約の

内容は類似しており、雇用終了、就業不能、死亡及び当社の支配

の変更に関する条項が盛り込まれています。 

 ダニエル・P・エイモス氏は、全ての「ゴールデン・パラ

シュート」及び雇用契約中のその他の離職に関する報酬要素に対

する権利を自主的に放棄しています。このような潜在的支払額の

削除は、「2016年 雇用終了時又は支配の変更時の潜在的支払額」

の表に反映されています。 

 残りのNEOについては、当社は、NEOが当社によって「正当な原

因」なしに解雇された場合、又はNEOが「正当な理由」で退職した場

合は、契約に定められた期間中、報酬及び給付金を継続して支払う

義務があります。加えて、当社が正当な原因なしに、又はNEOが正当

な理由で雇用を終了したときは、全ての付与済みの株式報奨は、完

全に権利が確定します。但し、当社の業績を条件とする株式報奨は、

引き続き当該業績によって決定されます。カーシュ氏は2016年1月1

日付で、雇用終了及び支配の変更時の報酬及び給付について他のNEO

に提供される報酬及び給付と同様の規定を置いた、新たな契約を締

結しました。クロニンジャー氏とポール・S・エイモス二世氏は、

SERPに基づく 高額の給付を獲得した後は、継続報酬を受ける権

利はありません。クロニンジャー氏はSERPに基づく 高額の給付

を獲得しており、したがって継続報酬を受領しません。カーシュ

氏はSERPに参加していません。 

 NEOの雇用が当社によって「正当な原因」により、又はNEOによっ

て「正当な理由」なしに終了した場合、当社は、原則として、終了

日までの報酬及び給与を支払う義務があります（但し、雇用の終了

が「正当な原因」のためでない場合は、NEOは、そうでなければ権利

があった範囲内で、RPSO又はSERPに基づく給付を受ける権利があり

ます。）。NEOの雇用契約に基づき、「正当な原因」とは一般的に、

当社の裁量により、次のいずれかの事由が発生又は存在することを

意味します。すなわち、(ⅰ)NEOが（病気、けが又は就業不能による

場合を除き）、その割り当てられた役員としての任務の実質的な遂

行を故意に怠ること、(ⅱ)NEOが当社に重大な不利益をもたらす行為

を故意に行うこと、又は(ⅲ)NEOが重罪事件の有罪判決を受け又は有

罪答弁をすることです。「正当な理由」とは、(ⅰ)当社による重大

な雇用契約違反、(ⅱ)NEOの役職、任務又は権限の重大な低下若しく

は変更、又は(ⅲ)当社の主たる事務所（又は、カーシュ氏の場合は

当社の主たるニューヨーク事務所又は同氏自身の事務所）の実質的

な移転を含むと定義されています。「正当な理由」なしの自主的雇

用終了又は「正当な原因」による解雇の場合は、NEOは、2年間、直

接又は間接に当社と競業することを禁じられています。 
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 NEOの雇用契約では、NEOが完全就業不能となった場合に一定の

期間、報酬及び給付を継続することが規定されています。クロニ

ンジャー氏及びポール・S・エイモス二世氏に対する継続報酬の

金額は、両氏がSERPにおける 高比率の給付を受ける権利を有す

る場合、60％減額されます。クロニンジャー氏はSERPにおける

高額の給付を受けており、したがってこの60％の減額の対象とな

ります。NEOが死亡した場合、NEOの生前の 後の3年間に実際に

支払われたNEOの基本給及び非株式インセンティブ報酬に相当す

る額が、3年間にわたってその遺産に支払われます。 

 当社の「支配の変更」の場合には、NEO（ダニエル・P・エイモ

ス氏を除きます。）の雇用契約は更に3年間延長されます。支配

の変更に伴い、当社が「正当な原因」なしに、又はNEOが「正当

な理由」によりNEO（ダニエル・P・エイモス氏を除きます。）と

当社の雇用関係を終了した場合は、当社はNEOに対し、他の支払

いに加え、給与の支払いに代えて、MIPに基づき、NEOの基本給と

非株式インセンティブ報酬の合計額の3倍に相当する額の一括払

い退職手当を（契約に定められた期間内に）支払わなければなり

ません。クロニンジャー氏又はポール・S・エイモス二世氏のい

ずれかが、支配の変更後の雇用終了時にSERPにおける給付の 高

比率に達していた場合、上記の一括支払いの報奨を受領すること

はありません。クロニンジャー氏はSERPにおける 高額の給付を

受けており、したがってこの金額を受領しません。支配変更時の

支払額は、所得税法上、当社による控除が不可能な範囲内で減額

されます。支配の変更に伴い、当社が「正当な原因」なしに、又

はNEOが「正当な理由」によりNEOと当社の雇用関係を終了した場

合は、当該NEOの全ての付与済みの株式報奨の権利は完全に確定

し（但しエイモス氏の場合を除きます。）、全ての業績基準は

高の業績水準で満たされたとみなされます。 

 「支配の変更」は、一般的に、(ⅰ)ある人若しくはグループが、

普通株式の50％以上の所有権を取得した時、(ⅱ)ある人若しくは

グループが、連続する12ヶ月間に、普通株式の30％以上の所有権

を取得した時、(ⅲ)連続する12ヶ月間に、取締役会を構成する個

人が、当該期間の開始時における取締役会メンバーの過半数によ

る承認なしに交代された時、又は(ⅳ)ある人若しくはグループが、

当社資産の公正価値合計額の40％以上の所有権を取得した時に生

じたとみなされます。 

 クロニンジャー氏及びポール・S・エイモス二世氏はそれぞれ

SERPに参加していますが、ポール・S・エイモス二世氏の権利は、

まだ完全には確定していません。SERPの下では、当社が正当な原

因以外の理由によって「支配の変更」後2年以内に参加者を解雇

した場合、又は参加者が同期間中に「正当な理由」で雇用関係を

終了した場合には、参加者の退職給付については権利が100％確

定し、当社との雇用関係が、それぞれ(ⅰ)（55歳に達していな

かった参加者については）55歳、(ⅱ)（55歳に達していたが60歳

に達していなかった参加者については）60歳、若しくは(ⅲ)（60
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歳に達していたが65歳に達していなかった参加者については）65

歳まで続いていたと仮定した場合に受給する資格のあった年間退

職給付の数理上の相当額を、一括して受給する資格があります。

「支配の変更」は、当社（子会社を除きます。）についてのみ、

上記の状況と同じ状況下で発生したとみなされます。この場合に

おける「正当な原因」とは、一般的に、(ⅰ)参加者が当社におけ

る任務の実質的な遂行を継続的に怠り（病気によるか又は参加者

が「正当な理由」による雇用の終了を当社に通知した場合を除き

ます。）、取締役会が当該参加者に実質的な職責の遂行を書面で

要求した後もこれが続く場合、(ⅱ)参加者が当社に著しい不利益

をもたらす行為を行った場合、又は(ⅲ)参加者が不道徳な行為が

関与する重罪又は犯罪の有罪判決を受け若しくは有罪の答弁をし、

又は不抗争の答弁をした場合を意味します。この場合における

「正当な理由」とは、「支配の変更」後に、雇用形態、任務及び

／又は報酬・給付について様々な不利な変更が行われることと定

義されています。 

 次の表は、様々な状況におけるNEOの雇用終了の際に、当該各

NEOに対して支払われる報酬の金額を示したものです。記載され

ている金額は、全ての場合において雇用終了が2016年12月31日付

で効力を有したことを前提としており、したがって、かかる時期

までに獲得された金額及び雇用終了の際にNEOに支払われる金額

の見積額を含みます。実際に支払われる給付金の性質及び金額に

は、多数の要因が影響を及ぼすため、支払額又は分配額は、以下

に示す金額と異なる場合があります。ダニエル・P・エイモス氏

及びクロニンジャー氏のみが、退職給付を即時に受領する資格の

あるNEOです。これらの給付に関する詳細については、前述の

「年金給付」及び「非適格繰延報酬」の各項をご覧ください。 

 下記の表の注に記載する通り、付与された給付及び課された要

件は雇用終了がいかなる状況において発生するかにより異なりま

す。追加の関連情報は、上記の「年金給付」及び「非適格繰延報

酬」に記載されています。 
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8
 

2
2
,
3
4
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,
2
1
0
 

福
利
厚
生
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(
1
0
)
 

1
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,
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2
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1
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,
6
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1
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,
6
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1
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1
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,
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1
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,
9
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,
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6
 

合
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3
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,
7
2
7
,
4
4
5
 

1
2
2
,
6
9
8
 

2
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,
2
3
9
,
8
1
2
 

6
,
8
9
0
,
6
0
2
 

3
8
,
9
9
6
,
9
5
0
 

3
9
,
7
3
6
,
2
5
8
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,
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,
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・
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イ
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二
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-
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-
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,
9
6
7
,
0
6
6
 

-
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4
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(1) クロフォード、ポール・S・エイモス二世及びカーシュの各

氏は、各自の雇用契約の残存期間中、給与継続支払及び非

株式インセンティブ報酬の支払を受ける権利があります。

かかる支払は、かかる支払に対する権利を自主的に放棄し

たダニエル・P・エイモス氏、又はSERPの下で受給可能な

高の給付比率に達しているクロニンジャー氏に対しては行

われません。RPSOに基づいて福利厚生給付の権利を有する

ダニエル・P・エイモス氏を除き、福利厚生給付は契約の残

存期間中存続します。上記の表には、クロニンジャー氏の

雇用契約に基づいてその配偶者及び扶養家族に支払われる

継続的医療給付の価値も反映されています。 

(2) 正当な原因による解雇により、雇用契約の残存期間に係る

給与継続支払及び非株式インセンティブ報酬の支払債務は

消滅し、当該経営幹部（ダニエル・P・エイモス氏を除きま

す。）はいかなる退職補完制度への参加資格も喪失します。

更に、権利確定済・未確定を問わず、全ての株式報奨は失

効します。 

(3) 経営幹部による正当な理由のない任意退職により、契約の

残存期間に係る給与継続支払及び非株式インセンティブ報

酬の支払債務は消滅します。更に、権利未確定の株式報奨

は失効します。但し、当社の株式契約の条件に基づいて退

職資格のあるダニエル・P・エイモス氏及びクロニンジャー

氏の場合は、雇用終了日の1年前までに付与された全ての株

式報奨の権利が（業績目標の達成を条件として）確定しま

す。 

(4) 雇用終了後に当社と競合した経営幹部は、給与及び非株式

インセンティブ報酬の追加支給並びにRPSO及びSERPに基づ

く給付に対する権利を喪失します。更に、権利未確定の株

式報奨は失効します。但し、当社の株式契約の条件に基づ

いて退職資格のあるダニエル・P・エイモス氏及びクロニン

ジャー氏の場合は、雇用終了日の1年前までに付与された全

ての株式報奨の権利が（業績目標の達成を条件として）確

定します。 

(5) 経営幹部が死亡した場合、その遺産は、当該経営幹部の生

前36ヶ月間に支払われた基本給及び非株式インセンティブ

報酬に等しい額の 終支払い（36ヶ月間にわたり均等額が

支払われます。）又は、当該経営幹部の雇用期間が36ヶ月

未満であった場合はその36ヶ月間生存していた場合に支払

われていた金額を受ける権利を有します。なお、本欄記載

の退職給付には、ダニエル・P・エイモス氏についてはRPSO、

クロニンジャー氏及びポール・S・エイモス二世氏について

はSERPに基づく、残された配偶者の年金についての累積給

付債務の現在価値が含まれています。クロフォード氏及び

カーシュ氏はSERPに参加していません。クロフォード氏は、

死亡時に権利が確定する当社出資のEDCPに参加しています。
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NEO及びその他の役員も、当社の他の給与従業員と同様に、

また同じ基準で、生命保険の給付を受ける資格があります。 

(6) 就業不能給付は一般的に、役員が就業不能の状態で雇用さ

れている間、18ヶ月にわたって支払われます。給与継続支

払又は非株式インセンティブ報酬の形式で支払われた就業

不能給付は、当社後援の就業不能所得補償制度において許

容される年間限度額（144,000ドル）により相殺されます。

クロフォード氏は、就業不能時に権利が確定する当社出資

のEDCPに参加しています。クロニンジャー氏への給付は、

同氏がSERPの下で受給可能な 高比率の給付を受ける資格

を有するため、60％減額されます。 

(7) 支配の変更後の雇用終了時、クロフォード、カーシュ及び

ポール・S・エイモス二世の各氏はそれぞれ、(ⅰ)支配の変

更の直前1年間の有効な基本給及び(ⅱ)雇用終了日の前年又

は支配の変更の前年に支払われた非株式インセンティブ報

酬のうち高い方の額を合計した金額の3倍相当額による一括

払いの退職手当を受領する権利を有します。ダニエル・P・

エイモス氏は中途退職手当を放棄しています。クロニン

ジャー氏はSERPの下で受給可能な 高比率に達したため、

この中途退職給付を受領しません。 

(8) 本欄の非株式インセンティブ報酬の額には、2017年3月に

NEOに支払われ、競業のある雇用終了を除く全ての状況下で、

2016年12月31日現在没収不可能であった2016年の非株式イ

ンセンティブ報酬は含まれません。 

(9) 本欄の金額には、一般的に、(ⅰ)RPSO及びSERPに基づいて

支払われる適用ある給付の現在価値、(ⅱ)当社の広範な退

職給付制度に継続参加する代わりに、当該役員の雇用契約

に基づいて決定された、一定の追加金額が含まれます。但

し、本欄の金額のうち、SERPに基づいて支払われる給付額

を反映した部分は、「年金給付」表に示す金額と異なる場

合があります。これは、SERPにおいては、「正当な原因」

又は死亡による雇用終了時に支払われる給付が減額される

ため、また、ポール・S・エイモス二世氏については、一定

の年金給付の受給資格を得るために必要な勤続年数を満た

していないためです。 

(10) 本欄の金額は、一般的に、適用される福利厚生給付につい

て当社が支払う全ての保険料の現在価値の一括払い見積額

を示しています。ダニエル・P・エイモス氏の欄の金額には、

RPSOに基づく同氏及び配偶者の終身にわたる退職後医療給

付、（該当する場合は）一定のその他の福利厚生給付の価

値、並びに同氏の終身にわたる医療以外の付加給付（事務

所スペースを含みます。）が含まれます。これらの金額は、

ダニエル・P・エイモス氏が当社と競合する活動に従事した

場合は支払われません。クロニンジャー氏、ポール・S・エ

イモス二世氏、クロフォード氏及びカーシュ氏各人の医療



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 101 -

 

保障の価値は、医療保険に基づく現在従業員保障に関する

毎月の会社負担保険料に、各人がその雇用契約に基づいて

決定される通り権利を有する会社負担の保障継続月数を乗

じたものです。クロニンジャー氏の医療保障の価値には、

当社が同氏の雇用契約の条件に従って同氏の配偶者及び扶

養する子に対して医療保障を継続的に提供する義務の、保

険数理的に算出された価値も含まれます。 

(11) 権利の確定が早められるストック・オプション及び制限付

株式報奨の見積額を示しています。ストック・オプション

及び制限付株式報奨の価値は次の通り決定されました。す

なわち、ストック・オプションについては、当該年度の

終営業日のNYSEにおける1株当たり終値が1株当たり行使価

格を超過した金額に、権利未確定のオプション対象株式の

数を乗じた額、制限付株式報奨については、権利未確定の

株式報奨の数に、オプションについて適用したのと同じ1株

当たり終値を乗じた額となります。業績に基づくこれらの

報奨の価値は、 高値の業績目標が達成されたと仮定して

算出されています。 
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株式報酬制度に関する情報 

 

 

 次の表は、当社の従業員又は非従業員取締役に対して当社の持

分有価証券を発行する権限のある報酬制度について、2016年12月

31日現在の情報を記したものです。 

 

制度の種類 

 

付与済 

オプション、 

ワラント及び権

利の行使により

発行される証券

の数 

(a) 

付与済 

オプション、 

ワラント及び 

権利の加重平均

行使価格(ドル) 

(b) 

株式報酬制度に

基づいて 

将来発行可能な

残存証券数 

((a)の証券の数

を除く) 

(c) 

株主承認済の 

株式報酬制度 
6,424,390 52.56 8,770,662* 

株主未承認の 

株式報酬制度 
— — — 

合計 6,424,390 52.56 8,770,662 

* (c)に記載された株式数のうち6,204,633株は、オプション、ワラント又

は権利以外の形式（すなわち、制限付株式又は制限付株式ユニットの形

式）で付与することができます。 
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第2号議案 

役員報酬に関する勧告的投票 

 

 

 当社は、当社の報酬の方針及び手続は成果主義報酬を中心とし

ており、株主の長期的利益と強く結びついていると考えています。

2008年以来、当社は、現在ではドッド・フランク・ウォールスト

リート改革及び消費者保護法により義務づけられている、一般的

にsay-on-payとして知られる勧告的投票の機会を年1回任意に株

主に提供しています。当該投票は、株主に以下の決議により当社

のNEOの報酬を承認するか否かの機会を与えます。 

 「決議：株主は、参考書類における、「報酬に関する議論と

分析」、役員報酬に関する表及び補足的説明において開示され

る内容を含む、証券取引委員会の報酬開示規則に従った、当社

の特定業務執行役員に対する報酬を承認する。」 

 株主各位の投票は勧告であるため、取締役会を拘束するもので

はありません。しかしながら、報酬委員会は将来の役員報酬の取

り決めを検討する際に投票の結果を考慮に入れます。 

 当社は、当社株主のために高水準の投資利回りを達成するべく

尽力しています。ダニエル・P・エイモスがCEOに指名された1990

年8月から2016年12月31日まで、株主に対する当社の投資利回り

（現金配当の再投資を含みます。）は、ダウ・ジョーンズ工業株

平均の1,341％、スタンダード＆プアーズ500種指数の1,101％及

びスタンダード＆プアーズ生命保険指数の865％に比べ、5,462％

を超えています。 

 

 取締役会は全会一致で、役員報酬に関する勧告的投票に対し

て、「賛成」票を投じられるよう勧誘いたします。 
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第3号議案 

将来のSay-On-Pay投票の頻度に関する勧告的投票 

 

 

 第2号議案に記載の通り、当社は株主にNEOの報酬について勧告

的投票を行う機会を提供しています。証券取引委員会の規則に基

づき、当社は、NEOの報酬に関する勧告的投票を将来の年次株主

総会の参考書類に含める頻度について、少なくとも6年に1度、株

主に勧告的投票の機会を提供する必要があります。株主は、本議

案について、当該勧告的投票を1年毎とするか、2年毎とするか又

は3年毎とするか選択することもできますし、あるいは、棄権す

ることもできます。 

 「決議：当社株主は、本決議への投票により、証券取引所法

規則第14条a-21(b)に基づく当社NEOに対する報酬に関する投票

を1年毎、2年毎又は3年毎に行うべきかについて意見を表明す

る。」 

 2008年以降毎年、当社は報酬について意見を述べる勧告的投票

（Say-on-Pay投票）の機会を任意に株主に提供してきました。株

主が当社の役員報酬プログラムや方針について見解を表明する一

貫した機会を有するよう、当社は、株主がSay-on-Pay投票を毎年

行うことを認められるべきであると考えます。株主各位の投票は

勧告であるため、取締役会を拘束するものではありません。しか

しながら、取締役会は将来の役員報酬に関するSay-on-Pay投票を

参考書類に含める頻度を検討する際に投票の結果を考慮に入れま

す。 

 

 取締役会は全会一致で、役員報酬に関する勧告的投票を「1年」

毎とするよう勧誘いたします。 
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監査・リスク委員会による報告 

 
 
 当社の取締役会の監査・リスク委員会は、NYSE上場基準及び

SEC規則における定義により独立しており、かつ財務の知識を有

していると取締役会が判断した6名の取締役によって構成されて

います。取締役会はまた、監査・リスク委員会の委員全員がSEC

規則の定義による監査・リスク委員会財務専門家であると判断し

ています。監査・リスク委員会は、取締役会が採択した書面によ

る憲章に従い運営されます。当該憲章は毎年見直され、現行規則

の全要件に準拠しており、当社のウェブサイトwww.aflac.comに

おいて、 ”Investors”、 ”Corporate Governance”、 ”Audit and 
Risk Committee”の順にクリックすると、閲覧頂けます。 

 2016年中、監査・リスク委員会の会議は11回開催されました。

これらの会議において、監査・リスク委員会は、経営陣、KPMG

（当社の独立登録会計事務所）、内部監査人、最高リスク責任者、

法律顧問その他と、当社の四半期及び年次財務諸表に関する決算

発表及びSEC提出書類、法定保険財務諸表の提出並びに財務報告

に係る当社の内部統制システムといった様々な議題について検討

及び討議しました。監査・リスク委員会は、当社の内部監査担当

取締役及びKPMGと、彼らによる当社の監査の全体的なスコープ及

び計画について討議し、定期的に状況報告を受けました。監査・

リスク委員会は、経営陣の同席の有無にかかわらず、内部監査人

及びKPMGと会議を行い、彼らの調査結果、当社内部統制の評価及

び当社財務報告の全体的な質について討議しました。 

 監査・リスク委員会は、財務報告に係る内部統制に関する報告

につき、サーベンス・オクスリー法（米国企業改革法）第404条

の当社による順守状況を監視しました。監視過程は、当社の財務

管理部、内部監査人及びKPMGによる定期的な報告及び表明を含み

ます。監査・リスク委員会は、2016年12月31日に終了した事業年

度に係る年次報告書（Form 10-K）に含まれる当社の経営幹部の

証明書、並びにKPMG作成の連結財務諸表及び財務報告に係る内部

統制の有効性の監査に関する報告書を検討しました。 

 監査・リスク委員会は、当社の独立登録会計事務所の任命、報

酬、雇用維持及び監督について責任を負っています。SEC規則及

びKPMGの方針に従い、監査パートナーには交代要件があり、各

パートナーが当社に連続してサービスを提供できる年数は制限さ

れています。主任監査パートナーが、その職において連続して

サービスを提供できる最長年数は5年間です。この交代の方針に

沿った当社主任監査パートナーの選任手続は、監査・リスク委員

会全体での議論及び経営陣との議論に加え、監査・リスク委員会

委員長と候補予定者との面談により行われます。監査・リスク委

員会は、毎年、監査チームの上級メンバーを含むKPMGの業績を評

価し、同事務所を再雇用するか又は別の監査事務所を検討するか

決定します。監査・リスク委員会は当該決定に当たり、提供を受

けたサービスの質及び効率、同事務所の世界（特に米国及び日本）

における能力、技術的な専門知識、当社の独立登録会計事務所と

しての在職期間（KPMGは1973年から同職に在任しています。）、
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並びに当社の事業及び業界に関する見識を考慮します。監査・リ

スク委員会は、この検討及び上級経営陣との討議に基づき、取締

役会に対し、KPMGを2016年度の当社の独立登録会計事務所として

推薦することが当社及び株主にとって最善の利益であると結論づ

けました。監査・リスク委員会は独立監査人を任命する単独の権

限を有していますが、その任命を追認するよう取締役会が株主に

求めることを推薦するという長年の慣行を続けます（「独立登録

会計事務所の任命の追認」（第4号議案）をご参照ください。）。 

 監査・リスク委員会はまた、公開会社会計監督委員会（米国）

（「PCAOB」）が採用した規則により討議する必要のある事項に

ついてKPMGと討議しました。監査・リスク委員会は、KPMGから、

独立性に関する独立監査人と監査・リスク委員会のコミュニケー

ションについて、PCAOBの適用要件により要求される開示書類及

びレターを受領し、KPMGの独立性についてKPMGと討議しました。

監査・リスク委員会は、2016年におけるKPMGの当社に対する非監

査業務の提供がKPMGの独立性と矛盾しないか、KPMGと検討しまし

た。 

 このような全ての職務を行うに当たり、監査・リスク委員会は

監督機能としての役割を果たしています。監査・リスク委員会は、

当社の四半期報告書（Form 10-Q）及び年次報告書（Form 10-K）

をSECに提出する前に検討します。この監督任務において、監

査・リスク委員会は、財務報告に係る適正な内部統制の確立及び

維持並びに財務諸表及びその他の報告の作成に一義的な責任を

負っている当社の経営陣、また当社の連結財務諸表及び当社の財

務報告に係る内部統制の有効性について監査及び報告を行うKPMG

による仕事や保証に依拠しています。 

 監査・リスク委員会は、これらの検討や討議及びKPMGによる報

告に依拠して、SECに提出するための2016年12月31日に終了した

年度に係る当社の年次報告書（Form 10-K）に監査済み財務諸表

を記載することを取締役会に推奨し、取締役会はこれを承認しま

した。 

 追加情報につきましては、「取締役会及び委員会」の「監査・

リスク委員会」をご参照ください。 
 

監査・リスク委員会 

委員長 ダグラス・W・ジョンソン 

W・ポール・バウワース 

チャールズ・B・ナップ 

キャロル・F・ロイド 

ジョセフ・L・モスコウィッツ 

メルビン・T・スティス 
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利害関係者間の取引 
 

 
 当社は、当社と取締役又は業務執行役員との間の取引により、

利益相反の可能性が生じ又は実際に利益相反が生じる可能性があ

ること、並びに決定が当社及びその株主にとっての最善の利益以

外の考慮に基づくように見える可能性があることを認識していま

す。したがって、当社は、当社の業務・倫理規範に沿って、かか

る取引を回避することを優先しています。しかしながら、かかる

取引が当社及びその株主の最善の利益となるか又はそれに反しな

い場合があります。そこで当社は、監査・リスク委員会がかかる

取引を検討し、適切であればこれを承認し又は追認する旨の文書

による方針を採用しました。かかる方針により、監査・リスク委

員会は、当社が現在その当事者であり又は将来その当事者となり、

かつある事業年度中に関連する金額が120,000ドルを超過し、ま

た(ⅰ)取締役、(ⅱ)業務執行役員、(ⅲ)当社の発行済社外株式の

5％超を保有する者、(ⅳ)これらの者の近親者、又は(ⅴ)これら

の者の一人が雇用され又は無限責任社員若しくは社長若しくは同

様の地位にあるか、かかる者が5％以上の受益権を有する会社、

法人若しくはその他の事業体が、直接若しくは間接を問わず、重

要な利益を過去に有し、現在有し又は将来有する、全ての取引を

検討します。監査・リスク委員会はその検討において、多数の要

因（当該利害関係者間の取引の条件が、当社にとって、独立当事

者間取引において合理的に期待される条件より不利でないかを含

みます。）を考慮に入れます。監査・リスク委員会は、その誠実

に判断するところにより、当社及びその株主の最善の利益となり

又はそれに反しない取引のみを承認し又は追認します。 

 現在継続中の以下の各取引は、監査・リスク委員会の検討と追

認を受けました。 

 クリス・クロニンジャー三世は当社の社長兼取締役です。同氏

の息子クリス・アラン・クロニンジャーは2013年から当社に雇用

されています。クリス・アラン・クロニンジャーは外交員コンサ

ルタントであり、2016年度の報酬総額（給与、賞与、手数料及び

その他の給付を含みます。）は185,913ドルでした。クリス・ア

ラン・クロニンジャーに対する報酬は、同等の職位の従業員と同

一の基準に基づくものです。 
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第4号議案 

独立登録会計事務所の任命の追認 

 

 

 2017年2月、監査・リスク委員会は、株主による追認を条件と

し、当社の2017年度連結財務書類の年次監査を行う独立登録会計

事務所として、KPMG LLP を任命しました。 

 KPMG LLP の代表者らは2017年の年次株主総会に出席すること

となっています。当該代表者らは発言することができ、適切な質

問について回答に応じます。 

 12月31日に終了した各年度に KPMG LLP が当社に提供した専門

業務に対しては、総額で以下の報酬が支払われました。 

 

（単位： ドル） 2016年 2015年 

監査報酬（12月31日に終了した年度
の当社の連結財務書類の監査）* 

 
6,560,473 

 
5,550,443 

監査関係報酬** 274,700 164,500 

税務報酬 1,927 1,895 

報酬額合計： 6,837,100 5,716,838 

*   日本社の規制上の財務書類の監査報酬として、448,472ド

ル（2016年度分）及び402,218ドル（2015年度分）がそれ

ぞれ含まれています。 

**  当社の福利厚生制度及び米国保証業務基準書（SSAE）第

16号に基づく保証報告書の監査に関する報酬が含まれて

います。 

 

 取締役会の監査・リスク委員会は、非監査の専門業務の提供が

KPMG LLP の独立性の維持に矛盾しないか否かについて考察を行

い、矛盾しないとの結論に達しました。監査・リスク委員会は、

SEC規則に基づき、非監査業務について僅少の例外（de minimis 

exceptions）の適用がある場合を除き、KPMG LLP の提供する全

ての監査業務及び非監査業務を事前に承認しています。 

 

 取締役会は全会一致で、KPMG LLP を当社の独立登録会計事務

所として選定したことの追認に対して、「賛成」票を投じられ

るよう勧誘いたします。 
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第5号議案 

アフラック・インコーポレーテッド長期インセンティブ報酬制度 

(2017年2月14日改正・改訂)の承認に関する提案 

 

 

 2004年アフラック・インコーポレーテッド長期インセンティブ

報酬制度（以下、「LTIP」）は、当初、2004年5月3日の年次株主

総会において、当社株主の承認を受けました。2012年5月7日の年

次株主総会において、当社株主は、LTIPの期間を延長し、一定の

その他の改正を行う改正・改訂を承認しました。 

 報酬委員会（以下、本第5号議案及び第6号議案において「委員

会」）及び取締役会は、株主の承認を条件として、一定の改正を

行うためのLTIPの改正・改訂を承認しました（改正・改訂後の

LTIPを「2017年LTIP」といいます。）。株主の皆様には、2017年

LTIPに基づく業績連動報奨に関して用いる業績目標の承認を含め

て、2017年LTIPをご承認くださるよう、お願いいたします。本提

案が採択されない場合、LTIPは2017年4月30日をもって終了し、

2017年LTIPは無効となります。 

 

改正案 

本提案が採択されると、2017年LTIPには、とりわけ、LTIPに対

する以下の改正が盛り込まれます。 

 

期間の延長 

 LTIPの期間は、2017年4月30日から2027年2月13日に延長されま

す。期間終了時において付与済みの報奨は、それぞれの条件に

従って引き続き効力を有します。期間が延長されない場合、LTIP

は2017年4月30日をもって終了します（但し、この場合もやはり、

期間終了時において付与済みの報奨は、それぞれの条件に従って

引き続き効力を有します。）。 

 

LTIPの対象となる株式 

 当社は以前、オプション又は株式評価益権以外の報奨に関して

付与することができる12,000,000株を含めて、LTIPに基づく発行

に利用できる25,000,000株の普通株式を留保しました（また、株

主は以前これを承認しました。）。2016年12月31日現在、

8,770,662株が、LTIPに基づく発行に利用できる株式として残っ

ていました。 

 本提案が採択されると、LTIPに基づいて以前発行され又は発行

のために留保された株式を含めて、37,500,000株の普通株式が、

2017年LTIPに基づく発行に利用できることとなります。2017年

LTIPに基づいてオプション又は株式評価益権以外の報奨に関して

付与することができる株式数は、LTIPに基づいてかかる報奨に関

して以前発行され又は発行のために留保された株式を含めて、

19,000,000株まで増加し、これによって2017年LTIPに基づいてか
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かる報奨に利用できる株式数は13,204,633株となります。そこで

当社は、2017年LTIPに基づく付与に利用できる追加の12,500,000

株について、株主の承認をお願いいたします。かかる追加の株式

は全て、IRC第422条の意味におけるインセンティブ・ストック・

オプションを含む、オプション又は株式評価益権に利用できるこ

ととなり、うち7,000,000株は、オプション又は株式評価益権以

外の報奨の付与に利用できることとなります。 

 当社の長期インセンティブ報酬制度は、当社の従業員、コンサ

ルタント及び非経営取締役の利益を、当社の株主の利益と合致さ

せるものです。この目的を促進するため、当社の報酬委員会は、

とりわけ、当社の報酬制度に基づく株式の付与に当たって、「ヒ

ストリカル・バーンレート」と「オーバーハング」の2つの測定

基準を考慮しています。当社のヒストリカル・バーンレートとは、

業績連動報奨の目標額が支払われると仮定して、ある年に付与さ

れた株式報奨の対象株式数が、同年の当社の加重平均社外株式数

に占める比率に相当する数値です。当社の2016事業年度のバーン

レートは0.37％、2014事業年度から2016事業年度までの3年間の

平均バーンレートは0.33％でした。当社のオーバーハングとは、

事業年度末における付与済みの株式報奨の対象株式数と、将来の

付与に利用できる株式数の和が、事業年度末の当社の社外株式数

に占める比率です。2016事業年度末現在の当社のオーバーハング

は4.01％でした。 

 

業績目標 

 IRC第162条(m)項は、「対象従業員」に支払われた年間報酬額

が100万ドルを超える場合の連邦所得法上の控除を、原則として

制限しています。第162条(m)項の目的において、ある年の「対象

従業員」とは、当社のCEOと、期末時点で業務執行役員を務め、

その年の年次株主総会の議決権代理行使指図書参考書類で報酬を

開示しなければならない、 も報酬の高かった上位3名の業務執

行役員（CFOを除きます。）をいいます。報酬のうち、予め設定

された業績目標の達成度に基づき支払われる一定の報酬について

は、報酬を支払うための重要な条件（使用する業績目標を含みま

す。）について株主の承認が得られれば、控除制限の適用を免除

されます。株主の皆様には以前2012年の年次株主総会でLTIPをご

承認いただいており、この承認要件は充足されています。 

 2017年LTIPの場合のように、適用される業績目標の目標値が変

化する場合（例えば承認された目標が1株当たり利益指標である

場合において、委員会が、必要な1株当たり利益の具体的な測定

基準や水準を自由に設定できる場合）、業績目標について5年毎

に再度株主の承認を得ることが、第162条(m)項により必要とされ

ています。さらに、2017年LTIPには、LTIPに基づいて承認された

業績目標の変更が含まれています。つきましては、本提案の一部

として、当社がかかる報奨により支払われるインセンティブ報酬

を（そうすることが適切であると当社が判断した場合に）控除で
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きるように、2017年LTIPに基づく業績連動報奨について用いる業

績目標につき、株主の皆様のご承認をお願いいたします。 

 株主の承認を条件として取締役会が承認した通り、2017年LTIP

は、委員会がその単独の裁量により、業績目標の達成を、2017年

LTIPに基づき付与される報奨の権利が確定し又は行使可能となる

ための条件とすることができると規定しています。この業績目標

は、委員会が予め設定し、委員会がその単独の裁量により定めた

期間に関して、次の一又は複数の基準に基づいたものとなります。

すなわち、新契約保険料、保険料収入、投資収益、収益、保険給

付金合計（現金による給付金支払額、将来の給付金の増加及び

（未計上の）給付金発生額）、費用水準、保険料払込水準、（保

険料又は保険契約に基づく）継続率、保険契約の更新、利益率、

事業利益（委員会の単独の裁量により、以下の一つ以上の項目の

影響額を除きます。すなわち、投資実現損益、パッシブ運用のデ

リバティブ及びヘッジの影響、クロス・カレンシー・スワップの

金利部分の公正価額の変動、並びに事業再編若しくは子会社の組

織変更費用、州営保証基金若しくは類似の機関による賦課金、又

はその他の非経常的費用、又は当社が米国証券取引委員会に随時

提出若しくは提供する情報において事業利益の表示から除外する

項目といった、非経常的性質をもつと委員会がみなす項目）、純

利益（該当期間について適用が義務付けられる会計方針の変更の

累積的影響額に対する引当金の考慮前又は考慮後）、株主資本利

益率（為替の影響を除外した事業利益を該当期間の期首及び期末

現在の当社の普通株主資本の平均で除して算出します。委員会の

単独の裁量により、ASC第320号に基づいて認識される包括利益累

計額を除きます。）、新規投資利回り、運用資産利回り、株主資

本、株主資本事業利益率、規制上の自己資本水準、規制上の自己

資本比率、リスクベースの自己資本水準又は比率、ソルベン

シー・マージン比率、株価、株主の総合利回り、又は、ある報奨

がIRC第162条(m)項に基づく対象従業員でない者に付与される限

りにおいて、委員会が適切とみなすその他の業績目標です。 

 株主の承認を条件として取締役会が承認した通り、2017年LTIP

はさらに、委員会が決定する通り、業績目標の達成は、(a)個別

に、選択的に、又は組合せにより、(b)当社、子会社、事業部門、

事業単位若しくは部門、商品ライン、商品、又はこれらの組合せ

について、(c)絶対値で、又は目標値、成長率、特定の比較対象

グループ、他の期間の業績、インデックス若しくはその他外部の

測定基準と比較して、及び(d)合計又は1株当たり数値に基づいて

測定することができると規定しています。業績目標には、報奨を

得ることができなくなる業績水準の閾値、報奨の一部を得ること

ができる業績水準、及び報奨の全部を得ることができる水準を含

めることができます。報奨に基づく支払いがIRC第162条(m)項の

意味における業績連動報酬として適格と認められるために必要な

限りにおいて、業績目標の達成が権利確定の条件又は行使可能と

なるための条件である報奨は、当該業績目標が達成されたことが
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委員会によって認定された後でなければ権利確定せず、又は行使

可能とならない（場合によります。）ものとします。委員会は、

業績目標の達成は、適切に除外されるべきと委員会が決定する事

由又は出来事（例えば事業再編若しくは子会社の組織変更費用、

州営保証基金若しくは類似の機関による賦課金、又はその他の非

経常的費用、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則

（「GAAP」）により義務付けられる会計基準の変更、異常若しく

は頻度が低い性質の項目、適用法令の変更）の影響には関係なく、

又は財務報告の目的上、外国通貨から米ドルへの換算が事業セグ

メントに及ぼす影響の全部又は一部を除外して、決定されるもの

と規定することができます。但し、委員会は、IRC第162条(m)項

に基づく「適格業績連動報酬」の要件を満たすことが意図される

報奨については、当該報奨について、その業績連動報酬としての

資格を失わせるような裁量権を行使しないものとします。対象従

業員でない参加者については、委員会が随時設定する定性的業績

目標も含めることができます。対象従業員である参加者について

は、委員会は、上記の業績目標の達成を条件として、委員会が随

時設定する追加の定性的業績目標を課すことができます。 

 

追加の変更 

 2017年LTIPでは、LTIPに一定のその他の変更を加えています。

そのうち も重要な変更について、以下に説明します。 

 

2017 年 LTIP の要約 

 以下の2017年LTIPの説明は、全体としては付属書類Aとして添

付されている 新の2017年LTIP本文全文（本第5号議案による株

主の承認を得ることを条件に当社が改定したもの）をご参照いた

だくことが必要です。 

 

目的 

 2017年LTIPは、当社又はその関連会社の役員及びその他の従業

員に対して、当社又はその関連会社との雇用関係を構築、継続す

ること、及び当社の長期的成功から利益を得ることについての適

切なインセンティブ及び報酬を提供することにより、当社及びそ

の株主の利益を促進すること、当社の非従業員取締役に報酬を与

え、これら非従業員取締役に株式価値の向上に直結するインセン

ティブを与えること、並びに個々の役員、他の従業員及び非従業

員取締役の長期的な責務の達成に報いることを目的とします。 

 

管理運営 

 2017年LTIPは、委員会によって管理運営されます。適用ある法

律要件を満たすために必要な限度において、委員会の各委員は

（証券取引所法に基づき公布される取引法規則16b-3の意味にお

ける）「非従業員取締役」となり、また（IRC第162条(m)項の意

味における）「社外取締役」となります。 
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 委員会は、その単独の裁量により、2017年LTIPの明示的な規定

に従うことを条件として、かつこの規定に反することなく、2017

年LTIPを管理運営するとともに、2017年LTIPに基づき特に付与さ

れているか又は2017年LTIPの管理運営に必要若しくは望ましい一

切の権能及び権限（2017年LTIPに基づき報奨を付与する権限を含

むが、これに限定されません。）を行使する権限、報奨を付与す

る対象者及び時期を決定する権限、付与する報奨の種類及び数、

報奨に関係する当社普通株式の数、並びに報奨に関する諸条件、

制限及び業績基準を決定する権限、報奨の清算、取消し、失権、

交換又は放棄を可能とするか、及びどの程度、いかなる状況にお

いて可能とするかを決定する権限、当社若しくは当社の財務諸表

に影響する臨時若しくは非経常的事由を認識することにより、又

は適用される法令、規制若しくは会計原則の変更に対応するため

に、業績目標に調整を加える権限、2017年LTIP及び報奨の解釈を

行う権限、2017年LTIPに関する規則及び規制（休暇、及び従業員

から役務提供者若しくはコンサルタントへの変更並びにその逆の

場合に関する規則及び規制を含むが、これらに限定されませ

ん。）を定め、改定し、撤回する権限、契約書の条件及び規定を

決定する権限、並びに2017年LTIPの管理運営に必要又は望ましい

と認めるその他一切の決定を行う権限を有します。 

 委員会は、参加者の死亡、就業不能又は退職の場合、その単独

の裁量により、2017年LTIPを改定することなく、(ⅰ)参加者に付

与されたオプション又は株式評価益権の行使の条件である勤続年

数を基準とする条件又は業績を基準とする条件（退職の場合を除

きます。）を緩和若しくは放棄し、雇用終了後の行使に関して

2017年LTIPの運用規定を放棄若しくは改定し、又はその他の方法

で当該オプション若しくは株式評価益権の条件を調整し、かつ

(ⅱ)参加者に付与された制限付株式若しくは制限付株式ユニット

の権利確定の条件である勤続年数を基準とする条件又は業績を基

準とする条件（退職の場合を除きます。）を緩和若しくは放棄し、

又はその他の方法で当該報奨に適用される条件を調整することが

できます。 

 委員会は、適用される証券取引法及び税法の要件と矛盾しない

場合には、全部又は一部の管理権限を委譲することができます。 

 

授権株式 

 当社は以前、LTIPに基づく発行のために25,000,000株の普通株

式を留保しました（また、株主は以前これを承認しました。）。

本提案が採択されると、LTIPに基づいてすでに付与され、又はす

でに付与された報奨に関して留保された18,609,992株（2017年2

月22日付で決定されました。）を含めて、37,500,000株の普通株

式が、2017年LTIPに基づく発行に利用できることとなります。い

かなる個人も、2017年LTIPに基づいて、1暦年の間に1,500,000株

超を対象とする報奨を付与されることはありません（この制限は

LTIPに基づく制限から変更されていません。）。また、2017年
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LTIPの全期間において、オプション及び株式評価益権以外の報奨

に関して付与される株式数は、19,000,000株を超えないものとし

ます。 

 2017年LTIPに基づいて付与された報奨が満了又は終了した場合、

報奨の対象であった普通株式は2017年LTIPに基づいて再び利用す

ることができます。但し、当該株式がオプションの支払いのため

に提供され、源泉徴収義務を果たすために当社若しくは参加者に

よって交付若しくは保留され、又は株式で決済される株式評価益

権の対象株式であって、当該報奨の決済時に発行されなかったも

のである場合を除きます。当社の株総数に変更があった場合、又

は吸収合併、新設合併、分割、その他同種の企業取引があった場

合、2017年LTIPは、発行又は付与可能な株式の数及び種類又は報

奨の対象となる株式の数及び／又は価格に対する適切な調整につ

いて規定します。 

 

資格 

 2017年LTIPに基づき、委員会がその単独の裁量で選ぶ当社又は

その子会社の従業員（現在約9,900名）及び当社の非従業員取締

役（現在11名）に対して報奨を付与することができます。上記の

目的において、当該従業員には、当社又はその関連会社との将来

の雇用の申し出に関連して報奨を付与される、従業員内定者を含

むものとします。 

 

報奨の種類 

 委員会は、2017年LTIPに基づいて次の4種類の報奨を付与する

ことができます。すなわち、(ⅰ)オプション（IRC第422条の意味

におけるインセンティブ･ストック･オプション及びインセンティ

ブ･ストック･オプションとしての基準を満たさない非適格オプ

ションを含みます。）、(ⅱ)制限付株式、(ⅲ)制限付株式ユニッ

ト、及び(ⅳ)株式評価益権です。各報奨は、委員会がその単独の

裁量で必要又は望ましいとみなす条項を含み、2017年LTIPの条項

と矛盾しない契約により証されます。 

 

ストック･オプション 

 オプションは、その保有者に対して、特定の期間中に、委員会

が決定する購入価格（当該購入価格は、オプションの付与日にお

ける普通株式の公正市場価格を下回りません。）で普通株式を購

入する権利を与えるものです。2017年LTIPに基づいて付与される

各オプションは、付与日から10年間又は委員会の定めるより短い

期間において行使することができます。オプションは、購入する

株式のオプション価格を全額現金で支払うこと、購入する株式の

オプション価格に等しい公正市場価格を有する普通株式を提供す

ること、又は委員会が承認するその他の方法によって、全部又は

一部（通常100株以上で）を行使することができます。参加者の

（2017年LTIPに定義される「正当な原因」以外の理由による）当
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社による雇用の終了日において行使可能なオプションは、当該雇

用終了日以降、オプション契約に定める期間又はその他委員会の

定める期間において行使することができます。適用されるオプ

ション契約に定めがある場合を除いて、参加者が保有するオプ

ションは、正当な原因に基づく当社による雇用の終了日に直ちに

終了します（その時点で行使可能であるか否かを問いません。）。

委員会は、オプションに関して上記に定める規則を変更する裁量

を有しています。 

 

制限付株式 

 制限付株式報奨には、失権のリスクを有する普通株式の付与が

含まれます。各制限付株式については、参加者が支払うべき価格

並びに権利確定の日付及び条件が委員会の裁量によって決定され

ます。委員会が別途定めない限り、制限付株式の保有者は、権利

確定前に当該株式を譲渡できないものとします。制限付株式の保

有者は、当該株式に関する議決権を有し、また当該株式に関する

全ての配当を受領します（但し、委員会は、対象となる株式に付

される制限が終了するまで、当該株式に対する配当をエスクロー

に再投資及び／又は保有するとの決定を行うことができます。）。

当社における雇用が終了するときは、制限付株式の保有者は、当

該制限付株式を、当該制限付株式についてエスクローにおいて保

有された配当とともに、当社に対し譲渡することを要求されるこ

とがあり、雇用の終了が正当な原因による場合は、これを要求さ

れます。 

 

制限付株式ユニット 

 制限付株式ユニットの報奨は、その保有者に対して、権利確定

日から、当社の普通株式1株を受領する権利を与えるものです。

各制限付株式ユニットについて、権利確定の日付及び条件は委員

会がその裁量で決定します。普通株式に関する配当を付与する際、

各制限付株式ユニットには、配当金額に相当する価値の追加の制

限付株式ユニットに転換される配当同等物が認定されます。何ら

かの理由で参加者の当社における雇用が終了するときは、参加者

が保有し権利が確定していない全ての制限付株式ユニット及びこ

れに関連する配当同等物は、委員会が適用ある報奨契約において

別途定めない限り失権します。 

 

株式評価益権（「SAR」） 

 SARは、その行使時に、当社普通株式の公正市場価格がSARの付

与価格を超過する金額に相当する普通株式を取得する権利を、参

加者に与えるものです。各SARの付与価格は、付与日における普

通株式の公正市場価格を下回りません。SARは、委員会がその裁

量により決定する条件によってのみ行使可能となります。SARの

行使期間は委員会が定めますが、10年を超えることはありません。 
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非従業員取締役に対する報奨 

 非従業員取締役（2017年LTIPにおいて定義する通り。）に対し

ては、以下に記載するものを除いて、報奨は付与されません。

2017年LTIPに基づく非従業員取締役に対する報奨は、原則として

2017年LTIPに基づいて従業員に付与される報奨と同じ条件で付与

されます。但し、2017年LTIPに基づいて委員会に別途留保された

役割を取締役会（該当する非従業員取締役を除きます。）が行う

こと、及び下記「権利確定に関する特別規定」に要約する内容を

除きます。 

 初めて非従業員取締役となった者には、就任日に、それぞれ、

（取締役会又はその指定する者が誠実に合理的に決定する）当社

の株式合計10,000株を対象とするオプションの価値を超えない価

値を付与日現在において有するオプション、株式評価益権、制限

付株式又はこれらの組合せが付与されます（但し、株総数の変更

又はその他の会社の事由が発生した場合には、上記の調整の対象

となります。）。但し、以前は非従業員取締役としての資格を満

たさず、当社又は当社の関連会社の従業員としての立場を終了し

た結果としてのみ非従業員取締役となった取締役に対しては、当

該報奨は付与されません。その後、各非従業員取締役（以前は非

従業員取締役としての資格を満たさず、後に非従業員取締役と

なった取締役を含みます。）は、475,000ドル（この金額は、

LTIPに基づく200,000ドルから増加しています。）を超えない

（取締役会又はその指定する者が誠実に合理的に決定する）価値

を有するオプション、株式評価益権、制限付株式又はこれらの組

合せを随時付与されます（但し、前文に基づいて報奨を付与され

た非従業員取締役の場合、前文に基づいて報奨が付与された当社

の事業年度後 初の当社の事業年度よりも前には付与されませ

ん。）。 

 取締役会はまた、非従業員取締役に対する年間顧問料及び/又

は会議の出席報酬の全部又は一部を、2017年LTIPに基づく報奨の

形式で支払うことができると定めることができます。但し、その

ような報奨は、付与日において、当該報奨の形式で支払われる年

間顧問料及び／又は会議の出席報酬の価値を超えない（取締役会

又はその指定する者が誠実に合理的に決定する）価値を有するも

のとします。 

 

支配の変更 

 適用される雇用契約に別途定める場合を除き、支配の変更

（2017年LTIPに定義する通り。）後24ヶ月以内に、当社が正当な

原因以外により行い、又は報奨の保有者が正当な理由で行う（こ

れらの用語は2017年LTIP又は適用される雇用契約において定義さ

れる通り。）雇用終了によって、当社が報奨の保有者の雇用を停

止した場合は、(ⅰ)それまで行使可能でなく、権利確定していな

かった行使権が付帯する報奨は、完全に行使可能となり、権利確

定するものとします。但し、業績目標が課された各報奨について
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は、当該報奨の比例部分が（各業績期間のうち全部又は一部が経

過した月数に基づいて）、当該雇用終了日付で完全に行使可能と

なり、権利確定するものとし、報奨に課された業績目標は、当該

雇用終了日付で測定されるものとします。(ⅱ)上記以外の報奨に

適用される制限、繰延制限、支払条件及び失権条件は消滅するも

のとし、当該報奨は完全に権利確定したものとみなされるものと

します。但し、業績目標が課された各報奨については、当該報奨

の比例部分が（各業績期間のうち全部又は一部が経過した月数に

基づいて）、完全に権利が確定したとみなされるものとし、報奨

に課された業績目標は、当該雇用終了日付で測定されるものとし

ます。当社の承継者が当該報奨の引受又は代替の提供を拒否する

場合には、かかる早期の権利確定は、取締役会の裁量により、支

配の変更の完了時に発生することがあります。 

 

権利確定に関する特別規定 

 上記の通り、委員会は、その単独の裁量により、予め定める業

績目標の達成を、2017年LTIPに基づいて付与される報奨の権利が

確定し又は行使可能となるための条件とすることができます。 

 さらに、2017年LTIPのいかなる他の規定にもかかわらず、報奨

は1年の 短期間でその権利が確定します（すなわち、失権不能

となります。）。但し、(ⅰ)支配の変更があり又は参加者が死亡

し若しくは就業不能となった場合、当該 短の権利確定期間は不

要となり、(ⅱ)当社の年次株主総会の日付で非従業員取締役に付

与された報奨は、早ければ次の年次株主総会の日付で権利確定す

ることができ、(ⅲ)2017年LTIPの期間中に、1,875,000株を上限

として、 短の権利確定要件なしに当該報奨を付与することがで

きます（この株式数には、かかる 短の権利確定が要求されない

LTIPに基づいて以前付与された報奨が含まれます。）。 

 

禁止行為 

 当社の株主の承認がなければ、2017年LTIPに基づいて委員会

（又は委員会の委託を受けた者）が取るいかなる措置も、以下の

効果をもたないものとします。 

・ オプション又は株式評価益権の行使又は付与価格を、その付

与後に低下させること、 

・ 以前付与されたオプション又は株式評価益権を、行使価格又

は付与価格が当社普通株式の公正市場価額を上回る場合に、

他の報奨と引き換えに取り消すこと。但し、当社の組織再編、

吸収合併若しくは新設合併、当社の資産の全部若しくは実質

的に全部又はいずれかの事業部門の売却、交換又は譲渡、当

社の社外議決権付株式の全部又は実質的に全部の直接又は間

接的な取得、又はその他の支配の変更若しくは資本再構成に

関連する場合を除きます。又は、 

・ 当社普通株式の公正市場価額を上回る行使又は付与価格で以

前付与された報奨を、現金と引き換えに取り消すこと。 
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2017 年 LTIP の改正又は終了 

 取締役会は、いつでも2017年LTIPを停止若しくは終了し、又は

いかなる点についても改訂若しくは改正することができます。但

し、(ⅰ)2017年LTIPに加える改定が(A)2017年LTIPに基づく発行

のために利用できる株式数を増加させ（総株式数又は類似の事由

に関する場合を除きます。）、(B)2017年LTIPへの参加資格を有

する個人の区分を拡大し、(C)2017年LTIPに基づき参加者が得ら

れる利益を著しく増大し、又は(D)付与後のオプション若しくは

株式評価益権の行使価格若しくは付与価格を引き下げる効果を有

するものである場合、及び(ⅱ)IRC第162条(m)項若しくは第422条、

その他適用される法令若しくは証券取引所の要件を充足するため

に必要な場合はその限度において、株主の承認を要するものとし

ます。但し、2017年LTIPに基づく措置は、参加者の承諾を得るこ

となく、付与済みの報奨に基づく参加者の権利に不利な影響を及

ぼしてはなりません。2017年LTIPに基づく報奨は、2027年2月13

日より後は付与することはできませんが、かかる時点よりも前に

付与された報奨はその条件に従い引き続き効力を有します。 

 

2017 年 LTIP の給付 

 ニューヨーク証券取引所における2017年3月1日の当社普通株式

1株当たりの終値は、72.98ドルでした。 

 同日付で、LTIPに基づき、当社普通株式に関するストックオプ

ションが、以下の個人に対し、以下に示す株式数を対象として付

与されていました。 

 

氏名及び役職 株式数 

ダニエル･P･エイモス(会長、CEO） 1,818,551 

フレデリック・J・クロフォード(ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･バｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ、

CFO) 43,882 

クリス･クロニンジャー三世(社長) 619,419 

ポール・S・エイモス二世(アフラック社長) 285,333 

エリック・M・カーシュ(ｱﾌﾗｯｸのｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･バｲｽ･ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ、 

グローバル最高投資責任者) 147,481 

業務執行役員全体 3,687,606 

非従業員取締役全体 281,146 

各取締役選任候補者 3,004,449 

上記の各アソシエイト -- 

付与された全オプションのうち最低5％を受領したその他の者 -- 

全従業員(業務執行役員を除きます。) 7,860,075 

 

 本第5号議案の関連情報については、「株式報酬制度に関する

情報」の表(102頁)もご参照ください。 
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連邦所得税に関する情報 

 下記は、2017年LTIPに基づいて付与されるストック･オプショ

ンに現在適用される一定の連邦所得税効果に関する議論です。こ

こに記載した議論は概要に過ぎず、適用される法律は変更される

ことがあります。関連する連邦税の全規定の完全な記述について

は、IRC及びそのガイダンスをご参照ください。 

 

非適格ストック･オプション（「NSO」） 

 オプション保有者は、通常、NSOの付与時には課税所得を認識

しません。むしろ、オプション保有者は、NSOの行使時に、購入

した株式の公正市場価格が行使価格を超過した額に相当する金額

について、所得税上の通常所得を認識します。当社は通常その時

点で、オプション保有者が認識する通常所得と同じ額について税

額控除を行う権限を有します。 

 NSOの行使により取得した株式を後に売却又は交換する場合、

当該株式の売却、交換又は処分の際に受領した金額と、行使日に

おける当該株式の公正市場価格の差額は、通常、オプション保有

者が当該株式を保有した期間の長さによって、通常、長期又は短

期のキャピタルゲイン又はキャピタルロス（当該株式がオプショ

ン保有者の資本的資産である場合）として課税されます。 

 

インセンティブ・ストック・オプション（「ISO」） 

 オプション保有者は、ISOの付与又は適時行使時において、通

常所得を認識しません（また、当社も控除を認められません。）。

しかし、ISOの行使日における普通株式の公正市場価格が購入価

格を超過した場合、通常、オプション保有者の「代替 小課税所

得」を増加させる項目となります。 

 ISOの行使は、その期間中に行使され、またオプション保有者

がISOの付与日に始まりISOの行使日の3ヶ月前の日に終了する期

間中に（又はオプション保有者が就業不能の場合は行使日の1年

前までに、オプション保有者が死亡した場合は制限なしに）常に

当社又は子会社の従業員であり続けた場合には、適時となります。

時機を失してISOを行使した場合における税効果は、NSOに適用さ

れる上記の規則に従って決定されます。 

 ISOの適時の行使により取得された株式が後に処分される場合、

又は当該株式がオプション保有者の資本的資産である場合、オプ

ション保有者は通常、当該株式の売却によって実現する金額とオ

プションの行使価格との間の差額に等しい金額の（オプション保

有者が当該株式を保有した期間の長さにより）長期又は短期の

キャピタルゲイン又はキャピタルロスを認識します。当社は、こ

れらの状況において、オプション保有者によるISOの行使又は当

該株式の売却に関する所得税を控除することは認められていませ

ん。 

 一方、オプション保有者が、ISOの行使により取得した株式を、

ISOの付与日から2年経過する前に、又はISOの行使によって当該
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株式が当該保有者に譲渡された日から1年以内に処分した場合

（以下、「不適格処分」）、オプション保有者が実現した利益は、

通常、以下の通り不適格処分時において課税対象となります。す

なわち、(ⅰ)行使価格と、ISOの行使日における当該株式の公正

市場価格又は当該不適格処分により実現した金額のうちいずれか

少ない方の額との差額の範囲においては、通常所得の税率により、

また(ⅱ)当該株式がオプション保有者の資本的資産である場合、

当該不適格処分により実現された金額が、行使価格とオプション

保有者が認識する通常所得の合計額を上回る範囲で、（オプショ

ン保有者が当該株式を保有した期間の長さにより）短期又は長期

のキャピタルゲインとして、課税対象となります。そのような場

合、当社は、不適格処分時において通常所得としてオプション保

有者に課税可能な金額について、所得税控除を求めることができ

ます。 

 

 取締役会は全会一致で、アフラック・インコーポレーテッド

長期インセンティブ報酬制度（2017年2月14日改正・改訂）の承

認につき「賛成」票を投じられるよう勧誘いたします。 
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第6号議案 

改正・改訂2018年マネージメント・ 

インセンティブ報酬制度の承認に関する提案 

 

 

 当社が現在実施しているマネージメント・インセンティブ報酬

制度（「MIP」）は、当初1985年に取締役会により承認され、そ

の後1994年及び1999年に、また2004年及び2009年に開始する複数

の年について、また直近では2013年期首をもって改正・改訂され

ました。 

 委員会及び取締役会は、株主の承認を条件として、MIPの改

正・改訂を承認しました（改正・改訂後の「2018年マネージメン

ト・インセンティブ報酬制度」を「2018年MIP」といいます。）。

株主の皆様には、2018年MIPにおいて用いる業績目標の承認を含

めて、2018年MIPをご承認くださるよう、お願いいたします。本

提案が採択されない場合、MIPは2017年末をもって終了し、2018

年MIPは無効となります。 

 

改正案 

取締役会が2018年MIPを採択した第一の目的は、MIPの期間を

2022年まで延長すること、及び業績目標が達成されたと委員会が

判断する状況の規定に修正を加えることによって、MIPの有効性

を継続、強化することです。 

本提案が採択されると、MIPの期間は2022年末まで延長されま

す。期間終了時において付与済みの報奨は、それぞれの条件に

従って引き続き効力を有します。期間が延長されない場合、MIP

は2017年末をもって終了します（但し、この場合もやはり、期間

終了時において付与済みの報奨は、それぞれの条件に従って引き

続き効力を有します）。 

 2018年MIPは、2018年MIPに基づいて支払うことのできる報酬が、

IRC第162条(m)項の意味における業績連動報酬としての適格性を

確保することを目的としています。前述の第5号議案で言及した

通り、IRC第162条(m)項は原則として、「対象従業員」（すなわ

ち、年末において在任している、CEO及びその他の も報酬の高

かった業務執行役員（CFOを除きます。）3名）に対して支払われ

た報酬が年間100万ドルを超える部分については、雇用者による

控除を認めていません。但し、業績連動報酬は、中でも、報酬を

受ける資格のある従業員や業績目標の基準となる事業上の規準の

内容、「対象従業員」に支払われる可能性がある報酬の 高額な

どの、報酬支払の基準となる重要な条件が、報酬の支払いに先

立って株主に開示され、且つ単独の議案として株主の承認を受け

るという要件を満たす場合は、この控除の制限から除外されます。

そのため、2018年MIPは、年次株主総会で承認を受けるため株主

に提出されています。 
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2018年MIPは、以下に記載する通り、MIPに一定のその他の変更

を加えるものです。 

 株主が2018年MIPを承認した場合、当社の2018年1月1日以降始

まる業績期間に関して支払可能な業績報奨（もしあれば）につい

てその効力が発生し、2017年より後は現行のMIPに基づく報奨の

付与は行われず、2022年より後は2018年MIPに基づく報奨の付与

は行われないこととなります（但し、その時点で付与済みの報奨

はそれぞれの条件に従って決済されます。）。 

 

2018年MIPの要約 

 以下の2018年MIPに関する記載は概略であり、全体としては

2018年MIP本文（付属書類B）をご参照いただくことが必要です。 

 2018年MIPは、企業、組織及び事業の発展目標を補強すること、

1年毎又は長期的な財務上その他の事業目的の達成を促進するこ

と、参加者の報酬の一部を当社の業績に直接連動させること、及

び個々の役員その他の従業員に対して、その長期的な責務の達成

に報いることを目的としています。この目的を達成するために、

2018年MIPは、当社の成功に対して重要な貢献を行う地位にある

当社及びその子会社の従業員（業務執行役員及び取締役でもある

従業員を含みます。）に対する業績報奨の付与について規定して

います。 

 2018年MIPの管理運営は、委員会が行います。委員会は、

(1)2018年MIPに参加する従業員を選定し、(2)2018年MIPに基づく

全ての報奨の付与を行い、(3)報奨に適用される業績期間の存続

期間を決定し、(4)かかる報奨に関する業績目標などの条件（各

報奨間で同一である必要はありません。）を決定し、(5)業績目

標が達成されたか否かを認定し、(6)2018年MIPに基づく報奨が決

済、取消し、失効又は放棄され得るか否か、その程度、及びどの

ような状況下で行うかについて決定し、(7)2018年MIPやこれに基

づく報奨の解釈、判断を行い、(8)2018年MIPの管理運営に関する

規則・規定を作成し、また(9)2018年MIPの管理運営に必要又は望

ましいその他全ての決定を行います。 

 委員会は、2018年MIPに基づいて報奨を受ける資格のある従業

員と、当該報奨の条件を、単独の裁量で決定します。当社及びそ

の子会社の全従業員（現在約10,212名）には、潜在的に2018年

MIPへの参加資格があります。しかしながら、どの従業員が2018

年MIPに基づく報奨（もしあれば）を受けるか、又はどのような

条件に基づくかについては、一切決定されていないため、2018年

MIPに基づいて提供される給付も現時点では決定することができ

ません。 

 委員会は、ある報奨について、当社の事業年度、又は（当該報

奨の付与日において当社の 高投資責任者（若しくは通常 高投

資責任者が有する任務を負う従業員）であり又はかかる従業員に

直接又は間接に報告を行う従業員の場合は）1年間、2年間若しく

は3年間の連続する事業年度を、報奨の業績期間として設定する
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ことができます。いかなる従業員も、当社の1事業年度において

複数の報奨を付与されることはありません。但し、ある報奨の業

績期間が1年を超える場合には、参加者は何時でも複数の報奨の

対象となることができます（例えば、業績期間が3年間の報奨が、

複数年連続して付与された場合）。いずれにせよ、ある事業年度

中に、業績期間がその年度で（又はその年度中に）終わる全ての

報奨について、IRC第162条(m)項の控除制限に従って1名の従業員

に支払うことができる 高額は、900万ドル（MIPに基づいて現在

適用されている制限と同じです。）となります。 

 委員会は、2018年MIPに基づく報奨を受領する条件として、業

績期間中に達成すべき業績目標を設定します。業績目標は第5号

議案で改正・改訂LTIPについて提案されているものと同じであり、

以下の項目の一部又は全部を含めることができます。すなわち、

新契約保険料、保険料収入、投資収益、収益、保険給付金合計

（現金による給付金支払額、将来の給付金の増加及び（未計上

の）給付金発生額）、費用水準、保険料払込水準、（保険料又は

保険契約に基づく）継続率、保険契約の更新、利益率、事業利益

（委員会の単独の裁量により、以下の一つ以上の項目の影響額を

除きます。すなわち、投資実現損益、パッシブ運用のデリバティ

ブ及びヘッジの影響、クロス・カレンシー・スワップの金利部分

の公正価額の変動、並びに事業再編若しくは子会社の組織変更費

用、州営保証基金若しくは類似の機関による賦課金、又はその他

の非経常的費用、又は当社が米国証券取引委員会に随時提出若し

くは提供する情報において事業利益の表示から除外する項目と

いった、非経常的性質をもつと委員会がみなす項目）、純利益

（該当期間について適用が義務付けられる会計方針の変更の累積

的影響額に対する引当金の考慮前又は考慮後）、株主資本利益率

（為替の影響を除外した事業利益を該当期間の期首及び期末現在

の当社の普通株主資本の平均で除して算出します。委員会の単独

の裁量により、ASC第320号に基づいて認識される包括利益累計額

を除きます。）、新規投資利回り、運用資産利回り、株主資本、

株主資本事業利益率、規制上の自己資本水準、規制上の自己資本

比率、リスクベースの自己資本水準又は比率、ソルベンシー・

マージン比率、株価、株主の総合利回り、又は、ある報奨がIRC

第162条(m)項に基づく対象従業員でない者に付与される限りにお

いて、委員会が適切とみなすその他の業績目標です。 

 委員会が決定する通り、2018年MIPに基づく業績目標の達成は、

(a)個別に、選択的に、又は組合せにより、(b)当社、子会社、事

業部門、事業単位若しくは部門、商品ライン、商品、又はこれら

の組合せについて、(c)絶対値で、又は目標値、成長率、特定の

比較対象グループ、他の期間の業績、インデックス若しくはその

他外部の測定基準と比較して、及び(d)合計又は1株当たり数値に

基づいて測定することができます。業績目標には、報奨を得るこ

とができなくなる業績水準の閾値、報奨の一部を得ることができ

る業績水準、及び報奨の全部を得ることができる水準を含めるこ
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とができます。報奨に基づく支払いがIRC第162条(m)項の意味に

おける業績連動報酬として適格と認められるために必要な限りに

おいて、業績目標の達成が権利確定の条件又は行使可能となるた

めの条件である報奨は、当該業績目標が達成されたことが委員会

によって認定された後でなければ権利が確定しないものとします。

委員会は、業績目標の達成は、適切に除外されるべきと委員会が

決定する事由又は出来事（例えば事業再編若しくは子会社の組織

変更費用、州営保証基金若しくは類似の機関による賦課金、又は

その他の非経常的費用、GAAPにより義務付けられる会計基準の変

更、異常若しくは頻度が低い性質の項目、適用法令の変更）の影

響には関係なく、又は財務報告の目的上、外国通貨から米ドルへ

の換算が事業セグメントに及ぼす影響の全部又は一部を除外して、

決定されるものと規定することができます。但し、委員会は、

IRC第162条(m)項に基づく「適格業績連動報酬」の要件を満たす

ことが意図される報奨については、当該報奨について、その業績

連動報酬としての資格を失わせるような裁量権を行使しないもの

とします。対象従業員でない参加者については、委員会が随時設

定する定性的業績目標も、2018年MIPに基づく業績目標に含める

ことができます。対象従業員である参加者については、委員会は、

上記の2018年MIPに基づく業績目標の達成を条件として、委員会

が随時設定する追加の定性的業績目標を課すことができます。 

 委員会は、各報奨に適用される業績目標及び各業績目標に適用

される 低・目標・ 高水準（該当する場合）を具体的に決定し

ます。報奨は、金額（ドル表示）又は参加者の「年間基本給」に

対する比率（％）で表示されます。ある年の「年間基本給」とは、

(ⅰ)業務執行役員については、該当する業績期間の開始日現在有

効なかかる業務執行役員の基本給の年額（又は、業務執行役員が

該当する業績期間の開始日にまだ雇用されていなかった場合は当

該役員の雇用開始日に有効な基本給の年額）、及び(ⅱ)その他の

参加者については、当社が別途定めない限り、該当する業績期間

中に当該参加者に支払われた年換算基本給を意味します。 

 報奨は参加者に対し現金にて、当該報奨が関係する期間の終了

後、合理的な期間内に（但し、いかなる場合も2½ヶ月以内に）支

払われます。IRC第162条(m)項に基づく「対象従業員」である参

加者については、委員会が別途定めない限り、適用される業績目

標の達成が委員会により認定された後に初めて支払いが行われま

す。 

 適用される雇用契約に別途定める場合を除き、支配の変更

（2018年MIPに定義する通り。）後24ヶ月以内に、当社が正当な

原因以外により行い、又は参加者が正当な理由で行う（これらの

用語は2018年MIP又は適用される雇用契約において定義される通

り。）雇用終了によって、当社が参加者の雇用を停止した場合は、

かかる支配の変更時に継続している業績期間は満了したものとみ

なされ、適用される業績目標に関する 高水準の業績が達成され

たものとみなされ、かつ付与済みの各報奨は期間に比例して（各
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業績期間のうち全部又は一部が経過した月数に基づいて）、当該

参加者に現金で支払われます。当社の承継者が当該報奨の引受又

は継続を拒否する場合には、かかる早期の権利確定は、支配の変

更の完了時にも発生します。 

 取締役会又は委員会はいつでも、2018年MIPを改正、停止又は

終了することができます。但し、2018年MIPをIRC第162条(m)項に

適合させるために当該改正について株主の承認が義務付けられる

場合には、当該改正は承認が得られるまでは有効とはならず、ま

た参加者の同意なしに、付与済みの報奨に基づく参加者の権利に

対して、当該改正が不利な影響を与えることはありません。 

 2018年MIPは2022事業年度末に終了しますが、2018年MIPに基づ

いてそれ以前に付与された全ての報奨に関する支払いは、それぞ

れの条件に従って行われます。 

 上記に説明したように、2018年MIPに基づいて提供される給付

額を現時点で決定することはできません。しかし、2016年につい

て、当該年度に有効なMIPに基づいてNEOに支払われた非株式イン

センティブ報酬については、本参考書類の「2016年 要約報酬

表」に記載されています。2016年について当該制度に基づいて業

務執行役員全体（NEOを含みます。）に支払われた非株式インセ

ンティブ報酬の総額は14,910,994ドル、2016年についてその他全

ての制度参加者に支払われた非株式インセンティブ報酬の総額は

18,479,029ドルでした。非従業員取締役には2018年MIPへの参加

資格はありません。 

 

 取締役会は全会一致で、改正・改訂2018年マネージメント・

インセンティブ報酬制度の承認につき「賛成」票を投じられる

よう勧誘いたします。 
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その他の事項 

 

 

 取締役会は、本参考書類に言及されている事項を除き、2017年

の年次株主総会に提出される見込みのあるいかなる事項も承知し

ていません。その他の事項が本総会に提出された場合、指図書勧

誘委員会は、その最良の判断に基づいて指図書を投票する意向で

す。 

 

2018年年次株主総会に向けた株主提案の提出及び取締役候補者

の指名 

 

提案を2018年議決権代理行使指図書参考書類に掲載するには 

 

 証券取引所法規則により、株主は、株主及びその提案が証券取

引所法規則第14条a-8に定める要件を満たす場合は、当該提案を

議決権代理行使指図書参考書類に掲載するよう提出することがで

きます。株主提案が2018年年次株主総会の議決権代理行使指図書

参考書類に掲載されるか検討を受けるためには、当該提案は2017

年11月17日までに後記の宛先において受領されなければなりませ

ん。 

 

プロキシー・アクセスに関する当社付属定款に従い、取締役の

指名を2018年議決権代理行使指図書参考書類に掲載するには 

 

 プロキシー・アクセスに関する当社付属定款の規定により、発

行済株式資本中、取締役の選任について投票することのできる議

決権の少なくとも3％を表章する株式を所有し、かつかかる株式

を少なくとも3年間継続して所有している株主（又は最大20名の

株主グループ）は、指名を行う株主及び被指名者が当社付属定款

に定める要件を満たす場合は、取締役会の最大20％を構成する取

締役候補者を指名し、議決権代理行使指図書参考書類に掲載する

ことができます。2018年年次株主総会については、プロキシー・

アクセスによる指名に関する通知は、2017年10月18日から2017年

11月17日までに後記の宛先において受領されなければなりません。 

 

2018年年次株主総会の前に、その他の提案提出又は取締役指名

を行うには 

 

 当社付属定款は、株主が議決権代理行使指図書参考書類に掲載

する意向のない事業に関する事項の提案又は取締役候補者の指名

を行うための手続きを定めています。2018年年次株主総会につい

ては、当該提案又は指名に関する通知は、2018年1月1日から2018

年1月31日までに後記の宛先において受領されなければなりませ

ん。万一、2018年年次株主総会が本年の年次総会開催日から1年
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後の応当日（2018年5月1日）の25日以上前又は25日以上後に変更

された場合には、上記通知は、総会開催日に関する通知が初めて

株主に発送された日又は当社が総会開催日を公示した日のいずれ

か早い日から10日後の営業終了時より前に、当社に受領されなけ

ればなりません。 

 

通知の送付先及び追加情報 

 

 2018年年次株主総会において株主の検討を受けるべき取締役選

任に関する株主による個人の指名及びその他の事業に関する事項

の提案は、（議決権代理行使指図書参考書類に掲載する意向の有

無にかかわらず）全て当社秘書役（宛先：Aflac Incorporated, 

1932 Wynnton Road, Columbus, Georgia 31999）に書面にてご提

出ください。 

 当社付属定款のプロキシー・アクセス及び事前通知条項によれ

ば、指名又は事業に関するその他の事項の株主による通知には、

一定の情報が含まれていなければなりません。取締役候補者はま

た、一定の資格要件を満たしていなければなりません。指名又は

事業に関するその他の事項の提出を検討されている株主の皆様は、

当社付属定款をご確認ください。 

 

年次報告書 

 

 2016年度の年次報告書（Form 10-K）の写しについては下記に

ご連絡ください。 

 

David A. Young 

Vice President, Investor and Rating Agency Relations 

Aflac Incorporated 

Worldwide Headquarters 

1932 Wynnton Road 

Columbus, Georgia 31999 

 

議決権の行使について 

 

 当社は、全ての株主の皆様が議決権を行使されることを奨励い

たします。指図書にご記入の上、お送りした返信用封筒にてご返

送頂くことにより、ご投票ください。 

 

取締役会の命によって、 

秘書役 J・マシュー・ラウダーミルク 

 

2017年3月17日 
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付属書類A 

 

アフラック・インコーポレーテッド 

長期インセンティブ報酬制度 

（2017年2月14日改正・改訂） 

 

第1条  目的、策定 

 本アフラック・インコーポレーテッド長期インセンティブ報酬

制度は、当社又はその関連会社の役員及びその他の従業員に対し

て当社又はその関連会社との雇用関係の構築及び継続並びに当社

の長期的成功から利益を得ることについて適切なインセンティブ

及び報酬を提供することにより当社及びその株主の利益を促進す

ること、当社の非従業員取締役に報酬を与え、これら非従業員取

締役に株式価値の向上に直結するインセンティブを与えること、

並びに個々の役員、他の従業員及び非従業員取締役の長期的な責

務の達成に報いることを目的とする。 

 本制度は当初、2004年2月10日に、当社の株主の承認が得られ

ることを条件として、取締役会によって採択、承認された。本制

度はその後一定の点で随時改正され、当社の株主の承認が得られ

ることを条件として、2017年2月14日に、「アフラック・イン

コーポレーテッド長期インセンティブ報酬制度」と題する改正・

改訂プランとして、取締役会によって採択、承認された。 

 

第2条  定義 

 本制度において、以下の用語には以下の定義が適用される。 

 「関連会社」とは、証券取引所法第12条に基づき公布された規

則12b-2の定義による当社の関連会社を意味する。 

 「契約書」とは、当社と参加者の間の書面による契約であって、

報奨を証するものを意味するものとする。 

 「取得事業体」とは、第3条(d)においてこの用語に付与される

意味を有するものとする。 

 「報奨」とは、本制度の条件に従い付与されるオプション、制

限付株式、制限付株式ユニット、株式評価益権又は配当同等物を

意味するものとする。 

 「取締役会」とは、当社取締役会を意味するものとする。  

 「正当な原因」とは、参加者が「原因」、「正当な原因」、

「正当な原因による終了」、その他これらに類する用語若しくは

語句の定義を含む、当社又は関連会社との間の書面による雇用契

約の当事者でない限り（その場合「正当な原因」とは当該契約に

定める意味を有するものとする。）、委員会の単独の裁量により、

参加者が以下の一つの又は複数を伴う行為を行うことを意味する

ものとする。  

(ⅰ) 参加者がその義務及び当社又は関連会社における役職に

従って当社又は関連会社に役務を提供することを実質的か

つ継続的に怠ること、 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 129 -

 

(ⅱ) 参加者の不誠実、重過失又は信認義務違反、 

(ⅲ) 参加者が詐欺又は横領行為を犯し、管轄裁判所にそのよう

に認定されること、 

(ⅳ) 重罪又は背徳的行為を伴う犯罪についての参加者の有罪宣

告又は参加者の有罪若しくは不抗争の答弁、又は 

(ⅴ) 参加者による当社又は関連会社との契約条件の重大な違

反。但し、当社又は関連会社が参加者に対し当該違反につ

いて適切な通知を行い、違反が合理的に治癒可能なもので

ある場合に参加者が当該通知の受領後30日以内に当該違反

を治癒しなかった場合とする。 

 「支配の変更」は、以下のうち も早い発生時に発生したもの

とみなされるものとする。 

(ⅰ) ある「者」（当該用語は、証券取引所法第3条(a)(9)（修

正を含む。）において使用され、また証券取引所法第13条

(d)及び第14条(d)において使用される通り。）（次の者を

除く。すなわち、(1)当社又はそのいずれかの子会社、(2)

当社又はそのいずれかの子会社の給付制度に基づいて証券

を保有する受託者又はその他の受任者、(3)証券の募集に

よって当該証券を一時的に保有する引受人、又は(4)当社

の株主が、直接的又は間接的に、当社株式の持分比率と実

質的に同じ比率で所有する法人）が、直接的又は間接的に、

当社のその時点における発行済社外議決権証券の総議決権

の20％以上を表章する当社証券（かかる者が実質的に所有

する当該証券には、当社又はその関連会社から直接取得し

た証券を含まない。）の「実質所有者」（証券取引所法に

基づく規則13d-3に定義する通り。）であり又はそうなっ

た時、 

(ⅱ) 2017年5月1日現在取締役会を構成していた個人、及び新た

な取締役（ 初の就任時に、実際に発生し又はその恐れの

ある競争選挙（当社の取締役の選任に関する同意書の勧誘

を含むがこれに限られない。）に関連して就任した個人を

除く。）であって、その者の取締役会による選任又は当社

株主による指名が、（当該期間の当初に取締役であり又は

その選任若しくは指名がそれ以前に承認された者のうち）

その時点で在任している取締役の少なくとも3分の2の者の

票決により承認された者が、何らかの理由で取締役会の過

半数を構成しなくなった時、 

(ⅲ) 当社又は当社の直接的若しくは間接的子会社と、他の法人

との吸収合併又は新設合併が完了した時。但し、次のよう

な吸収合併又は新設合併を除く。すなわち、(A)その直前

における当社の発行済社外有価証券の「実質所有者」（前

述の定義の通り。）が、当社の従業員給付制度に基づいて

証券を保有する受託者又はその他の受任者の持分と合計し

て、引き続き、当該吸収合併又は新設合併の直後における
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当社若しくは存続会社の発行済社外有価証券の総議決権の

少なくとも75％を（発行済社外証券の状態を維持するか又

は存続会社若しくは親会社の議決権証券に転換されて）、

当該吸収合併又は新設合併の直前における当社の持分比率

と実質的に同じ比率で表章することとなる吸収合併又は新

設合併、又は(B)当社の資本再構成（又は同様の取引）の

ために行われる吸収合併又は新設合併であって、いかなる

「者」（上記に定義する通り。）も、直接的に又は間接的

に、当社のその時点における発行済社外証券（当社又はそ

の関連会社から直接取得した証券を含まない。）の総議決

権を、50％を超えて取得しないような吸収合併又は新設合

併、又は、 

(ⅳ) 当社の株主が当社の完全な清算若しくは解散の計画を承認

し、又は当社の資産の全て若しくは実質的に全ての売却若

しくは処分（又は同様の効果を持つ取引）に関する合意が

成立した時。但し、当社が当社の資産の全て若しくは実質

的に全てを、当社の株主が当該売却の直前における当社の

持分比率と実質的に同じ比率で議決権証券の総議決権の少

なくとも75％を所有する事業体に対して、売却若しくは処

分する場合を除く。 

 この定義の前述の規定にかかわらず、報奨に関する「支配の変

更」とは、当社又は関連会社と参加者との間の雇用契約において

定義されている支配の変更が、前述と異なり、かつ本制度に基づ

いて報奨に適用される場合、当該契約において定義されている意

味を有するものとし、また報奨の全部又は一部が第409条Aに基づ

く繰延報酬に相当し、かつ当該報奨（又はその一部）が米国財務

省規則第1.409条A-3(ⅰ)(5)又は後継の指針に記載される「支配

の変更事由」ではない支配の変更事由のために早期に決済、分配

又は支払われる場合、当該決済、分配又は支払いが第409条Aに基

づく加算税につながるのであれば、当該報奨（又はその一部）は、

支配の変更時に権利が確定するが（但し、当該早期の権利確定が、

第409条Aに基づく加算税を課されないことを条件とする。）、決

済、分配又は支払い（場合による。）は早められないものとする。 

 「歳入法」とは、1986年内国歳入法（改正を含む。）及びこれ

に基づき公布された規制を意味するものとする。 

 「委員会」とは、歳入法第162条(m)又は規則16b-3を遵守する

ために設置された取締役会の報酬委員会又はその小委員会を意味

するものとする。  

 「当社」とは、ジョージア州法人であるアフラック・インコー

ポレーテッド及びその承継会社を意味するものとする。 

 「当社株式」とは、1株当たり額面0.10ドルの当社普通株式を

意味するものとする。 

「企業取引」とは、第3条(d)において当該用語に付与される意

味を有するものとする。 
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「対象従業員」とは、歳入法第162条(m)(3)に定める意味を有

するものとする。 

 「就業不能」とは、(ⅰ)参加者が当社（又は参加者が雇用され

ている関連会社）の維持管理する長期就業不能制度に基づき就業

不能給付の受給資格を得ることとなる身体若しくは精神の状態、

又は(ⅱ)雇用終了後のインセンティブ・ストックオプションの行

使に関連して用いる場合、歳入法第22条(e)(3)の意味における就

業不能を意味するものとする。この定義の前述の規定にかかわら

ず、ある報奨に関する「就業不能」とは、当該報奨に関する契約

において定義されている就業不能が前述と異なる場合、当該契約

において定義されている意味を有するものとする。この定義の前

述の規定にかかわらず、第409条Aに基づく課税を回避するために

必要な範囲で、本定義の前述の規定に基づいて就業不能となり得

るいかなる事由も、ある参加者が第409条Aの意味においても「就

業不能者」として取り扱われるのでない限り、当該参加者に関す

る就業不能として取り扱われないものとする。 

 「配当同等物」とは、第9条(d)に従い認定される金額であって、

所定数の当社株式について支払われる配当金と同額のものを意味

する。 

 「発効日」とは、当社株主によって本制度が承認された日を意

味するものとする。 

 「証券取引所法」とは、1934年証券取引所法（改正を含む。）

を意味するものとする。 

 当社株式の算定日現在の「公正市場価額」とは、(1)ある報奨

に関して、当該株式が主に取引される国内の証券取引所若しくは

全米市場システムにおけるその日の、又はその日が取引日でない

場合は直前の取引日の、当社株式の1株当たりの終値、又は委員

会が単独の裁量によりそのように決定する場合は売値の高値と安

値の平均値、又は(2)当社株式がその時点で国内の証券取引所若

しくは全米市場システムに上場されていない場合、又は当該株式

の価額を算定できない場合、委員会が誠実に算定した価額を意味

するものとする。この定義の前述の規定にかかわらず、公正市場

価額は罰金又は利息の賦課を回避する目的で第409条Aを遵守する

ために必要な範囲で第409条Aに整合する方法で算定されるものと

する。 

 「正当な理由」とは、参加者が「正当な理由」又はその他これ

に類する用語若しくは語句の定義を含む、当社又は関連会社との

間の書面による雇用契約の当事者でない限り（その場合「正当な

理由」とは当該契約に定める意味を有するものとする。）、参加

者の当社との雇用関係に重大な不利な変更があり又は是正されな

い場合にあり得る限りにおいて、以下の一又は複数の事由の発生

時における参加者による雇用の終了を意味するものとする。 

(ⅰ) 参加者の基本給の実質的な減少、 

(ⅱ) 参加者の任務及び責任の大幅な縮小、 
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(ⅲ) 当社の主たる事務所又は参加者自身の事務所が、参加者の

同意なしに、ジョージア州コロンバスにある当社の現在の

主たる事務所又は参加者自身の事務所から、それぞれ25マ

イル以上離れた場所へ移転すること。 

但し、参加者は、(A)参加者が、その依拠した本制度中の特定

の正当な理由の規定を示し、正当な理由の根拠となると主張する

事実及び状況について合理的に詳細なレベルで説明し、また雇用

の終了日（当該通知の付与日後30日目から60日目までの間）を示

した書面による通知を、通知を生じさせた事由の発生後90日以内

に当社に提供し、かつ(B)当該事実及び状況が、参加者が当該通

知において特定した終了日の前に、当社によって実質的に是正さ

れない場合に限り、本制度に基づく正当な理由を有するものとす

る。参加者が正当な理由の通知において、正当な理由の提示に貢

献する事実又は状況を示さなかったとしても、それは本制度に基

づく参加者の権利放棄とはならず、また参加者が本制度に基づく

自らの権利の行使において当該事実又は状況を主張することを妨

げないものとする。 

 「インセンティブ・ストックオプション」とは、歳入法第422

条の意味における「インセンティブ・ストックオプション」であ

るオプションであって、当該インセンティブ・ストックオプショ

ンでないものと委員会が指定していないものを意味するものとす

る。 

 「非従業員取締役」とは、取締役会の構成員であって当社又は

その関連会社の従業員ではない者を意味するものとする。 

 「非適格ストックオプション」とは、インセンティブ・ストッ

クオプション以外のオプションを意味するものとする。 

 「オプション」とは、第7条に従い（かつ非従業員取締役につ

いては第12条に従い）付与される当社株式を購入するオプション

を意味するものとする。  

 「参加者」とは、本制度に従い報奨を付与される当社若しくは

関連会社の従業員又は非従業員取締役、又は当該従業員若しくは

非従業員取締役の死亡時においてその相続人、法定相続人、遺言

執行者及び遺産管理人のいずれか該当する者を意味するものとす

る。 

 「本制度」とは、アフラック・インコーポレーテッド長期イン

センティブ報酬制度を意味するものとする。 

 「制限付株式」とは、第8条の条件に従い付与され、第8条(d)

に定める制限の対象となる当社株式を意味するものとする。  

 「制限付株式ユニット」とは、第9条に従い付与される当社株

式を受け取る権利を意味するものとする。 

 「規則16b-3」とは、証券取引所法（改正を含む。）に基づき

公布された規則16b-3を意味するものとする。 

 「第409条A」とは、歳入法第409条A及び同条に基づき発行され

た全ての適用される規制及び指針を意味するものとする。 
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 「証券法」とは、1933年証券法（改正を含む。）を意味するも

のとする。 

 「離職」とは、第409条Aの定義による離職を意味するものとす

る。 

 「株式評価益権」又は「SAR」とは、第10条に従い付与される

当社株式を受け取る権利を意味するものとする。 

 「子会社」とは、歳入法第424条(f)の意味における「子会社」

を意味するものとする。 

 「権利確定日」とは、制限付株式又は制限付株式ユニットの株

式の権利が確定する日として委員会が定めた日を意味するものと

する。 

 

第3条  本制度の対象となる株式 

(a) 報奨の対象として利用できる株式  本制度に基づく発行

のために留保する当社株式数は、 大で37,500,000株（但

し、第3条(c)に定める調整を条件とする。）とする。これ

らの株式は、未発行の授権株式である当社株式又は発行済

授権株式のうち自己株式として保有されている当社株式と

なる。本制度に基づきオプション又は株式評価益権以外の

報奨に関して付与することができる当社株式は、合計

19,000,000株（但し、第3条(c)に定める調整を条件とす

る。）までとする。 

(b) 個別制限  一人の参加者に付与される報奨の対象とする

当社株式の総数は、一事業年度で1,500,000株（但し、第3

条(c)に定める調整を条件とする。）を超えないものとす

る。 

(c) 資本構成の変更による調整  配当又はその他の分配（現

金、当社株式、その他の財産であるかを問わない。）が決

定された場合、又は、資本の再編、当社株式の分割、当社

株式の併合、組織再編、吸収合併、新設合併、会社分割、

企業結合、株式の買戻し若しくは株式交換、その他類似の

企業間取引若しくは事由が生じた場合であって、委員会が

適切と判断した場合には、①報奨に関連して今後発行され

る当社株式の数及び種類、②付与済みの報奨に関して発行

する又は発行可能な当社株式の数及び種類、③報奨に関す

る行使価格、付与価格又は取得価格、並びに、④当社の各

事業年度中に参加者に対して報奨に基づいて付与される株

式の 大数及び第12条(a)(ⅰ)に従い付与されるオプショ

ン数が、参加者の権利の希薄化又は拡大を防ぐため、取得

価格の総額に変更を生じさせることなく必要に応じて公正

に調整される。但し、インセンティブ・ストックオプショ

ンに関して、この調整は歳入法第424条に従って行うもの

とする。前述にかかわらず、本第3条(c)に基づいて取られ

る措置は、第409条A（第409条Aの適用を免除されるとみな

されるストックオプション及び株式評価益権の調整に関す
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る制限を含むが、これに限定されない。）に整合的な方法

で行われるものとする。 

(d) 報奨の代替  (ⅰ)当社の清算、(ⅱ)発行済当社株式が現

金若しくは財産又は当社が発行したものではない証券に変

更又は交換されることとなる当社の組織再編、吸収合併若

しくは新設合併、(ⅲ)他の者若しくは法人に対する当社の

資産の全部若しくは実質的に全部又はいずれかの事業部門

の売却、交換又は譲渡、(ⅳ)他の者、法人若しくはその他

の事業体による当社の発行済議決権付株式の全部又は実質

的に全部の直接又は間接的な取得、又は(ⅴ)その他の支配

の変更（当該事由を以下、「企業取引」）が行われた場合、

取締役会は、その単独の裁量により、存続事業体、存続承

継人又は買収法人若しくはその他の事業体又はその親会社

のうちいずれか該当するもの（以下、「取得事業体」）と

の間で、付与済みの報奨に基づく当社の権利義務を取得事

業体が承継し、又は付与済みの報奨を取得事業体の株式に

基づく報奨に代替する取決めをすることができる。取得事

業体が当該付与済みの報奨に基づく当社の権利義務の引継

ぎ又は当該付与済みの報奨の代替をしない決定をした場合、

取締役会（当該企業取引を原因とする支配の変更の前の構

成による）は、その単独の裁量で、当該報奨は、取締役会

が決定する通り、当該企業取引の前日をもって適宜完全に

行使可能となり、制限がなくなるものとするとの規定を含

み（但し、これに限定されない。）、付与済みの各報奨の

その後の取扱いを決定することができる。前述にかかわら

ず、本第3条(d)に基づいて取られる措置は、第409条A（第

409条Aの適用を免除されるものとみなされるストックオプ

ション及び株式評価益権の調整に関する制限を含むが、こ

れに限定されない。）に整合的な方法で行われるものとす

る。 

(e) 株式の再利用  報奨の対象となる当社株式が失権し、消

却され、交換され、若しくは放棄された場合、又は株式の

分配が行われることなく報奨が終了若しくは満了した場合、

当該報奨の対象であった株式は、失権し、消却され、交換

され、放棄され、終了又は満了した範囲について、本制度

に基づき付与される将来の報奨に関連する発行のために再

利用できるものとする。但し、本制度に基づく報奨の対象

である当社株式は、当該株式が以下に該当する場合は、本

制度に基づく発行又は交付のために再利用できないものと

する。 

(ⅰ) オプションの支払いのために提供される株式 

(ⅱ) 源泉徴収義務を果たすために当社又は参加者によっ

て交付又は保留される株式、又は 

(ⅲ) 株式で決済される株式評価益権の対象株式であって、

当該報奨の決済時に発行されなかったもの。 
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第4条  本制度の管理運営 

(a) 総則  本制度は委員会が管理運営するものとする。委員

会は、その単独の裁量により、本制度の明示的な規定に従

うことを条件として、かつこの規定に反することなく、本

制度を管理運営するとともに本制度に基づき特に付与され

ており又は本制度の管理運営に必要若しくは望ましい一切

の権能及び権限（報奨を付与する権限を含むが、これに限

定されない。）を行使する権限、報奨を付与する対象者及

び時期を決定する権限、付与する報奨の種類及び数、報奨

に関係する当社株式の数、並びに報奨に関する諸条件、制

限及び業績基準を決定する権限、報奨の清算、取消し、失

権、交換又は放棄を可能とするか、及びどの程度、いかな

る状況において可能とするかを決定する権限、当社若しく

は当社の財務諸表に影響する臨時若しくは非経常的事由を

認識することにより、又は適用される法令、規制若しくは

会計原則の変更に対応するために、業績目標に調整を加え

る権限、本制度及び報奨の解釈を行う権限、本制度に関す

る規則及び規制（休暇、及び従業員から役務提供者若しく

はコンサルタントへの変更並びにその逆の場合に関する規

則及び規制を含むが、これらに限定されない。）を定め、

改定し、撤回する権限、契約書の条件及び規定を決定する

権限、並びに本制度の管理運営に必要又は望ましいと認め

るその他一切の決定を行う権限を有するものとする。 

(b) 禁止行為  本制度にこれと異なる規定があってもそれに

かかわらず、当社の株主の承認がなければ、委員会（又は

委員会の委託を受けた者）が取るいかなる措置も、以下の

効果をもたないものとする。 

(ⅰ) オプション又は株式評価益権の行使又は付与価格を、

その付与後に低下させること、 

(ⅱ) 以前付与されたオプション又は株式評価益権を、当

該オプションの行使価格又は当該株式評価益権の付

与価格が当該取消日現在の当社株式の公正市場価額

を上回る場合に、他の報奨と引き換えに取り消すこ

と（各場合において、支配の変更に関連し又は第3条

(c)若しくは第3条(d）による場合を除く。)、又は 

(ⅲ) 以前付与され、当該取消日現在の当社株式の公正市

場価額を上回る行使又は付与価格を有するオプショ

ン又は株式評価益権を、現金と引き換えに取り消す

こと。 

(c) 報奨の繰上げ  委員会は、参加者の死亡、就業不能又は

退職の場合、その単独の裁量により、本制度を改定するこ

となく、(ⅰ)参加者に付与されたオプション又は株式評価

益権の行使の条件である勤続年数を基準とする条件又は業

績を基準とする条件（退職の場合を除く。）を緩和若しく

は放棄し、雇用終了後の行使に関して本制度の運用規定を
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放棄若しくは改定し、又はその他の方法で当該オプション

若しくは株式評価益権の条件を調整し、かつ(ⅱ)参加者に

付与された制限付株式若しくは制限付株式ユニットの権利

確定の条件である勤続年数を基準とする条件又は業績を基

準とする条件（退職の場合を除く。）を緩和若しくは放棄

し、又はその他の方法で当該報奨に適用される条件を調整

することができる。前述にかかわらず、本第4条(c)に基づ

いて取られる措置は、第409条A（第409条Aの適用を免除さ

れるものとみなされるストックオプション及び株式評価益

権の調整に関する制限を含むが、これに限定されない。）

に整合的な方法で行われるものとする。 

(d) 権限の委譲  証券取引所法第16条の対象となる個人に対

する報奨の付与に関して規則16b-3により要求される場合、

又は規則16b-3若しくはその他の適用される法令を遵守す

るために必要となる場合、又は報奨が歳入法第162条(m)に

基づく業績連動報酬として適格と認められることを目的と

する場合において適格と認められるために必要な場合を除

き、委員会は、本制度に基づく権限の全部又は一部（第4

条(c)に記載された権限を除く。）を当社の一若しくは複

数の従業員又は従業員の委員会に委譲することができる。 

(e) 委員会の決定の効果  本制度の規定に従い委員会（又は

第4条(d)に従い委員会が指名した者）が行った決定は、い

ずれも終局的かつ確定的であって、全ての者（当社及び参

加者を含むが、これらに限定されない。）に対する拘束力

を有するものとする。取締役会若しくは委員会の構成員又

は取締役会若しくは委員会を代表して行為する当社若しく

はその関連会社の役員若しくは従業員は、本制度に関して

誠実に取った措置、行った決定又は解釈について、個人と

しての責任を負うものではなく、取締役会若しくは委員会

の全構成員並びにこれらを代表して行為する当社若しくは

その関連会社の各役員若しくは従業員は、当該措置、決定

又は解釈に関して法律で認められる範囲内で当社より完全

に補償され、保護されるものとする。 

 

第5条  資格 

 本制度に従い報奨を受け取る資格を有する者は、いずれも委員

会が随時選定する当社又はその関連会社の従業員（その者が当社

の取締役であるか否かを問わず、当社の役員を含む。）及び非従

業員取締役とする。第一文の目的において、従業員とは、当社又

はその関連会社での将来の雇用のオファー採用の内定に関連して

報奨を付与される従業員内定者を含むものとする（その後当社又

はその関連会社との間で雇用関係を締結した当該従業員内定者は、

本制度に基づく参加者として扱われるものとする。）。本制度に

基づきある年に従業員又は非従業員取締役に報奨が付与された場
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合であっても、第12条により企図される場合を除き、その者が翌

年以降も報奨を付与される権利を取得するものではない。 

 

第6条  本制度に基づく報奨、契約書 

(a) 報奨通則  委員会は、第6条(b)及びその他の規定に従う

ことを条件として、オプション、制限付株式、制限付株式

ユニット及び株式評価益権を委員会が決定した金額及び諸

条件にて付与することができる。 

(b) 非従業員取締役  非従業員取締役に対する報奨は、専ら

第12条に従って行うものとする。 

(c) 契約書  本制度に基づき付与される各報奨は、本制度の

条件に抵触せず委員会がその単独の裁量により必要又は望

ましいと認めた条項を含む契約書によって証されるものと

する。参加者は、報奨を受け取った場合、それにより報奨

が本制度及び該当する契約書の全条件及び条項を適用され

ることについて同意したこととなる。 

(d) 権利確定に関する特別規定  本制度の他の規定にかかわ

らず（但し本第6条(d)に別途定める場合を除き）、報奨

（業績目標が課される各報奨を含むが、これに限られな

い。）は、 短1年間で権利が確定する（すなわち失権不

能となる）ものとする。但し、(ⅰ)支配の変更の場合、又

は参加者に対する当該報奨に関し、当該参加者の死亡又は

就業不能の場合は、当該 短の権利確定期間を要しないも

のとし、(ⅱ)第12条に基づいて当社の年次株主総会開催日

に付与された報奨は、早ければ当社の次の年次株主総会開

催日に権利を確定することができ、また(ⅲ)本制度の存続

期間中、 大1,875,000株までの当社株式を、 短の権利

確定要件のない当該報奨の対象とすることができる。 

 

第7条  オプション 

(a) オプションの特定  各オプションは、インセンティブ・

ストックオプション又は非適格ストックオプションのいず

れかであることが該当する契約書に明記されているものと

する。非適格ストックオプション及び株式評価益権は、第

409条Aの意味における「役務受領者株式」に関してのみ付

与することができる。 

(b) 行使価格  オプションに関する各契約書には、オプショ

ンの行使時に被付与者が当社に支払う金額（以下、「オプ

ション行使価格」）を定めるものとする。1株当たりオプ

ション行使価格は、委員会が決定するものとする。但し、

オプション行使価格は、いかなる場合においてもオプショ

ンが付与された日の当社株式の公正市場価額を下回っては

ならない。 

(c) 期間及び行使価格 

(ⅰ) オプションは、委員会が決定した行使期間を経て行

使可能となるものとする。委員会は各オプションの
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失効日を決定するものとする。但し、いかなるオプ

ションも付与日から10年を超えて行使可能としては

ならない。 

(ⅱ) オプションが当社株式の完全な株式100株以上から行

使可能となるものである場合、当社は当該行使可能

なオプションについて完全な株式100株未満の部分的

行使を認める義務を負わないものとする。 

(ⅲ) オプションは、当社が定める様式で契約書に定める

通知を行うことにより行使するものとする。オプ

ションの行使により購入が行われる当社株式の支払

いは、行使の発効日に以下の手段のいずれか一つ又

は組み合わせによって行うものとする。 

(A)  現金又は個人小切手、支払保証小切手、銀行

振出小切手又は電信送金  

(B)  参加者が所有する当社株式であって、行使の

発効日の公正市場価額により評価したもの  

(C)  委員会が随時許可するその他の方法。証券取

引所法第16条の対象となる参加者にあっては、当社

は当該支払いの方法を証券取引所法第16条並びに同

法に基づく規則及び規制に準拠した方法とすること

を要求することができる。 

(ⅳ) 参加者と当社の間に別途合意がある場合はそれに従

うことを条件として、オプションの行使により購入

が行われる当社株式の株券は、参加者又は当該株式

を受領する権利を有するその他の者の名義又は勘定

により発行され、オプションの行使日以降、可能な

限り速やかに参加者又は当該他の者に交付されるも

のとする。 

(d) インセンティブ・ストックオプションに係る制限 

(ⅰ) 本制度及び当社又は子会社の他のストックオプショ

ン・プランに基づき参加者がある暦年に初めて行使

できるインセンティブ・ストックオプションに関し、

当社株式の公正市場価額の総額が100,000ドルを超え

る場合、当該オプションは非適格ストックオプショ

ンとして取り扱うものとする。当該公正市場価額は、

当該各インセンティブ・ストックオプションの付与

日現在の価額を算定するものとする。 

(ⅱ) ある個人が所有する（又は歳入法上所有するものと

みなされる）株式の議決権が、付与予定時に当社の

全ての種類の株式の議決権を合算した議決権総数の

10％を超えるものとなる場合、当該個人にインセン

ティブ・ストックオプションを付与してはならない。

但し、(A)当該インセンティブ・ストックオプション

の行使価格がその付与時における当社株式の公正市

場価額の 低110％となる場合であって、(B)当該イ
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ンセンティブ・ストックオプションがその付与日か

ら5年経過後は行使不能となるものである場合は、こ

の限りでない。 

(e) 雇用終了の効果 

(ⅰ) 参加者の当社及びその関連会社での雇用又は勤務が 

(ⅰ)正当な原因、(ⅱ)死亡、又は(ⅲ)就業不能以外

の何らかの理由で終了した場合、当該参加者に付与

されたオプションは、終了時点でこれらが行使可能

である限りにおいて、契約書に定める期間は引き続

き行使可能とするが、いかなる場合においても当該

オプションの行使期間満了後においては行使できな

くなるものとする。終了の日をもって行使不能とな

るオプションの取扱いについては、契約書の定めに

よる。  

(ⅱ) 参加者の当社及びその関連会社での雇用又は勤務が

参加者の死亡又は就業不能により終了した場合、当

該参加者に付与されたオプションのうち死亡又は就

業不能の日現在において未行使であり、行使可能で

あるものは、契約書に定める期間は参加者又は参加

者の法律上の代表者、法定相続人若しくは受遺者の

いずれか該当する者によって引き続き行使可能とす

るが、いかなる場合においても当該オプションの行

使期間満了後においては行使できなくなるものとす

る。終了の日をもって行使不能となるオプションの

取扱いについては、契約書の定めによる。 

(ⅲ) 参加者の雇用又は勤務が正当な原因により終了した

場合、当該参加者に付与された未行使オプションは、

全て当該終了の日の営業開始時に失効するものとす

る。 

(ⅳ) 委員会は、その単独の裁量により、本第7条(e)の規

定を変更することができる。 

 

第8条  制限付株式 

(a) 価格  制限付株式の付与時に、委員会は報奨の対象とな

る各制限付株式について参加者が支払う価格（もしあれ

ば）を決定するものとし、この価格は法律で要求される限

りにおいて当社株式の額面価格を下回らないものとする。  

(b) 権利確定日  制限付株式の付与時に、委員会は当該株式

の権利確定日を定めるものとする。委員会は、当該株式を

複数のクラスに分割し、クラス毎に異なる権利確定日を割

り当てることができる。第8条(c)に従って課された制限付

株式の権利確定の条件が全て充足されていることを条件と

して、第8条(h)に定める場合を除き、制限付株式の権利確

定日の到来時に当該株式の権利が確定し、第8条(d)の制限

は消滅するものとする。 
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(c) 権利確定の条件  制限付株式の付与時に、委員会はその

単独の裁量により適切と認める制限又は権利確定の条件を

課すことができる。 

(d) 権利確定前の権利移転に係る制限  委員会が別途定めな

い限り、制限付株式の権利確定前に法の作用その他により

当該株式に関する参加者の権利を移転することは、任意、

非任意を問わず認められないものとする。委員会が別途定

めない限り、当該権利を移転しようとする行為があった場

合は直ちに、当該株式並びに当該株式に関連する一切の権

利は参加者が失権させたものとなる。 

(e) 制限付株式の配当  制限付株式の配当は、該当する範囲

で第409条Aの要件に従うことを条件として、付与時に委員

会が当該報奨に関する契約書に定めた時期に、契約書に定

めた支払いスケジュールに従って支払われ、又は契約書に

定めた通り当社株式に再投資されるものとし、又は委員会

が付与時に支払いの時期及びスケジュールを規定しなかっ

た場合、配当は当社株式の配当が一般の株主に支払われる

日に一括で支払われるものとする。 

(f) 株券の発行  当社は、制限付株式の付与日後合理的に速

やかに、付与された参加者の名義又は勘定で登録された当

該株式を証する株券の発行（又は株式の振替）をさせるも

のとする。各当該株券及び振替明細書には実質的に以下の

形式の文言を付するものとする。 

  この株券及びこの株券によって表象される株式の権利移

転には、アフラック・インコーポレーテッドの2004年長期

インセンティブ制度及び当該株式の登録上の所有者と当社

の間で締結された契約書に定める制限及び諸条件（失権に

関する規定及び権利移転の制限を含む。）が適用されます。

本制度及び契約書の写しは1932 Wynnton Road, Columbus, 

GA 31999の当社秘書役室に保管されています。 

  この文言は、当該株式がその条件に従って権利確定する

まで削除してはならない。委員会が別途定めない限り、本

制度に基づき付与された制限付株式を証する株券は、当該

株券に係る制限が消滅するまで当社が保管するものとし、

制限付株式の報奨を付与する条件として、参加者は当該報

奨の対象となる当社株式に関する白紙裏書きされた株式譲

渡委任状を当社に交付するものとする。 

(g) 権利確定の結果  本制度の条件に従い制限付株式の権利

が確定した時点で、第8条(d)の制限は当該株式に関して消

滅するものとする。制限付株式の権利確定後合理的に速や

かに、当社は当該株式を付与された参加者に対し当該株式

を証する株券であって第8条(f)に定める文言のないものを

交付させるものとする。 

(h) 雇用終了の効果 

(ⅰ) 該当する契約書に別途定める場合を除き、正当な原

因以外の理由で参加者の雇用又は勤務が終了する場
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合、一切の権利未確定の制限付株式は、参加者によ

り即時に失権され、当社に移転し、当社によって再

取得されるものとする。本第8条(h)に従って株式が

失権した場合、当社は参加者（又は参加者の遺産）

に対し、参加者が当該株式について支払った金額を

利息を付さずに弁償するものとする。当社は、配当

の保管等に関するエスクローとの取決めが終了した

ことによるか否かを問わず、株式の返還を要求する

場合、当該株式について支払われた一切の配当（参

加者に対して現金で実際に支払われた配当を除

く。）の返還も要求する権利を有するものとする。 

(ⅱ) 正当な原因により参加者の雇用又は勤務が終了した

場合、当該参加者に付与された制限付株式であって

当該終了日現在において権利が確定していないもの

は、即時失権し、当該株式について支払われた配当

（参加者に対して現金で実際に支払われた配当を除

く。）とともに当社に返還されるものとし、当社は

それと引き替えに、参加者が当該株式について支

払った金額を、利息を付さずに参加者に払い戻すも

のとする。 

 

第9条  制限付株式ユニット 

(a) 権利確定日  制限付株式ユニットの付与時に、委員会は

当該ユニットの権利確定日を定めるものとする。委員会は、

当該ユニットを複数のクラスに分割し、クラス毎に異なる

権利確定日を割り当てることができる。第9条(c)に従って

課された制限付株式ユニットの権利確定の条件が全て充足

されていることを条件として、第9条(e)に定める場合を除

き、制限付株式ユニットの権利確定日の到来時に当該ユ

ニットの権利が確定するものとする。 

(b) 株式の発行  制限付株式ユニットの付与時に、当社株式

（又はその他の財産）の発行は行わないものとする。制限

付株式ユニットに関する制限及び制限期間が消滅し、又は

放棄された場合、その後30日以内（又は該当する範囲で、

第409条Aの要件に従って委員会がこれ以降とすることを決

定し、付与時に当該報奨に関する契約書に定めた場合は、

その期間内）に制限付株式ユニットの保有者に対して当社

株式を発行し、委員会が適切と認める方法（帳簿記帳又は

一若しくは複数の株券の発行を含む。）でこれを証するも

のとする。 

(c) 権利確定の条件  制限付株式ユニットの付与時に、委員

会はその単独の裁量により契約書に含めることが適切と認

める制限又は当該ユニットの権利確定の条件を課すことが

できる。 
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(d) 配当同等物  参加者が保有する制限付株式ユニットにつ

いて、参加者に配当同等物が認定されるものとする。この

配当同等物は、(ⅰ)その時点で認定された制限付株式ユ

ニット数と同数の当社株式数について支払われる配当の総

額又は総価格を(ⅱ)当該配当の支払日における当社株式の

1株当たり公正市場価額で除すことによって追加の制限付

株式ユニットに転換されるものとする。当該配当同等物に

より追加で認定された制限付株式ユニットは、当該制限付

株式ユニットに関係する一切の諸条件の適用を受けるもの

とする。 

(e) 雇用終了の効果  該当する契約書に別途定める場合を除

き、権利確定していなかった制限付株式ユニット及び当該

制限付株式ユニットに貸記された配当同等物は、理由を問

わず参加者の雇用が終了した時点で失権するものとする。 

 

第10条  株式評価益権 

(a) SARの付与  委員会は、その単独の裁量により決定した

数及び条件のSARを付与することができる。 

(b) 付与価格  SARの付与価格は委員会が定めるものとし、

SARの付与日における当社株式の公正市場価額を下回らな

いものとする。 

(c) 行使  SARの行使は、委員会がその単独の裁量により課

すいかなる諸条件にもよることもできる。 

(d) SARの期間  本制度に基づき付与されるSARの期間は、10

年を超えないことを条件に委員会がその単独の裁量により

決定するものとする。  

(e) SARの金額の支払い  SARを行使した場合、参加者は当社

より以下の(ⅰ)に(ⅱ)を乗じて算定した金額の支払いを受

ける権利を有するものとする。 

(ⅰ) 行使日における当社株式の公正市場価額と付与価格

の差額 

(ⅱ) SARが行使される当社株式数 

SAR行使時の支払いは、同等の価値を有する当社株式

（行使日における公正市場価額に基づき算定する）により

行われるものとする。 

 

第11条  権利確定に関する特別規定 

(a) 業績による権利確定  委員会は、その単独の裁量により、

委員会が予め設定し、委員会がその単独の裁量により定め

た期間に関して、次の一又は複数の基準に基づいた業績目

標の達成を、本制度に基づき付与される報奨の権利確定又

は行使可能の条件とすることができる。すなわち、新契約

保険料、保険料収入、投資収益、収益、保険給付金合計

（現金による給付金支払額、将来の給付金の増加及び（未

計上の）給付金発生額）、費用水準、保険料払込水準、
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（保険料又は保険契約に基づく）継続率、保険契約の更新、

利益率、事業利益（委員会の単独の裁量により、以下の一

つ以上の項目の影響額を除く。すなわち、投資実現損益、

パッシブ運用のデリバティブ及びヘッジの影響、クロス・

カレンシー・スワップの金利部分の公正価額の変動、並び

に事業再編若しくは子会社の組織変更費用、州営保証基金

若しくは類似の機関による賦課金、又はその他の非経常的

費用、又は当社が米国証券取引委員会に随時提出若しくは

提供する情報において事業利益の表示から除外する項目と

いった、非経常的性質を有すると委員会がみなす項目）、

純利益（該当期間について適用が義務付けられる会計方針

の変更の累積的影響額に対する引当金の考慮前又は考慮

後）、株主資本利益率（為替の影響を除外した事業利益を

該当期間の期首及び期末現在の当社の普通株主資本の平均

で除して算出する。委員会の単独の裁量により、ASC第320

号に基づいて認識される包括利益累計額を除く。）、新規

投資利回り、運用資産利回り、株主資本、株主資本事業利

益率、規制上の自己資本水準、規制上の自己資本比率、リ

スクベースの自己資本水準又は比率、ソルベンシー・マー

ジン比率、株価、株主の総合利回り、又は、ある報奨が対

象従業員でない者に付与される限りにおいて、委員会が適

切とみなすその他の業績目標である。委員会が決定する通

り、業績目標の達成は、(a)個別に、選択的に、又は組合

せにより、(b)当社、子会社、事業部門、事業単位若しく

は部門、商品ライン、商品、又はこれらの組合せについて、

(c)絶対値で、又は目標値、成長率、特定の比較対象グ

ループ、他の期間の業績、インデックス若しくはその他外

部の測定基準と比較して、及び(d)合計又は1株当たり数値

に基づいて測定することができる。業績目標には、報奨を

得ることができなくなる業績水準の閾値、報奨の一部を得

ることができる業績水準、及び報奨の全部を得ることがで

きる水準を含めることができる。報奨に基づく支払いが歳

入法第162条(m)の意味における業績連動報酬として適格と

認められるために必要な限りにおいて、業績目標の達成が

権利確定の条件又は行使可能となるための条件である報奨

は、当該業績目標が達成されたことが委員会によって認定

された後でなければ権利確定せず、又は行使可能とならな

い（場合による。）ものとする。委員会は、業績目標の達

成は、適切に除外されるべきと委員会が決定する事由又は

出来事（例えば事業再編若しくは子会社の組織変更費用、

州営保証基金若しくは類似の機関による賦課金、又はその

他の非経常的費用、米国で一般に公正妥当と認められた会

計原則（以下、「GAAP」）により義務付けられる会計基準

の変更、異常若しくは頻度が低い性質の項目、適用法令の

変更）の影響には関係なく、又は財務報告の目的上、外国
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通貨から米ドルへの換算が事業セグメントに及ぼす影響の

全部又は一部を除外して、決定されるものと規定すること

ができる。但し、委員会は、歳入法第162条(m)に基づく

「適格業績連動報酬」の要件を満たすことが意図される報

奨については、当該報奨について、その業績連動報酬とし

ての資格を失わせるような裁量権を行使しないものとする。

対象従業員でない参加者については、委員会が随時設定す

る定性的業績目標も含めることができる。対象従業員であ

る参加者については、委員会は、上記の業績目標の達成を

条件として、委員会が随時設定する追加の定性的業績目標

を課すことができる。 

(b) 支配の変更  当社又は関連会社と参加者との間の雇用契

約に別途定める場合を除き、但しいずれにせよ第3条(d)の規

定に従い、支配の変更後24ヶ月以内に、（ⅰ）当社が正当

な原因により行う場合、又は（ⅱ）参加者が正当な理由な

く行う場合以外の雇用終了によって、当社が参加者の雇用

を停止した場合は、 

(ⅰ) それまで行使可能でなく、権利確定していなかった

行使権が付帯する報奨は、完全に行使可能となり、

権利確定するものとする。但し、業績目標が課され

た各報奨については、当該報奨の比例部分が（各業

績期間のうち全部又は一部が経過した月数に基づい

て）、当該雇用終了日付で完全に行使可能となり、

権利確定するものとし、報奨に課された業績目標は、

当該雇用終了日付で測定されるものとする。 

(ⅱ) 本制度に基づき付与された上記以外の報奨に適用さ

れる制限、繰延制限、支払条件及び失権条件は消滅

するものとし、当該報奨は完全に権利確定したもの

とみなされるものとする。但し、業績目標が課され

た各報奨については、当該報奨の比例部分が（各業

績期間のうち全部又は一部が経過した月数に基づい

て）、完全に権利が確定したとみなされるものとし、

報奨に課された業績目標は、当該雇用終了日付で測

定されるものとする。 

 

第12条  非従業員取締役の報奨 

 非従業員取締役に対しては、本第12条に定めるものを除き本制

度に基づく報奨を付与しないものとする。 

(a) 年間報奨  非従業員取締役に対し、本第12条(a)の以下

の規定に定める報奨を、その他の点については本制度の他

の規定に基づき適用されるものと同一の諸条件にて付与す

るものとする（又は第(ⅱ)号の場合にあっては付与するこ

とができる）。但し、当該報奨に関し、本制度に基づきそ

うでなければ委員会に留保される役割は、（報奨を付与さ

れる非従業員取締役を除いた）取締役会が行うものとする。 
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(ⅰ) 発効日以降初めて非従業員取締役となった者に対し、

それぞれ初めて非従業員取締役となった日に、いか

なる場合にも付与日現在における価額（取締役会又

はその指名した者が誠実に、合理的に算定したも

の）が当社株式計10,000株（第3条(c)に定める調整

を条件とする。）を対象とするオプションの価額を

超えない非適格ストックオプション、株式評価益権、

制限付株式又はこれらの組み合わせのいずれかを付

与するものとする。但し、この報奨は、それまで非

従業員取締役としての資格が認められなかった取締

役のうち、その後当社又はその関連会社の従業員と

しての地位が終了した結果としてのみ非従業員取締

役となった者に対し付与してはならない。 

(ⅱ) 各非従業員取締役（それまで非従業員取締役として

の資格が認められず、その後非従業員取締役となっ

た者を含む。）に対し、随時（但し、第(ⅰ)号に従

い報奨を付与された非従業員取締役については、第

(ⅰ)号に従い当該報奨が付与された当社事業年度の

翌事業年度より前であってはならない）、付与日現

在における価額（取締役会又はその指名した者が誠

実に、合理的に算定したもの）が475,000ドルを超え

ない非適格ストックオプション、株式評価益権、制

限付株式又はこれらの組み合わせを付与することが

できる。 

(b) 報酬に代わる報奨  取締役会非従業員取締役の年間顧問

料及び／又は会議の出席の報酬の全部又は一部を、報奨の

形式で、本制度の他の規定に基づく報奨に適用されるもの

と同一の諸条件にて支払うものとする旨規定することがで

きる。但し、当該報奨は、付与日現在における価額（取締

役会又はその指名した者が誠実に、合理的に算定したも

の）が付与の対象となる年間顧問料及び／又は会議の出席

報酬額を超えてはならない。 

 

第13条  株主としての権利 

 いかなる者も、報奨の対象となる又は報奨に関連する当社株式

について、当該株式の株券が発行される日まで株主としての権利

を有しないものとする。第3条(c)において別途明示的に定める場

合を除き、当該株券の発行日前に基準日が到来する配当又はその

他の権利の調整は報奨について行わないものとする。 

 

第14条  雇用の権利の不存在 

 本制度又は契約書のいかなる規定も、参加者に対し当社若しく

はその関連会社による雇用の継続又は当社若しくはその関連会社

のための役務の提供に関する権利を付与するものではなく、又は

個別の雇用契約又はその他の契約に別途定める場合はそれに従う
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ことを条件として、当社若しくはその関連会社がいつでも参加者

の雇用若しくは勤務を終了する権利又は参加者の報酬を増額若し

くは減額する権利を何ら妨げるものではない。 

 

第15条  証券に関する事項 

(a) 株式の登録及び交付  当社又はその関連会社は、いずれ

も本制度に係る権益若しくは本制度に基づき発行される当

社株式を証券法に従って登録する義務又は州法に基づく同

様の遵守を行う義務を負うものではない。本制度の別段の

規定にかかわらず、当社は、当社株式を証する株券の発行

及び交付が適用される全ての法令、政府当局の規制及び当

社株式が取引されている証券取引所の要件に準拠したもの

である旨の助言を顧問弁護士より得ない限り、本制度に従

い当該株券の発行及び交付を行う義務を負わないものとす

る。委員会は、本項の条件に従って当社株式を証する株券

を発行し、交付する条件として、委員会がその単独の裁量

により必要又は望ましいと認める同意及び表明を当該株式

の受領者が行うこと、及び当該株券に必要又は望ましいと

認める文言（権利移転に係る制限に関するものを含むが、

これに限定されない）を表示することを要求することがで

きる。 

(b) 権利移転に係る制限  本制度に基づく当社株式の権利移

転は、当社の顧問弁護士が当該株式の発行及び交付が適用

される全ての法令、政府当局の規制及び当社株式が取引さ

れている証券取引所の要件に準拠したものであると判断し

た時点をもってのみ発効するものとする。委員会は、本制

度に基づく当社株式の発行を登録若しくは登録免除又は連

邦若しくは州の証券法上利用できるその他の遵守方法に基

づいて行われるものとするため、その単独の裁量により当

該株式の権利移転の発効を遅らせることができる。委員会

は、権利移転の発効を遅らせる決定をしたときは、書面で

参加者に通知するものとする。オプション又はSARの行使

に関連して発効が遅れている間、参加者は、書面による通

知をもって行使を撤回し、行使に関して支払った金額の払

戻しを受けることができる。 

 

第16条  源泉徴収税 

 当社は、報奨により現金を支払うときは、これに関連する連邦

税、州税及び地方税の源泉徴収義務を履行するに十分な金額の控

除を行う権利を有するものとする。当社は、報奨により当社株式

を交付するときは、関連する連邦税、州税及び地方税の源泉徴収

義務を履行するに十分な金額を現金で送金するよう参加者に要求

する権利を有するものとする。参加者は、契約書において委員会

が別途定める場合を除き、上記の義務を、当社株式から源泉徴収

すべき 低限の税額に等しい価額（源泉徴収する当該税額の算定
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日における当該株式の公正市場価額にて評価したもの）分を当社

に天引きさせることを選択することにより、又は参加者がすでに

所有している当該価額分の当社株式を交付することにより履行す

ることができる。上記の選択は、端株部分については現金で決済

することを条件として、報奨により交付される株式の全部又は一

部について行うことができる。 

 

第17条  歳入法第83条(b)に基づく選択の通知 

 参加者は、本制度に基づく当社株式の取得に関連して歳入法第

83条(b)に基づき認められている選択をする場合、内国歳入庁へ

の当該選択の届出後10日以内に当社秘書役に当該選択を通知する

ものとする。 

 

第18条  不適格処分時の通知 

 各参加者は、インセンティブ・ストック・オプションの行使に

より発行された当社株式を歳入法第421条(b)（一定の不適格とな

る処分に関するもの）に記載された状況で処分するときは、処分

後10日以内にその旨を当社秘書役に通知するものとする。 

 

第19条  本制度の改定又は終了 

 取締役会は、いつでも本制度を停止若しくは終了し、又はいず

れの点についても改訂若しくは改定することができる。但し、

(ⅰ)本制度に加える改定が(A)本制度に基づく発行のために利用

できる当社株式数を増加させ（第3条(c)若しくは(d)に定める場

合を除く）、(B)本制度への参加資格を有する個人の区分を拡大

し、(C)本制度に基づき参加者が得られる利益が著しく増大し、

又は(D)付与後のオプション若しくは株式評価益権の行使価格若

しくは付与価格を引き下げる効果を有するものである場合、及び

(ⅱ)歳入法第162条(m)若しくは第422条、その他適用される法令

若しくは証券取引所の要件を充足するために必要な場合はその限

度において、株主の承認を要するものとする。報奨はこの株主の

承認を得る前であっても本制度に基づき付与することができるが、

これらの各付与は、株主の承認が得られることを全体としてその

条件とし、いずれの報奨も当該承認が得られる前に行使、権利確

定又はその他の方法で充足することはできない。本項の規定は、

第4条に従ってその裁量権を行使する委員会の能力を制限するも

のではなく、この裁量権は本制度を改定することなく行使するこ

とができる。本項に基づく措置は、参加者の承諾を得ることなく、

付与済みの報奨に基づく参加者の権利に不利な影響を及ぼしては

ならない。本第19条の前述の規定にかかわらず、参加者が第409

条A(a)(1)に基づく課税対象となるような改定、変更、停止、中

止又は終了を行ってはならない。 

 

第20条  死亡時の権利移転、譲渡不能 

(a) 権利移転に係る一般的禁止事項  参加者又は非従業員取

締役が死亡した場合、当該参加者又は非従業員取締役に付
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与された付与済みの報奨は、当該参加者又は非従業員取締

役の遺産の遺言執行者若しくは遺産管理人、又は遺言によ

り若しくは相続及び遺産分配に関する法令によりこれを行

使する権利を取得した者のみがこれを行使することができ

る。遺言による又は相続及び遺産分配に関する法令による

報奨の権利移転は、委員会が(ⅰ)その旨の書面による通知

及び遺言の写し、及び／又は委員会が権利移転の有効性の

立証に必要と認めた証拠、並びに(ⅱ)譲受人による参加者

又は非従業員取締役に適用される若しくは適用されたであ

ろう報奨の諸条件の全部を遵守し、報奨の付与に関連して

参加者又は非従業員取締役が行った確認の拘束を受ける旨

の同意書の提出を受けるまでは、当社を拘束する効力を有

しないものとする。 

(b) 一部認められる権利移転  参加者又は非従業員取締役の

生存中、委員会は、未行使のオプションがインセンティ

ブ・ストックオプションであって委員会及び参加者が当該

状態を維持しようとする場合でない限り、その単独の裁量

により、当該未行使のオプションの権利移転を許可するこ

とができる。委員会の承認が得られること及び委員会が定

める条件に従うことを条件として、参加者又は非従業員取

締役は、当社秘書役に書面で通知することにより、本制度

に従い自己に付与されたオプションの一部又は全部の権利

を自己の近親者（子、孫及び配偶者、又は当該近親者を受

益者とする信託、又は当該近親者が唯一のパートナーであ

るパートナーシップを含むが、これらに限定されない）、

又は委員会が承認するその他の者若しくは事業体に移転す

ることを選択することができる。但し、参加者又は非従業

員取締役による当該権利移転は、対価と引き換えに行って

はならない。 

 

第21条  費用及び手取金 

 本制度の費用は当社が負担するものとする。報奨に関連して当

社が得た手取金は、一般事業資金に充当されるものとする。 

 

第22条  不遵守 

 本制度の他の条項に定める当社の救済手段に加え、参加者又は

非従業員取締役（又は受益者）が本制度若しくは該当する契約書

の諸条件のいずれかを遵守しなかった場合、委員会による不遵守

の通告後10日以内に当該参加者又は非従業員取締役（又は受益

者）が不遵守を是正しない限り、委員会がその単独の裁量により

決定する報奨の全部又は一部の取消し及び失権の根拠となるもの

とする。 
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第23条  本制度の発効日及び期間 

 本制度は、当社株主より必要な承認が得られることを条件とす

るものとする。承認が得られない場合は、いずれの報奨も効力を

有しないものとする。本制度に基づき報奨を付与する権利は、取

締役会が中途で終了させていない限り、2027年2月13日に終了す

るものとする。本制度の終了時点で付与済みの報奨は、その条件

及び本制度の規定に従い引き続き効力を有するものとする。 

 

第24条  準拠法 

 本制度は、ジョージア州法に従って解釈、管理運営されるもの

とする。但し、同法の抵触法の原則は参照しない。 

 

第25条  報奨に係る権利の不存在 

 いかなる者も本制度に基づき報奨を受け取る請求権又は権利を

有するものではなく、参加者の取り扱いを均一化する義務は存在

しない。委員会は、いずれかの時点で参加者に報奨を付与した場

合であっても、それによりいずれかの時点で当該参加者若しくは

その他の者に他の報奨を付与することを要求されるものではなく、

又はその後に当該参加者若しくは他の者に付与できなくなるもの

でもない。 

 

第26条  端株不発行 

 本制度により当社株式の端株の発行又は交付は行わないものと

する。委員会は、端株に代えて現金、他の報奨若しくはその他の

財産の発行若しくは支払いをするか、又は端株若しくはこれに係

る権利を失権その他の方法で廃止するかを決定するものとする。 

 

第27条  一定の制限 

 本制度の他の規定にかかわらず、(a)参加者が(ⅰ)当社若しく

はその関連会社に著しく悪影響を及ぼす行為に従事し、又は(ⅱ)

当該行為を企図するものであると委員会が合理的に信じる場合、

参加者が当該行為に従事しておらず、かつこれを企図していない

ことについて委員会は合理的な確約を得ない限り、いつでも当該

参加者によるオプションの行使を拒否若しくは延期する権利を有

するものとし、(b)参加者はオプション若しくは株式評価益権を

行使する又は本制度に従い取得した当社株式を売却することがで

きる期間中に当社が随時採用する取引許容時期に関する方針の適

用を受け、かつ常にその適用を受け続けるものとする。 

 

第28条  受益者 

 参加者は、受益者指名書を委員会所定の用紙により委員会に提

出することができ、この指名を随時変更又は撤回することができ

る。参加者の死亡後、指名された受益者が生存していない場合、

参加者の遺産の遺言執行者又は遺産管理人を参加者の受益者とみ

なすものとする。 
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第29条  競合禁止及び秘密保持 

 各参加者は、報奨を受け取ることにより、かつ報奨を行使し、

本制度の利益を享受する（本制度に参加することを含む。）条件

として、競合禁止、秘密保持及び発明の所有権に関する委員会が

許容できる契約の拘束及び適用を受けることに同意する。 

 

第30条  非積立型の報奨 

 本制度は「非積立型」のインセンティブ及び繰延報酬プランを

構成しようとするものである。本制度又は契約書に含まれるいか

なる規定も、報奨によりまだ参加者に対して行われていない支払

いに関し、当社の一般債権者が有する権利に勝る権利を参加者に

付与するものではない。 

 

第31条  解釈 

 本制度は、規則16b-3並びに適用される範囲内で歳入法第162条

(m)及び第409条Aに準拠するように設計されたもの、及び準拠す

ることを目的とするものであって、本制度の条項は、全てこれら

に準拠するように解釈されるものとする。本制度の各条の表題は、

単に参照の便宜のためのものであり、本制度の解釈には影響しな

いものとする。 

 

第32条  可分性 

 本制度のいずれかの条項が無効又は履行強制不能と判示された

場合、本制度の他の条項はその影響を受けず、無効又は履行強制

不能となった条項は本制度に含まれていなかったものとみなして

適用されるものとする。 

 

第33条  第409条A 

 本制度並びに本制度に基づく支払い及び給付は、第409条Aの適

用を除外され、又はそれを前提とする範囲内で同条に従うことを

意図されており、したがって、本制度は、許容される 大の範囲

で、同条に従って解釈されるものとする。本制度に規定するこれ

と矛盾する定めにかかわらず、第409条Aに基づく課税及び／又は

追徴税を回避するために必要な範囲内で、(a)参加者は、本制度

に関して、当社又はその関連会社における雇用又は役務を終了し

たとみなされないものとし、また参加者の離職が発生するまでは、

本制度又は報奨に基づく参加者への支払期限は到来しないものと

し、(b)第409条Aに定義する「短期繰延期間」内に支払期限が到

来する、本制度に記載する支払いは、適用法が別途要求しない限

り、繰延報酬として取り扱われないものとし、(c)「特定従業

員」（第409条Aに定義される。）に対する離職時の支払いは、離

職日から6ヶ月が経過するまで行わないものとする。本制度に基

づく分配は、本制度の条件に基づいて（又は委員会により付与時

に）別途定められない限り、一時金の形で行われるものとし、ま

た本制度に基づいて支払われる各金額又は提供される給付は、第
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409条Aの目的において別個に識別された支払いとみなされるもの

とする。当社は、本制度に記載する支払い又は給付の一部又は全

部が第409条Aの適用を除外され又は同条に準拠するとの一切の表

明を行わず、また当該支払いへの第409条Aの適用を防止するとの

一切の保証を行わず、各参加者は、第409条Aに基づいて負担する

税金及び追徴税の支払いに対して単独で責任を負うものとする。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 152 -

 

付属書類B 

 

アフラック・インコーポレーテッド 

2018年マネージメント・インセンティブ報酬制度 

 

第1条  目 的 

アフラック・インコーポレーテッド2018年マネージメント・イ

ンセンティブ報酬制度（以下、「2018年MIP」）の目的は、企業、

組織及び事業の発展目標を補強すること、1年毎又は長期的な財

務上その他の事業目的の達成を促進すること、参加者の報酬の一

部を当社の業績に直接連動させること、及び個々の役員その他の

従業員に対して、その長期的な責務の達成に報いることである。 

 

第2条  定 義 

本制度において使用する場合、以下の用語は以下の意味を持つ

ものとする。 

(a) 「2018年MIP」とは、アフラック・インコーポレーテッド

2018年マネージメント・インセンティブ報酬制度を意味す

るものとする。 

(b) 「関連会社」とは、証券取引所法第12条に基づいて公布さ

れた規則12b-2に定義する親会社の関連会社を意味するも

のとする。 

(c) 「年間基本給」とは、（ⅰ）業務執行役員については、業

績期間の開始日現在有効な当該業務執行役員の基本給の年

額（又は、業務執行役員が業績期間の開始日にまだ雇用さ

れていなかった場合は当該業務執行役員の雇用開始日に有

効な基本給の年額）、及び（ⅱ）その他の参加者について

は、当社が別途定めない限り、ある業績期間について当該

参加者に支払われた年換算基本給を意味するものとする。 

(d) 「報奨」とは、2018年MIPに基づいて付与される非株式イ

ンセンティブ報酬の付与であって、ある業績期間に関する

業績目標の達成を条件とするものを意味するものとする。 

(e) 「報奨契約」とは、親会社と参加者との間の、報奨を証明

する、書面による合意、契約又はその他の法律的文書若し

くは文書を意味するものとする。 

(f) 「取締役会」とは、親会社の取締役会を意味するものとす

る。 

(g) 「正当な原因」とは、参加者が「原因」、「正当な原

因」、「正当な原因による終了」その他これらに類する用

語若しくは語句の定義を含む、当社との間の書面による雇

用契約の当事者でない限り（その場合「正当な原因」とは

当該契約に定める意味を有するものとする。）、委員会の

単独の裁量により、参加者が以下の一又は複数を伴う行為

に従事することを意味するものとする。  
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(ⅰ) 参加者がその義務及び当社における役職に従って当

社に役務を提供することを実質的かつ継続的に怠る

こと、 

(ⅱ) 参加者の不誠実、重過失又は信認義務違反、 

(ⅲ) 参加者が詐欺又は横領行為を犯し、管轄裁判所にそ

のように認定されること、 

(ⅳ) 重罪又は背徳的行為を伴う犯罪についての参加者の

有罪宣告又は参加者の有罪若しくは不抗争の答弁、

又は 

(ⅴ) 参加者による当社との契約条件の重大な違反。但し、

当社が参加者に対し当該違反について適切な通知を

行い、違反が合理的に治癒可能なものである場合に

参加者が当該通知の受領後30日以内に当該違反を治

癒しなかった場合とする。 

(h) 「支配の変更」とは、本制度第6条(f)に記載する事由の発

生を意味するものとする。 

(i) 「歳入法」とは、米国1986年内国歳入法（改正を含む。）

を意味するものとする。 

(j) 「委員会」とは、取締役会の報酬委員会を意味するものと

する。 

(k) 「当社」とは、親会社、その子会社及びその関連会社の総

称を意味するものとする。 

(l) 「対象従業員」とは、歳入法第162条(m)(3)に定める意味

を有するものとする。 

(m) 「証券取引所法」とは、米国1934年証券取引所法を意味す

るものとする。 

(n) 「業務執行役員」とは、証券取引所法の意味における親会

社の「業務執行役員」を意味するものとする。 

(o) 「正当な理由」とは、参加者が「正当な理由」又はその他

これに類する用語若しくは語句の定義を含む、当社との間

の書面による雇用契約の当事者でない限り（その場合「正

当な理由」とは当該契約に定める意味を有するものとす

る。）、参加者の当社との雇用関係に重大な不利な変更が

あり又は是正されない場合にあり得る限りにおいて、以下

の一又は複数の事由の発生時における参加者による雇用の

終了を意味するものとする。 

(ⅰ) 参加者の基本給の実質的な減少、 

(ⅱ) 参加者の任務及び責任の大幅な縮小、 

(ⅲ) 親会社の主たる事務所又は参加者自身の事務所が、

参加者の同意なしに、ジョージア州コロンバスにあ

る親会社の現在の主たる事務所又は参加者自身の事

務所から、それぞれ25マイル以上離れた場所へ移転

すること。 

但し、参加者は、(A)参加者が、その依拠した本制度中の

特定の正当な理由の規定を示し、正当な理由の根拠となる
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と主張する事実及び状況について合理的に詳細なレベルで

説明し、また雇用の終了日（当該通知の付与日後30日目か

ら60日目までの間）を示した書面による通知を、通知を生

じさせた事由の発生後90日以内に当社に提供し、かつ(B)

当該事実及び状況が、参加者が当該通知において特定した

終了日の前に、当社によって実質的に是正されない場合に

限り、本制度に基づく正当な理由を有するものとする。参

加者が正当な理由の通知において、正当な理由の提示に貢

献する事実又は状況を示さなかったとしても、それは本制

度に基づく参加者の権利放棄とはならず、また参加者が本

制度に基づく自らの権利の行使において当該事実又は状況

を主張することを妨げないものとする。 

(p) 「親会社」とは、ジョージア州法人アフラック・インコー

ポレーテッドを意味するものとする。 

(q) 「参加者」とは、2018年MIP第4条に従って本制度の参加者

に選定された当社の役員又はその他の従業員を意味するも

のとする。 

(r) 「業績目標」とは、ある報奨について参加者が支払いを受

ける条件として、適用される業績期間中に満たされなけれ

ばならない、委員会の決定する基準及び目標を意味するも

のとする。業績目標は、以下の項目の一部若しくは全部又

はこれらの組合せを含めることができる。すなわち、新契

約保険料、保険料収入、投資収益、収益、保険給付金合計

（現金による給付金支払額、将来の給付金の増加及び（未

計上の）給付金発生額）、費用水準、保険料払込水準、

（保険料又は保険契約に基づく）継続率、保険契約の更新、

利益率、事業利益（委員会の単独の裁量により、以下の一

つ以上の項目の影響額を除く。すなわち、投資実現損益、

パッシブ運用のデリバティブ及びヘッジの影響、クロス・

カレンシー・スワップの金利部分の公正価額の変動、並び

に事業再編若しくは子会社の組織変更費用、州営保証基金

若しくは類似の機関による賦課金、又はその他の非経常的

費用、又は親会社が米国証券取引委員会に随時提出若しく

は提供する情報において事業利益の表示から除外する項目

といった、非経常的性質を有すると委員会がみなす項目）、

純利益（該当期間について適用が義務付けられる会計方針

の変更の累積的影響額に対する引当金の考慮前又は考慮

後）、株主資本利益率（為替の影響を除外した事業利益を

該当期間の期首及び期末現在の当社の普通株主資本の平均

で除して算出する。委員会の単独の裁量により、ASC第320

号に基づいて認識される包括利益累計額を除く。）、新規

投資利回り、運用資産利回り、株主資本、株主資本事業利

益率、規制上の自己資本水準、規制上の自己資本比率、リ

スクベースの自己資本水準又は比率、ソルベンシー・マー

ジン比率、株価、株主の総合利回り、又は、ある報奨が対

象従業員でない者に付与される限りにおいて、委員会が適
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切とみなすその他の業績目標である。委員会が決定する通

り、業績目標の達成は、(a)個別に、選択的に、又は組合

せにより、(b)親会社、子会社、事業部門、事業単位若し

くは部門、商品ライン、商品、又はこれらの組合せについ

て、(c)絶対値で、又は目標値、成長率、特定の比較対象

グループ、他の期間の業績、インデックス若しくはその他

外部の測定基準と比較して、及び(d)合計又は1株当たり数

値に基づいて測定することができる。業績目標には、報奨

を得ることができなくなる業績水準の閾値、報奨の一部を

得ることができる業績水準、及び報奨の全部を得ることが

できる水準を含めることができる。報奨に基づく支払いが

歳入法第162条(m)の意味における業績連動報酬として適格

と認められるために必要な限りにおいて、業績目標の達成

が権利確定の条件又は行使可能となるための条件である報

奨は、当該業績目標が達成されたことが委員会によって認

定された後でなければ権利が確定しないものとする。委員

会は、業績目標の達成は、適切に除外されるべきと委員会

が決定する事由又は出来事（例えば事業再編若しくは子会

社の組織変更費用、州営保証基金若しくは類似の機関によ

る賦課金、又はその他の非経常的費用、米国で一般に公正

妥当と認められた会計原則（以下、「GAAP」）により義務

付けられる会計基準の変更、異常若しくは頻度が低い性質

の項目、適用法令の変更）の影響には関係なく、又は財務

報告の目的上、外国通貨から米ドルへの換算が事業セグメ

ントに及ぼす影響の全部又は一部を除外して、決定される

ものと規定することができる。但し、委員会は、歳入法第

162条(m)に基づく「適格業績連動報酬」の要件を満たすこ

とが意図される報奨については、当該報奨について、その

業績連動報酬としての資格を失わせるような裁量権を行使

しないものとする。対象従業員でない参加者については、

委員会が随時設定する定性的業績目標も含めることができ

る。対象従業員である参加者については、委員会は、上記

の業績目標の達成を条件として、委員会が随時設定する追

加の定性的業績目標を課すことができる。 

(s) 「業績期間」とは、ある報奨について、当社の事業年度、

又は（当該報奨の付与日において親会社の 高投資責任者

（若しくは通常 高投資責任者が有する任務を負う従業

員）であり又はかかる者に直接又は間接に報告を行う参加

者の場合は）1年間、2年間若しくは3年間の連続する当社

の事業年度を意味するものとする。 

(t) 「親会社株式」とは、1株当たり額面金額0.10ドルの、親

会社の普通株式を意味するものとする。 

 

第3条  管理運営 

2018年MIPは委員会により管理運営されるものとする。委員会

は、2018年MIPの明確な規定に従い、且つこれと矛盾することな
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く、その単独の裁量で、2018年MIPを管理運営し、且つ2018年MIP

に基づいて委員会に明確に付与され又は2018年MIPの管理運営に

必要若しくは望ましい全ての権能及び権限を行使する権限を有す

るものとする。当該権限には、報奨を付与すること、報奨を付与

すべき者及びその時期を決定すること、報奨に適用される業績期

間の存続期間を決定すること、報奨に関する条件、制限及び業績

基準（業績目標を含む。）を決定すること、業績目標が達成され

たか否かを認定すること、報奨が決済、取消し、失効又は放棄さ

れ得るか否か、その程度、及びどのような状況下でそれが可能か

について決定すること、2018年MIP及び報奨の解釈及び判断を行

うこと、2018年MIPに関する規則・規定を作成、改正及び破棄す

ること、報奨契約の条件及び条項を決定すること、並びに2018年

MIPの管理運営に必要又は望ましいとみなされるその他全ての決

定を行うことが含まれる。 

2018年MIPに関する委員会の全ての決定、判断及び解釈は 終

的なものであり、当社、参加者（又は参加者からの若しくは参加

者を通して2018年MIPに基づく権利を主張する者）及び株主を含

む全ての者に対して法的拘束力を持つものとする。 

取締役会又は委員会のいかなるメンバーも、2018年MIP又はこ

れに基づいて付与された報奨について誠実に行った行為又は決定

に対して、責任を負わないものとする。 

 

第4条  資格 

報奨は、委員会の単独の裁量で、当社の役員及びその他の従業

員に付与することができる。下記第5条(b)の規定を条件として、

委員会は、報奨付与の対象とする者及び各報奨に関する業績目標

を決定するに当たって、2018年MIPの目的の達成に関連して委員

会が適切とみなす要因を考慮に入れるものとする。 

 

第5条  報奨の条件 

2018年MIPに従って付与される報奨は、委員会が随時承認する

様式の報奨契約によって証明されるものとする。 

(a) 一般規定  委員会は、ある業績期間について、各報奨に

適用される業績目標及び（該当する場合は）各業績目標に

適用される 低・目標・ 高水準を具体的に決定するもの

とする。ある業績期間の報奨は、金額（ドル表示）又は参

加者の年間基本給に対する比率（％）で表示することがで

きる。特定の雇用終了（対象従業員については就業不能又

は死亡による終了のみ）について委員会が別途定める場合

を除き、又は本制度第6条(f)に定める場合を除き、報奨に

関する支払いは、その業績期間に関する業績目標が達成さ

れた場合にのみ、達成の度合いに応じて、行われる。 

(b) 報奨に関する特別規定  いかなる参加者も、当社の1事

業年度において複数の報奨を付与されないものとする。但

し、ある報奨の業績期間が1年を超える場合には、参加者
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は何時でも複数の報奨の対象となることができる（例えば、

業績期間が3年間の報奨が、複数年連続して付与された場

合）。いずれにせよ、ある事業年度中に、業績期間がその

年度で（又はその年度中に）終わる全ての報奨について、

2018年MIPに基づいて対象従業員である1名の参加者に支払

うことができる 高額は、900万ドルを超えないものとす

る。 

(c) 支払いの時期及び形式  委員会が別途定めない限り、本

2018年MIPに基づいて付与された報奨に関する全ての支払

いは、現金にて、業績期間の終了後、合理的な期間内に

（但し、いかなる場合も2½ヶ月以内に）行われるものとす

る。対象従業員である参加者については、報酬委員会が別

途定めない限り、業績目標の達成が委員会により認定され

た後に初めて支払いが行われるものとする。 

 

第6条  一般条項 

(a) 法的要件の順守  2018年MIP及び報奨の付与と支払い、並

びに2018年MIP及び報奨契約又はその他の契約に基づく当社

のその他の義務は、全ての適用ある連邦及び州の法律・規

則・規定、並びに監督官庁又は政府機関により義務付けられ

る可能性のある承認に従うものとする。 

(b) 譲渡の禁止  参加者は、遺言又は相続・分配法による場

合を除き、報奨を譲渡できないものとする。 

(c) 雇用継続の権利の不存在  2018年MIP、又は付与された

報奨、又は報奨契約若しくは本制度に従って締結されたそ

の他の契約のいかなる内容も、参加者に対し、当社での雇

用を継続し、又は2018年MIP又は当該報奨契約若しくはそ

の他の契約に定めのない報酬又は給付の受給権を獲得し、

又は当該参加者の雇用を終了する当社の権利をどのような

意味でも妨害若しくは制限する権利を与えないものとする。 

(d) 源泉徴収税  当社は、参加者又は支払いを受ける権利の

あるその他の者に報奨に関する支払いを行う前に、控除を

義務付けられる可能性のある税額の源泉徴収を行う権利、

又は税額の源泉徴収のために当社が満足できるとみなすそ

の他の手続きをとるものとする。 

(e) 2018年MIPの改正、終了、存続期間  取締役会又は委員

会はいつでも、また随時、2018年MIPの全部又は一部を変

更、改正、停止又は終了することができる。但し、2018年

MIPを歳入法第162条(m)に適合させ続けるために株主の承

認が義務付けられる改正については、当該改正が当社株主

の必要な票決により承認されない限り有効とはならないも

のとする。上記の規定にかかわらず、いかなる改正も、

2018年MIPに基づいて参加者に付与された報奨に基づく参

加者の権利に対し、当該参加者の同意なしに、不利な影響

を与えないものとする。2018年MIPに基づく報奨の付与は、
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2022年より後は行うことができない。但し、2018年MIPに

基づいてそれ以前に付与された報奨に関する全ての支払い

は、2018年MIPの条件に従って行われるものとする。 

(f) 支配の変更  当社と参加者の間の雇用契約に別途定める

場合を除き、2018年MIPに他の矛盾する定めがあっても、

2018年MIPに基づく付与済みの報奨が残存している間に親

会社の「支配の変更」（本第6条(f)に定義する通り。）が

発生し、当該支配の変更後24ヶ月以内に、（ⅰ）当社が正

当な原因により行う場合、又は（ⅱ）参加者が正当な理由

なく行う場合以外の雇用終了によって、当社が参加者の雇

用を停止した場合には、当該支配の変更時に継続している

業績期間は満了したものとみなされ、各業績目標に基づい

て定められた 高水準の業績が達成されたものとみなされ、

かつ継続中の業績期間について各参加者に付与された付与

済みの各報奨の比例部分（各業績期間のうち全部又は一部

が経過した月数に基づく。）が、各参加者に現金で支払わ

れるものとする。(ⅰ)親会社の清算、(ⅱ)親会社の発行済

普通株式が現金若しくは財産又は親会社が発行したもので

はない証券に変更又は交換されることとなる親会社の組織

再編、吸収合併若しくは新設合併、(ⅲ)他の者若しくは法

人に対する親会社の資産の全部若しくは実質的に全部又は

いずれかの事業部門の売却、交換又は譲渡、(ⅳ)他の者、

法人若しくはその他の事業体による親会社の発行済議決権

付株式の全部又は実質的に全部の直接又は間接的な取得、

又は(ⅴ)その他の支配の変更（当該事由を以下、「企業取

引」）が行われた場合、取締役会は、その単独の裁量によ

り、存続事業体、存続承継人又は買収法人若しくはその他

の事業体又はその親会社のうちいずれか該当するもの（以

下、「取得事業体」）との間で、付与済みの報奨に基づく

親会社の権利義務を取得事業体が承継し、又は報奨を代替

する取決めをすることができる。取得事業体が当該付与済

みの報奨に基づく当社の権利義務の引継ぎをしない決定を

した場合、当該企業取引時に継続している業績期間は満了

したものとみなされ、各業績目標に基づいて定められた

高水準の業績が達成されたものとみなされ、かつ継続中の

業績期間について各参加者に付与された付与済みの各報奨

の比例部分（各業績期間のうち全部又は一部が経過した月

数に基づく。）が、各参加者に現金で支払われるものとす

る。 

  本第6条(f)の目的上、親会社の支配の変更は、以下の事

由の も早い発生時に発生するものとする。 

(ⅰ) ある「者」（当該用語は、証券取引所法第3条(a)(9)

（修正を含む。）において使用され、また証券取引

所法第13条(d)及び第14条(d)において使用される通

り。）（次の者を除く。すなわち、(1)親会社又はそ
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のいずれかの子会社、(2)親会社又はそのいずれかの

子会社の給付制度に基づいて証券を保有する受託者

又はその他の受任者、(3)証券の募集に関連して当該

証券を一時的に保有する引受人、又は(4)親会社の株

主が、直接的又は間接的に、親会社株式の持分比率

と実質的に同じ比率で所有する法人）が、直接的又

は間接的に、親会社のその時点における発行済社外

議決権証券の総議決権の20％以上を表章する当社証

券（かかる者が実質的に所有する当該証券には、当

社又はその関連会社から直接取得した証券を含まな

い。）の「実質所有者」（証券取引所法に基づく規

則13d-3に定義する通り。）であり又はそうなった時、 

(ⅱ) 2017年5月1日に取締役会を構成していた個人、及び

新たな取締役（ 初の就任時に、実際に発生し又は

その恐れのある競争選挙（親会社の取締役の選任に

関する同意書の勧誘を含むがこれに限られない。）

に関連して就任した個人を除く。）であって、その

者の取締役会による選任又は親会社株主による指名

が、（当該期間の当初に取締役であり又はその選任

若しくは指名がそれ以前に承認された者のうち）そ

の時点で在任している取締役の少なくとも3分の2の

者の票決により承認された者が、何らかの理由で取

締役会の過半数を構成しなくなった時、 

(ⅲ) 親会社又は親会社の直接的若しくは間接的子会社と、

他の法人との吸収合併又は新設合併が完了した時。

但し、次のような吸収合併又は新設合併を除く。す

なわち、(A)その直前における親会社の発行済社外有

価証券の「実質所有者」（前述の定義の通り。）が、

親会社の従業員給付制度に基づいて証券を保有する

受託者又はその他の受任者の持分と合計して、引き

続き、当該吸収合併又は新設合併の直後における親

会社若しくは当該存続会社の発行済社外証券の総議

決権の少なくとも75％を（発行済社外証券の状態を

維持するか又は存続会社若しくは親会社の議決権証

券に転換されて）、当該吸収合併又は新設合併の直

前における当社の持分比率と実質的に同じ比率で表

章することとなる吸収合併又は新設合併、又は(B)親

会社の資本再構成（又は同様の取引）のために行わ

れる吸収合併又は新設合併であって、いかなる

「者」（上記に定義する通り。）も、直接的に又は

間接的に、親会社のその時点における発行済社外証

券（親会社又はその関連会社から直接取得した証券

を含まない。）の総議決権を、50％を超えて取得し

ないような吸収合併又は新設合併。又は、 

(ⅳ) 親会社の株主が親会社の完全な清算若しくは解散の

計画を承認し、又は親会社の資産の全て若しくは実
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質的に全ての売却若しくは処分（又は同様の効果を

持つ取引）に関する合意が成立した時。但し、親会

社が親会社の資産の全て若しくは実質的に全てを、

親会社の株主が当該売却の直前における親会社の持

分比率と実質的に同じ比率で議決権証券の総議決権

の少なくとも75％を所有する事業体に対して、売却

若しくは処分する場合を除く。 

 上記の定義にかかわらず、報奨に関する「支配の変更」と

は、当社と参加者との間の雇用契約（もしあれば）におい

て定義されている「支配の変更」が、上記と異なり、かつ

本制度に基づいて報奨に適用される場合、当該雇用契約に

おいて定義される「支配の変更」の意味を有するものとす

る。 

(g) 参加者の権利  いかなる参加者も、2018年MIPに基づく

報奨の付与を請求する権利を持たないものとする。また参

加者間で同一の取扱いを行う義務はない。2018年MIPに基

づく報奨は、親会社の適用ある方針（財務成績の修正再表

示に際しての報酬の取戻しに関する方針を含むがこれに限

られない。）に従うものとする。 

(h) 未積立型報奨  2018年MIPは、「未積立」のインセン

ティブ報酬制度に該当するよう意図されている。参加者に

対する付与済みの報奨の支払いについては、2018年MIP又

は報奨のいかなる内容も、当該参加者に対して、当社の無

担保の一般債権者の権利より大きな権利を与えないものと

する。 

(i) 準拠法  2018年MIP並びに本制度に基づいて行われる全

ての決定及び行為は、法の抵触の原則に関わりなく、

ジョージア州法に準拠するものとする。 

(j) 発効日  2018年MIPは取締役会がこれを採択した後の

2018年1月1日に発効するものとする。但し、2018年MIPは、

歳入法第162条(m)に適合するために、当社の株主の必要な

承認を受けるものとする。当該承認がなければ、2018年

MIP（及び2018事業年度又はそれ以降、2018年MIPに基づい

て行われる報奨）は無効となるものとする。 

(k) 受益者  参加者は委員会又はその指定する者に対し、委

員会が規定する様式による受益者の指定書を届け出ること

ができ、また随時当該指定を修正又は撤回することができ

る。指定された受益者が当該参加者の死亡後に生存してい

ない場合は、当該参加者の遺産の遺言執行者又は遺産管理

人が、報奨被付与者の受益者とみなされるものとする。 

(l) 解 釈  2018年MIPは、適用ある範囲内で、歳入法第162

条(m)及び第409条Aに適合するよう設計、意図されており、

本制度の全ての条項はそう適合するように解釈されるもの

とする。 
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付属書類C 

 

GAAPに基づかない指標の定義 

及び対応するGAAPに基づく指標への調整 

 

本参考書類では、当社の業績指標である事業利益、為替の影響

を除く希薄化後1株当たり事業利益、為替の影響を除く事業収益、

及び為替の影響を除く株主資本事業利益率に言及している。これ

らの指標は、米国GAAPに従って計算されたものではない。 

これらの指標は、全般的な経済情勢や事象に影響され、又は保

険事業に直接関係しない数少ない取引に関連する傾向にあるため、

保険事業の基盤や傾向を必ずしも正確に反映していないと当社が

考える項目を除外したものである。経営陣は、当社の連結ベース

の保険事業の財務業績を評価するにあたっては、事業利益及び希

薄化後1株当たり事業利益を用いている。また、これらの指標を

表示することは、アフラックの保険事業に内在する利益の原動力

や傾向を理解するに際して極めて重要であると考えている。 

当社は事業利益を、事業から得られる利益と定義している。事

業利益は、社債等に関連する支払利息を含み、有価証券取引、減

損、デリバティブ及びヘッジ活動から生じた資産運用実現損益、

非経常的損益並びにその他の非事業損益といった予測不能又は経

営のコントロールが及ばない項目を当期純利益から除外したもの

である。 

1株当たり事業利益（基本又は希薄化後）は、当該期間の事業

利益を当該期間の平均発行済社外株式数（基本又は希薄化後）で

除したものである。 

日本円を機能通貨とする日本社の規模が大きいため、円／ドル

為替レートの変動は報告業績に対して著しい影響を与え得る。円

安に推移する期間においては、円貨のドル貨への換算においては

より少ないドル貨で報告される。円高に推移する期間においては、

円貨のドル貨への換算においてはより多いドル貨で報告される。

このように、円安は、前年同期との比較において当期の業績を圧

迫し、円高は、前年同期との比較において当期の業績を押し上げ

る効果がある。こうしたことから、当社は、外貨の換算は、当社

や株主に対して経済的な意味を持つものというより、むしろアフ

ラックの財務諸表作成に関連する事項であると考えている。また、

当社事業の非常に大きな部分が日本で展開されており、為替レー

トは経営のコントロール外にあるため、アフラックは、日本円を

米ドルに換算することの影響を理解することが重要であると考え

ている。「当期における為替の影響を除く」事業利益及び希薄化

後1株当たり事業利益、及び為替の影響を除く事業収益は、比較

の対象となる前年同期における平均円／ドル為替レートを用いて

計算されており、為替レートの変化のみによってもたらされる、

ドルをベースとした変動を消去したものである。 

2016事業年度の為替の影響を除く株主資本事業利益率は、GAAP

に基づく当期純利益合計と調整された、円を除く事業利益を用い



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 162 -

 

て計算した。この数値は、投資有価証券及びデリバティブに係る

未実現損益48億ドル（2016年12月31日現在）を除外した平均株主

資本で除して算出した。但し、期首及び期末現在の円ベースの資

本残高は、前年との比較可能性を確保するため、前年の為替レー

トで修正再表示されている。 

次の表は、2016年12月31日に終了した年度に関して、当社の事

業利益、当期純利益、希薄化後1株当たり事業利益、及び希薄化

後1株当たり当期純利益に影響を与えた項目の、 も直接的に比

較可能な米国GAAPの指標に対する調整を示している。 

 

当期純利益から事業利益への調整 
 

（百万ドル） 

希薄化後1株 

当たり金額（ドル） 

 2016年 2015年 2016年 2015年 

当期純利益 2,659 2,533 6.42 5.85 

事業利益への調整項目：     

資産運用実現(益)損：     

有価証券取引及び減損 (132) (150) (0.32) (0.35) 

デリバティブ及びヘッジ活

動の影響： 

    

外貨建投資に関連する

ヘッジ費用(1) 

186 72 0.45 0.17 

その他のデリバティブ及

びヘッジ活動(1)(2) 

154 23 0.37 0.05 

その他及び非経常的(益)損 28 266(3) 0.07 0.61 

事業利益への調整項目に係る

法人税(軽減額)費用(1) 

(83) (74) (0.20) (0.17) 

事業利益 2,812 2,670 6.79 6.16 

当期における為替変動の影響(4) (141) 非適用 (0.34) 非適用 

当期における為替変動の影響を

除く事業利益(5) 

2,671 2,670 6.45 6.16 

(1) 前期の金額は、外貨建て投資に関連するヘッジ費用の計算方

法の変更を反映するために再区分されている。 

(2) セグメント別業績を分析する際には、社債等に係る通貨ス

ワップの公正価値変動のうち金利部分は営業利益として区分

されるが、ここでは当該金利部分に関連した、2016年及び

2015年の利益85百万ドルが除外されている。 

(3) 一部の通貨デリバティブの決済に先立って受領した円建ての

利益送金の価値の変動に関連した、2015年における損失20百

万ドルを含む。この損失は、その他のデリバティブ及びヘッ

ジ活動に含まれるデリバティブ益によって相殺されている。 

(4) 為替変動については、その影響額を当期に限定するため、前

期の影響額は「非適用」とした。 

(5) 当期における為替変動の影響を除く金額は、比較対象の前年

における平均円／ドル為替レートを用いて計算されており、

これにより、為替レートの変化のみによってもたらされたド

ルをベースとする変動を消去している。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社証券保管振替機構からのお願い 
この議決権代理行使指図書参考書類は、株主

名簿上の株主たる当社が受領したものを抄訳

したものです。日本における外国株券振替決

済制度においては、株主の権利は当該基準日

により確定された同制度に基づく実質株主の

指示により、当社が行使しますので、議決権

代理行使指図書参考書類をご検討くださいま

して、同封の議決権代理行使指図書に議案に

対する賛否等を表示して、折返しご送付くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 




